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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）（
財
政
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

消
費
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
使
用
料
等
の
額
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
税
率
引
上
げ
に
伴
う
、
関
係
四
十
四
条
例
で
定
め
る
使
用
料
等

の
額
の
改
定 

（
例
）
彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ 

映
像
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
入
場
料
（
大
人
、
個
人
） 

 

（
現
行
）
五
百
円 

（
改
正
後
）
五
百
十
円 

三 

施
行
期
日
等 

 

㈠ 

施
行
期
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

 

㈡ 

経
過
措
置 

（
例
）
こ
の
条
例
の
施
行
日
前
に
領
収
し
た
使
用
料
そ
の
他
の
歳
入
及
び
施
行
日
前
に
発
し
た

納
入
通
知
書
に
よ
り
施
行
日
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
そ
の
他
の
歳
入
の
額
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
（
利
用
料
金
を
除
く
。）。 



条 
 

例 

 
埼
玉
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
埼
玉
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
等
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
八
」
に
改
め
る
。 

一 

埼
玉
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項 

二 

行
政
財
産
の
使
用
料
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
別
表
土

地
の
項
及
び
建
物
の
項 

三 

埼
玉
県
工
業
用
水
道
料
金
徴
収
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号
）
第
三

条
第
一
項 

四 

埼
玉
県
水
道
用
水
料
金
徴
収
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条 

五 

埼
玉
県
国
土
交
通
省
所
管
公
共
用
財
産
使
用
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第

三
十
九
号
）
別
表
第
一
号
の
表
の
備
考
第
七
号
及
び
別
表
第
二
号
の
表
の
備
考
第
五
号 

六 

埼
玉
県
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
号
）
別
表
第
一
の

備
考
第
五
号 

 

（
埼
玉
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
の
二
園
路
及
び
広
場
（
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
の
項

中
「
四
円
」
を
「
五
円
」
に
改
め
、
同
表
運
動
施
設
の
項
中
「
五
九
一
、
二
五
〇
円
」
を
「
六

〇
八
、
一
四
三
円
」
に
、
「
八
、
五
一
八
円
」
を
「
八
、
七
六
二
円
」
に
、
「
一
、
九
五
〇
円
」

を
「
二
、
〇
〇
六
円
」
に
、
「
七
、
〇
三
四
円
」
を
「
七
、
二
三
五
円
」
に
、
「
一
、
五
〇
〇

円
」
を
「
一
、
五
四
三
円
」
に
、
「
一
〇
、
一
二
〇
円
」
を
「
一
〇
、
四
一
〇
円
」
に
、
「
二
、

二
五
二
円
」
を
「
二
、
三
一
七
円
」
に
、
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
三
四
三
円
」
に

改
め
、
同
表
教
養
施
設
の
項
中
「
七
、
八
七
四
円
」
を
「
八
、
〇
九
九
円
」
に
、
「
二
、
五
二

〇
円
」
を
「
二
、
五
九
二
円
」
に
改
め
、
同
表
便
益
施
設
（
駐
車
場
に
限
る
。
）
の
項
中
「
四

六
五
円
」
を
「
四
七
九
円
」
に
改
め
、
同
表
管
理
施
設
（
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
場

合
に
限
る
。
）
及
び
集
会
所
の
項
中
「
一
七
円
」
を
「
一
八
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
二
中

埼
玉
県
条
例
第
二
号



「
千
百
二
十
八
円
」
を
「
千
百
六
十
一
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
四
中
「
二
千
七
百
九
十
円
」

を
「
二
千
八
百
七
十
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
公
園
施
設
の
項
中
「
三
、
二
六
二
円
」
を
「
三
、
三
五
五
円
」
に
改

め
、
同
表
の
備
考
三
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
八
」
に
改
め
、
別
表
第
二
第
二
号
の

表
の
備
考
四
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
八
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
第
一
号
の
物
品
の
販
売
、
興
行
そ
の
他
の
営
業
行
為
の
項
中
「
三
円
」
を
「
四
円
」

に
改
め
、
同
表
第
三
号
の
撮
影
の
項
中
「
一
五
、
七
五
〇
円
」
を
「
一
六
、
二
〇
〇
円
」
に
、

「
三
一
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
二
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
の
競
技
会
、
集
会
、

展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
の
項
中
「
二
円
」
を
「
三
円
」
に
改
め
、
同

表
第
六
号
の
広
告
物
の
表
示
の
項
中
「
一
四
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
八
一
二
円
」
に
、
「
五

一
〇
円
」
を
「
五
二
五
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
二
中
「
百
分
の
十
二
・
六
」
を
「
百
分
の

十
二
・
九
六
」
に
、
「
十
万
四
千
八
百
八
十
円
」
を
「
十
万
七
千
八
百
七
十
七
円
」
に
改
め
、

同
表
の
備
考
四
中
「
百
分
の
五
・
〇
四
」
を
「
百
分
の
五
・
一
八
四
」
に
、
「
百
分
の
二
・
五

二
」
を
「
百
分
の
二
・
五
九
二
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
五
中
「
百
分
の
二
・
五
二
」
を
「
百

分
の
二
・
五
九
二
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
六
中
「
千
分
の
十
・
〇
八
」
を
「
千
分
の
十
・
三

六
八
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
会
館
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

埼
玉
会
館
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

別
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

施
設
等
の

名
称 

利
用
区
分 

利
用
料
金 

 

 
 

 
 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 
 

 
 

午
前 

四
〇
、
三
〇
〇
円
以
下 

五
四
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ａ 

午
後 

八
〇
、
五
〇
〇
円
以
下 

一
〇
八
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 

一
〇
四
、
七
〇
〇
円
以
下 

一
四
一
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

一
日 

一
八
七
、
九
〇
〇
円
以
下 

二
五
三
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 

大
ホ
ー
ル 

 

超
過
一
時
間 

二
〇
、
一
〇
〇
円
以
下 

二
七
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 
 

 
 

午
前 

五
二
、
四
〇
〇
円
以
下 

七
〇
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ｂ 

午
後 

一
〇
四
、
七
〇
〇
円
以
下 

一
四
一
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 

一
三
六
、
二
〇
〇
円
以
下 

一
八
三
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

一
日 

二
四
四
、
二
〇
〇
円
以
下 

三
三
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

超
過
一
時
間 

二
六
、
二
〇
〇
円
以
下 

三
五
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 



 
 

 
 

午
前 

一
三
、
五
〇
〇
円
以
下 

一
八
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ａ 

午
後 

二
六
、
九
〇
〇
円
以
下 

三
六
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 

三
五
、
〇
〇
〇
円
以
下 

四
七
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

  

 

一
日 

六
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

八
四
、
九
〇
〇
円
以
下 

 

 

小
ホ
ー
ル 

 

超
過
一
時
間 

六
、
七
七
〇
円
以
下 

九
、
一
二
〇
円
以
下 

 

 
 

 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 
 

 
 

午
前 

一
七
、
六
〇
〇
円
以
下 

二
三
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ｂ 

午
後 

三
五
、
〇
〇
〇
円
以
下 

四
七
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 

四
五
、
五
〇
〇
円
以
下 

六
一
、
五
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

一
日 

八
一
、
九
〇
〇
円
以
下 

一
一
〇
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

超
過
一
時
間 
八
、
八
〇
〇
円
以
下 

一
一
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 

第
一
展
示
室 

一
日 

九
、
五
五
〇
円
以
下 

 

 

延
長
一
時
間 

二
、
二
八
〇
円
以
下 

 

 

第
二
展
示
室 

一
日 

一
〇
、
六
〇
〇
円
以
下 

 

 

延
長
一
時
間 

二
、
五
三
〇
円
以
下 

 

 

第
三
展
示
室 

一
日 

三
四
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 

延
長
一
時
間 
八
、
一
二
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

四
、
一
三
〇
円
以
下 

 

 

第
一
会
議
室 

午
後 

八
、
一
二
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

一
〇
、
六
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

一
九
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

三
、
二
七
〇
円
以
下 

 

 

第
二
会
議
室 

午
後 

六
、
五
五
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

八
、
六
九
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

一
五
、
六
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

二
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 

第
三
会
議
室 

午
後 

五
、
二
七
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

七
、
一
二
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

一
二
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

三
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 

第
四
会
議
室 

午
後 

七
、
五
五
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

九
、
六
九
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

一
七
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

三
、
七
〇
〇
円
以
下 

 



 

第
五
会
議
室 

午
後 

七
、
五
五
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

九
、
六
九
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

一
七
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

二
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 

第
六
会
議
室 

午
後 

五
、
二
七
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

七
、
一
二
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

一
二
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

二
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 

第
七
会
議
室 

午
後 

五
、
二
七
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

七
、
一
二
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

一
二
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

三
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 

第
八
会
議
室 

午
後 

七
、
五
五
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

九
、
六
九
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

一
七
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

三
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 

第
九
会
議
室 

午
後 
七
、
五
五
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

九
、
六
九
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

一
七
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

二
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 

第
十
会
議
室 

午
後 

五
、
二
七
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

七
、
一
二
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

一
二
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

八
、
五
一
〇
円
以
下 

 

 

第
十
一
会
議
室 

午
後 

一
五
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

一
九
、
一
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

三
七
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

八
、
五
一
〇
円
以
下 

 

 

第
十
二
会
議
室 

午
後 

一
五
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

一
九
、
一
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

三
七
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

二
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 

第
十
三
会
議
室 

午
後 

五
、
二
七
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

七
、
一
二
〇
円
以
下 

 



 
 

一
日 

一
二
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

三
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 
第
十
四
会
議
室 

午
後 

七
、
五
五
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

九
、
六
九
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

一
七
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

八
、
五
一
〇
円
以
下 

 

 

第
十
五
会
議
室 
午
後 

一
五
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

一
九
、
一
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

三
七
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

一
一
、
九
〇
〇
円
以
下 

 

 

ラ
ウ
ン
ジ 

午
後 

二
三
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

三
四
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

五
九
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

二
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 

和
室 

午
後 

四
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

六
、
一
三
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 
一
一
、
一
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

午
前 

一
、
二
七
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

午
後 

一
、
二
七
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ｃ 

夜
間 

一
、
二
七
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

一
日 

三
、
一
三
〇
円
以
下 

 

 

リ
ハ
ー
サ

ル
室 

 

超
過
一
時
間 

五
八
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

二
、
五
四
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

午
後 

二
、
五
四
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ｄ 

夜
間 

二
、
五
四
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

一
日 

六
、
二
六
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

超
過
一
時
間 

一
、
一
六
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

一
、
七
一
〇
円
以
下 

 

 
 

午
後 

一
、
七
一
〇
円
以
下 

 

 

第
一
楽
屋 

夜
間 

一
、
七
一
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

四
、
四
一
〇
円
以
下 

 

 
 

超
過
一
時
間 

八
五
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

一
、
九
九
〇
円
以
下 

 

 
 

午
後 

一
、
九
九
〇
円
以
下 

 



 

第
二
楽
屋 

夜
間 

一
、
九
九
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

五
、
一
三
〇
円
以
下 

 

 
 

超
過
一
時
間 

九
九
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

一
、
七
一
〇
円
以
下 

 

 
 

午
後 

一
、
七
一
〇
円
以
下 

 

 

第
三
楽
屋 

夜
間 

一
、
七
一
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

四
、
四
一
〇
円
以
下 

 

 
 

超
過
一
時
間 

八
五
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

二
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

午
後 

二
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 

第
四
楽
屋 

夜
間 

二
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

五
、
九
八
〇
円
以
下 

 

 
 

超
過
一
時
間 

一
、
二
一
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

午
後 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 

第
五
楽
屋 

夜
間 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 
三
、
五
六
〇
円
以
下 

 

 
 

超
過
一
時
間 
七
一
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

午
後 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 

第
六
楽
屋 

夜
間 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

三
、
五
六
〇
円
以
下 

 

 
 

超
過
一
時
間 

七
一
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

午
後 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 

第
七
楽
屋 

夜
間 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

三
、
五
六
〇
円
以
下 

 

 
 

超
過
一
時
間 

七
一
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

午
後 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 

第
八
楽
屋 

夜
間 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

三
、
五
六
〇
円
以
下 

 

 
 

超
過
一
時
間 

七
一
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 



 
 

午
後 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 

第
九
楽
屋 

夜
間 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

三
、
五
六
〇
円
以
下 

 

 
 

超
過
一
時
間 

七
一
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

午
後 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 

第
十
楽
屋 
夜
間 

一
、
四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

三
、
五
六
〇
円
以
下 

 

 
 

超
過
一
時
間 

七
一
〇
円
以
下 

 

 

駐
車
場 

一
台 

三
六
〇
円
以
下 

 

 

一
時
間 

 

 

附
属
設
備 

 

規
則
で
定
め
る
額
以
下 

 

 

（
埼
玉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

埼
玉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
診
療
及
び
検
査
の
項
第
二
号
中
「
二
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
五
、
七
〇
〇
円
」
に
改

め
、
同
項
第
三
号
中
「
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
、
三
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百

分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
八
」
に
改
め
、
同
表
洗
濯
の
項
中
「
四
〇
〇
円
」
を
「
四
一
〇
円
」

に
改
め
、
同
表
慢
性
疾
患
児
家
族
宿
泊
施
設
の
項
中
「
一
、
〇
五
〇
円
」
を
「
一
、
〇
八
〇
円
」

に
改
め
、
同
表
寝
具
の
項
中
「
四
〇
〇
円
」
を
「
四
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
診
断
書
の
項
中

「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
三
〇
円
」
に
、
「
四
、
四
七
〇
円
」
を
「
四
、
五
九
〇
円
」

に
、
「
三
、
一
五
〇
円
」
を
「
三
、
二
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
身
体
検
査
書
の
項
中
「
一
、

四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
死
体
検
案
書
（
検
案
料
を
含
む
。
）
の
項

中
「
八
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
六
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
三
〇
円
」

に
改
め
、
同
表
証
明
書
の
項
中
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
三
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
武
道
館
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

埼
玉
県
立
武
道
館
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

区 
 

 

分 

金 
 

 

額 

（
円
） 

 

 

午
前
九
時
か

ら
午
後
零
時

三
十
分
ま
で 

午
後
一
時
か

ら
午
後
五
時

ま
で 

午
後
五
時
三

十
分
か
ら
午

後
九
時
ま
で 

午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時

ま
で 

午
後
一
時
か

ら
午
後
九
時

ま
で 

午
前
九
時
か

ら
午
後
九
時

ま
で 

 



 

主道 

ス
ポ
ー

ツ
で
使

用
す
る

場
合 

全
面
使
用 

一
〇
、
八
〇
〇 

一
二
、
三
四
〇 

一
〇
、
八
〇
〇 

二
〇
、
八
八
〇 

二
三
、
一
四
〇 

三
〇
、
五
四
〇 

 

 

三
分
の
二

面
使
用 

七
、
九
二
〇 

九
、
〇
五
〇 

七
、
九
二
〇 

一
五
、
三
二
〇 

一
六
、
九
七
〇 

二
二
、
四
二
〇 

 

 

三
分
の
一

面
使
用 

四
、
〇
一
〇 

四
、
五
二
〇 

四
、
〇
一
〇 

七
、
七
一
〇 

八
、
五
三
〇 

一
一
、
三
一
〇 

 

 

場 

ス
ポ
ー 

全
面
使
用 

二
一
、
六
〇
〇 

二
四
、
六
八
〇 

二
一
、
六
〇
〇 

四
一
、
七
六
〇 

四
六
、
二
八
〇 

六
一
、
〇
九
〇 

 

 
 

ツ
以
外

で
使
用

す
る
場

合 

三
分
の
二

面
使
用 

一
五
、
八
四
〇 

一
八
、
一
〇
〇 

一
五
、
八
四
〇 

三
〇
、
六
五
〇 

三
三
、
九
四
〇 

四
四
、
八
四
〇 

 

 

三
分
の
一

面
使
用 

八
、
〇
二
〇 
九
、
〇
五
〇 

八
、
〇
二
〇 

一
五
、
四
二
〇 

一
七
、
〇
七
〇 

二
二
、
六
二
〇 

 

 

第一道場 

ス
ポ
ー
ツ
で
使
用

す
る
場
合 

五
、
九
六
〇 

六
、
七
八
〇 

五
、
九
六
〇 

一
一
、
五
二
〇 

一
二
、
七
五
〇 

一
六
、
八
六
〇 

 

 

ス
ポ
ー
ツ
以
外
で

使
用
す
る
場
合 

一
一
、
九
三
〇 

一
三
、
五
七
〇 

一
一
、
九
三
〇 

二
三
、
〇
四
〇 

二
五
、
五
〇
〇 

三
三
、
七
三
〇 

 

第二道場 

ス
ポ
ー
ツ
で
使
用

す
る
場
合 

五
、
九
六
〇 

六
、
七
八
〇 

五
、
九
六
〇 

一
一
、
五
二
〇 

一
二
、
七
五
〇 

一
六
、
八
六
〇 

 

 

ス
ポ
ー
ツ
以
外
で

使
用
す
る
場
合 

一
一
、
九
三
〇 

一
三
、
五
七
〇 

一
一
、
九
三
〇 

二
三
、
〇
四
〇 

二
五
、
五
〇
〇 

三
三
、
七
三
〇 

 

 

近
的
弓
道
場 

四
、
三
二
〇 

四
、
九
三
〇 

四
、
三
二
〇 

八
、
三
三
〇 

九
、
二
五
〇 
一
二
、
二
四
〇 

 

 

遠
的
弓
道
場 

四
、
三
二
〇 

四
、
九
三
〇 

四
、
三
二
〇 

八
、
三
三
〇 

九
、
二
五
〇 

一
二
、
二
四
〇 

 

 

屋
外
相
撲
場 

二
、
八
八
〇 

三
、
二
九
〇 

二
、
八
八
〇 

五
、
五
五
〇 

六
、
一
七
〇 

八
、
一
二
〇 

 

屋
内
相
撲
場 

二
、
八
八
〇 

三
、
二
九
〇 

二
、
八
八
〇 

五
、
五
五
〇 

六
、
一
七
〇 

八
、
一
二
〇 

 

 

第
一
会
議
室 

一
、
一
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
一
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
三
六
〇 

三
、
一
八
〇 

 

 

第
二
会
議
室 

一
、
一
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
一
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
三
六
〇 

三
、
一
八
〇 

 

 

第
三
会
議
室 

一
、
一
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
一
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
三
六
〇 

三
、
一
八
〇 

別
表
第
一
号
の
表
の
備
考
第
五
号
中
「
四
百
円
」
を
「
四
百
十
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
号
１
の
表
中
「
三
五
〇
」
を
「
三
六
〇
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
号
の
表
放
送
室
の
項
中
「
七
、
二
○
○
」
を
「
七
、
四
○
○
」
に
改
め
、
同
表
浴

室
の
項
中
「
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
、
〇
八
〇
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
秩
父
高
原
牧
場
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

埼
玉
県
秩
父
高
原
牧
場
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
中
「
五
〇
〇
円
」
を
「
五
一
〇
円
」
に
、
「
七
〇
〇
円
」
を
「
七
二
〇
円
」
に
改



め
る
。 

別
表
第
二
中
「
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、

一
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
青
少
年
総
合
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

埼
玉
県
青
少
年
総
合
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
宿
泊
施
設
等
の
項
中
「
九
五
○
円
」
を
「
九
七
○
円
」
に
、
「
九
、
五
○
○
円
」
を
「
九
、

七
○
○
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
嵐
山
郷
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

埼
玉
県
立
嵐
山
郷
条
例
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
診
断
書
の
項
中
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
三
〇
円
」
に
、
「
四
、
四
七
〇

円
」
を
「
四
、
五
九
〇
円
」
に
、
「
三
、
一
五
〇
円
」
を
「
三
、
二
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

証
明
書
の
項
及
び
身
体
検
査
書
の
項
中
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
三
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第

四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
診
療
及
び
検
査
の
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
八
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
診
断
書
の
項
中
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
三
〇
円
」
に
、
「
四
、
四
七
〇

円
」
を
「
四
、
五
九
〇
円
」
に
、
「
三
、
一
五
〇
円
」
を
「
三
、
二
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

証
明
書
の
項
及
び
身
体
検
査
書
の
項
中
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
三
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
中
「
一
、
二
○
○
円
」
を
「
一
、
二
三
○
円
」
に
、
「
二
、
四
○
○
円
」
を
「
二
、

四
六
○
円
」
に
、
「
四
、
○
○
○
円
」
を
「
四
、
一
一
○
円
」
に
、
「
三
、
○
○
○
円
」
を
「
三
、

○
八
○
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
中
「
三
二
、
五
五
○
円
」
を
「
三
三
、
四
八
○
円
」
に
、
「
一
二
、
六
○
○
円
」

を
「
一
二
、
九
六
○
円
」
に
、
「
七
、
三
五
○
円
」
を
「
七
、
五
六
○
円
」
に
、
「
四
、
二
○

○
円
」
を
「
四
、
三
二
○
円
」
に
、
「
二
、
一
○
○
円
」
を
「
二
、
一
六
○
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
障
害
者
歯
科
診
療
所
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

埼
玉
県
立
障
害
者
歯
科
診
療
所
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
中
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
三
〇
円
」
に
改
め
る
。 



 

（
埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
号
の
表
屋
内
プ
ー
ル
の
項
中
「
八
五
〇
」
を
「
八
七
〇
」
に
、
「
四
二
〇
」
を
「
四

三
〇
」
に
、
「
一
、
九
三
〇
」
を
「
一
、
九
八
〇
」
に
、
「
一
、
五
〇
〇
」
を
「
一
、
五
四
〇
」

に
改
め
、
同
表
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
の
項
中
「
七
三
〇
」
を
「
七
五
〇
」
に
、
「
三
六
〇
」
を
「
三

七
〇
」
に
、
「
一
、
八
一
〇
」
を
「
一
、
八
六
〇
」
に
、
「
一
、
四
四
〇
」
を
「
一
、
四
八
〇
」

に
改
め
、
同
表
屋
内
プ
ー
ル
及
び
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
（
一
括
利
用
）
の
項
中
「
一
、
二
一
〇
」

を
「
一
、
二
五
〇
」
に
、
「
六
〇
〇
」
を
「
六
二
〇
」
に
、
「
二
、
二
九
〇
」
を
「
二
、
三
六

〇
」
に
、
「
一
、
六
八
〇
」
を
「
一
、
七
三
〇
」
に
改
め
、
別
表
第
二
号
の
表
テ
ニ
ス
場
（
一

面
）
の
項
中
「
六
〇
〇
」
を
「
六
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場
の
項
中
「
五
一
〇
」

を
「
五
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
多
目
的
運
動
場
の
項
中
「
一
、
一
五
〇
」
を
「
一
、
一
八
〇
」

に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

埼
玉
県
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

施
設
等
の
名
称 

利
用
区
分 

利
用
料
金 

 

 
 

Ａ 

平
日 

午
前 

一
九
〇
、
九
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

三
四
三
、
五
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 

四
〇
一
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

七
六
三
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

超
過
一
時
間 

九
六
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

日
曜
日
・

土
曜
日
・

休
日 

午
前 

二
一
二
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

三
八
一
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 

四
四
六
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

八
四
九
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 

大
ホ
ー
ル 

超
過
一
時
間 

一
〇
六
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 
    

Ｂ 

平
日 

午
前 

一
三
三
、
九
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

二
四
〇
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

夜
間 

二
八
〇
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

五
三
四
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

超
過
一
時
間 

六
八
、
二
〇
〇
円
以
下 

 



 
 

日
曜
日
・ 

土
曜
日
・ 

休
日 

午
前 

一
四
八
、
一
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
後 

二
六
七
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

夜
間 

三
一
二
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

一
日 

五
九
四
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

超
過
一
時
間 

七
五
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

午
前 

三
六
、
九
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 
 

午
後 

七
三
、
九
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

平
日 

夜
間 

九
二
、
五
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 
 

一
日 

一
七
三
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ａ 
 

超
過
一
時
間 

二
一
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

午
前 

五
二
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

日
曜
日
・ 
午
後 

一
〇
五
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

土
曜
日
・ 

夜
間 

一
三
二
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

休
日 

一
日 

二
四
七
、
九
〇
〇
円
以
下 

 

 

小
ホ
ー
ル 

 
 

 

超
過
一
時
間 

三
一
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

午
前 
二
八
、
五
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 
 

午
後 

五
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

平
日 

夜
間 

七
一
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 
 

一
日 

一
三
三
、
九
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ｂ 
 

超
過
一
時
間 

一
六
、
九
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

午
前 

三
一
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

日
曜
日
・ 

午
後 

六
二
、
五
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

土
曜
日
・ 

夜
間 

七
九
、
六
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

休
日 

一
日 

一
四
八
、
一
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 
 

超
過
一
時
間 

一
八
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

午
前 

四
、
四
○
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

午
後 

四
、
四
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

Ｃ 

夜
間 

四
、
四
○
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

一
日 

一
一
、
一
○
○
円
以
下 

 

 

リ
ハ
ー
サ
ル
室 

 
 

超
過
一
時
間 

二
、
二
五
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

八
、
八
一
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

午
後 

八
、
八
一
○
円
以
下 

 

 
 

 

Ｄ 

夜
間 

八
、
八
一
○
円
以
下 

 



 
 

 
 

 

一
日 

二
二
、
二
一
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

超
過
一
時
間 

四
、
五
一
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

五
、
九
七
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

五
、
九
七
○
円
以
下 

 

 

第
一
練
習
室 

夜
間 

五
、
九
七
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

一
四
、
九
三
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

二
、
九
八
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

三
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

 
午
後 

三
、
一
二
○
円
以
下 

 

 

第
二
練
習
室 

夜
間 

三
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

 

 
 

一
日 

七
、
八
二
○
円
以
下  

 

 

超
過
一
時
間 

一
、
五
五
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

一
、
五
五
○
円
以
下 
 

 
 

 第
三
練
習
室 

午
後 

一
、
五
五
○
円
以
下 

 

 

夜
間 

一
、
五
五
○
円
以
下 

 

 
 

一
日 

三
、
九
七
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

八
三
○
円
以
下 

 

 

第
一
楽
屋

（Ｂ－１） 

 

午
前 

三
、
四
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

三
、
四
○
○
円
以
下 

 

 

Ｃ 

夜
間 

三
、
四
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

八
、
五
五
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

一
、
六
九
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

六
、
八
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

六
、
八
○
○
円
以
下 

 

 

Ｄ 

夜
間 

六
、
八
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

一
七
、
一
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

三
、
三
八
○
円
以
下 

 

 
   

第
二
楽
屋

（Ｂ－２） 

 

午
前 

一
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

一
、
一
二
○
円
以
下 

 

 

Ｃ 

夜
間 

一
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

二
、
八
五
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

五
五
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

二
、
二
四
○
円
以
下 

 



 
 

 

午
後 

二
、
二
四
○
円
以
下 

 

 

Ｄ 

夜
間 

二
、
二
四
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

五
、
七
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

一
、
一
○
○
円
以
下 

 

 
 

第
三
楽
屋

（Ｂ－３） 

 

午
前 

二
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

午
後 

二
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

Ｃ 

夜
間 

二
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

一
日 

五
、
四
○
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

超
過
一
時
間 

一
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

四
、
二
四
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

四
、
二
四
○
円
以
下 

 

 

Ｄ 

夜
間 

四
、
二
四
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

一
日 

一
○
、
八
○
○
円
以
下 
 

 
 

 
 

超
過
一
時
間 

二
、
二
四
○
円
以
下 

 

 

第
四
楽
屋
（
個
室
）

（１－１） 

 

午
前 

二
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

二
、
一
二
○
円
以
下 

 

 

Ｃ 

夜
間 
二
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

五
、
四
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

一
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

四
、
二
四
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

四
、
二
四
○
円
以
下 

 

 

Ｄ 

夜
間 

四
、
二
四
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

一
○
、
八
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

二
、
二
四
○
円
以
下 

 

 

第
五
楽
屋
（
個
室
）

（１－２） 

 

午
前 

二
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

二
、
一
二
○
円
以
下 

 

 

Ｃ 

夜
間 

二
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

五
、
四
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

一
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

四
、
二
四
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

四
、
二
四
○
円
以
下 

 

 

Ｄ 

夜
間 

四
、
二
四
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

一
○
、
八
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

二
、
二
四
○
円
以
下 

 

第
三
楽
屋

（Ｂ－３） 



 
 

 

午
前 

一
、
五
五
○
円
以
下 

 

 
 
 

 

午
後 

一
、
五
五
○
円
以
下 

 

 
第
六
楽
屋
（
個
室
）

（１－３） 

Ｃ 

夜
間 

一
、
五
五
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

三
、
九
七
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

八
三
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

三
、
一
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

三
、
一
○
○
円
以
下 

 

 

Ｄ 

夜
間 

三
、
一
○
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

一
日 

七
、
九
四
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 
超
過
一
時
間 

一
、
六
六
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
前 

一
、
五
五
○
円
以
下 

 

 
 
 

 

午
後 

一
、
五
五
○
円
以
下 

 

 
 

Ｃ 

夜
間 

一
、
五
五
○
円
以
下 
 

 

第
七
楽
屋
（
個
室
）

（１－４） 

 
 

一
日 

三
、
九
七
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

八
三
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

三
、
一
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 
三
、
一
○
○
円
以
下 

 

 
 

Ｄ 

夜
間 

三
、
一
○
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

一
日 

七
、
九
四
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

超
過
一
時
間 

一
、
六
六
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
前 

八
三
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

午
後 

八
三
○
円
以
下 

 

 

第
八
楽
屋

（１－５） 

Ｃ 

夜
間 

八
三
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

二
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

四
○
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

一
、
六
六
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

一
、
六
六
○
円
以
下 

 

 

Ｄ 

夜
間 

一
、
六
六
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

一
日 

四
、
二
四
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

超
過
一
時
間 

八
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
前 

一
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

一
、
一
二
○
円
以
下 

 

 

Ｃ 

夜
間 

一
、
一
二
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

二
、
八
五
○
円
以
下 

 



 

第
九
楽
屋

（１－６） 

 
 

超
過
一
時
間 

五
五
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

二
、
二
四
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

二
、
二
四
○
円
以
下 

 

 

Ｄ 

夜
間 

二
、
二
四
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

一
日 

五
、
七
○
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

超
過
一
時
間 

一
、
一
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
前 

一
、
二
七
○
円
以
下 

 

 
 
 

 

午
後 

一
、
二
七
○
円
以
下 

 

 
 

Ｃ 

夜
間 

一
、
二
七
○
円
以
下 

 

 

第
十
楽
屋

（１－７） 

 
 

一
日 

三
、
二
五
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

七
○
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

二
、
五
四
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

二
、
五
四
○
円
以
下 
 

 
 

Ｄ 

夜
間 

二
、
五
四
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

一
日 

六
、
五
○
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

超
過
一
時
間 

一
、
四
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
前 
三
、
九
七
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

三
、
九
七
○
円
以
下 

 

 

第
十
一
楽
屋

（２－１） 

Ｃ 

夜
間 

三
、
九
七
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

九
、
九
七
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

一
、
九
八
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

七
、
九
四
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

七
、
九
四
○
円
以
下 

 

 

Ｄ 

夜
間 

七
、
九
四
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

一
日 

一
九
、
九
四
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

超
過
一
時
間 

三
、
九
六
○
円
以
下 

 

 

  

第
十
二
楽
屋

（２－２） 

 

午
前 

一
、
二
七
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

一
、
二
七
○
円
以
下 

 

 

Ｃ 

夜
間 

一
、
二
七
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

三
、
二
五
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

七
○
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

二
、
五
四
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

二
、
五
四
○
円
以
下 

 

 

Ｄ 

夜
間 

二
、
五
四
○
円
以
下 

 



 
 

 

一
日 

六
、
五
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

一
、
四
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
前 

一
、
四
二
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

一
、
四
二
○
円
以
下 

 

 

 

Ｃ 

夜
間 

一
、
四
二
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

三
、
五
五
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

七
○
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

二
、
八
四
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

二
、
八
四
○
円
以
下 

 

 

Ｄ 
夜
間 

二
、
八
四
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

一
日 

七
、
一
○
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

超
過
一
時
間 

一
、
四
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
前 

七
○
○
円
以
下 
 

 

午
後 

七
○
○
円
以
下 

 

 

第
十
四
楽
屋

（２－４） 

Ｃ 

夜
間 

七
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

一
、
八
四
○
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

四
○
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

一
、
四
○
○
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

一
、
四
○
○
円
以
下 

 

 

Ｄ 

夜
間 

一
、
四
○
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

一
日 

三
、
六
八
○
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

超
過
一
時
間 

八
○
○
円
以
下 

 

 
 

午
前 

六
八
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

午
後 

九
二
、
五
〇
〇
円
以
下 

 

 

国
際
会
議
室 

夜
間 

七
五
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

二
〇
五
、
一
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

二
六
、
九
〇
〇
円
以
下 

 

 

附
属
設
備 

 

規
則
で
定
め
る
額
以
下 

 

 

（
埼
玉
県
農
林
公
園
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
四
条 

埼
玉
県
農
林
公
園
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
研
修
室
の
項
中
「
四
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
、
五
三
〇
円
」
に
、
「
七
、
一
七
〇

円
」
を
「
七
、
三
七
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
二
研
修
室
の
項
中
「
一
、
二
六
〇
円
」
を
「
一
、

二
九
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
三
〇
円
」
を
「
二
、
一
九
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
調
理
実
習
室
の

第
十
三
楽
屋

（２－３） 



項
中
「
一
、
六
三
〇
円
」
を
「
一
、
六
八
〇
円
」
に
、
「
二
、
八
九
〇
円
」
を
「
二
、
九
八
〇

円
」
に
改
め
、
同
表
木
工
工
作
室
の
項
中
「
一
、
二
六
〇
円
」
を
「
一
、
二
九
〇
円
」
に
、
「
二
、

一
三
〇
円
」
を
「
二
、
一
九
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
の
手
数
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
五
条 
埼
玉
県
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
の
手
数
料
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県

条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
一
の
項
中
「
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
、
一
六
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、

〇
五
七
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
、
九
五
四
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
県
民
活
動
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
六
条 

埼
玉
県
県
民
活
動
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
二
年
埼
玉
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

施
設
の
名
称
等 

区
分 

利
用
料
金
の
上
限
額
（
円
） 
 

 

午

前 

午

後 

夜

間 

一

日 

超
過
三
十
分 

 

 

小
ホ

ー
ル 

平

日 

Ａ 

一
〇
、
三
〇
〇 

一
七
、
二
〇
〇 

一
七
、
二
〇
〇 

三
八
、
〇
〇
〇 

二
、
三
五
〇 

 

 

Ｂ 

一
三
、
三
〇
〇 

二
二
、
三
〇
〇 

二
二
、
三
〇
〇 
四
九
、
四
〇
〇 

三
、
〇
五
〇 

 

 

日
曜
日
・ 

土
曜
日
・ 

休 

日 

Ａ 

一
二
、
四
〇
〇 

二
〇
、
六
〇
〇 

二
〇
、
六
〇
〇 

四
五
、
七
〇
〇 

二
、
八
二
〇 

 

 

Ｂ 

一
六
、
〇
〇
〇 

二
六
、
八
〇
〇 

二
六
、
八
〇
〇 

五
九
、
三
〇
〇 

三
、
六
七
〇 

 

 

第

一

楽

屋 

Ａ 

五
一
〇 

八
六
〇 

八
六
〇 

一
、
八
九
〇 

一
一
〇 

 

 

Ｂ 

六
六
〇 

一
、
一
〇
〇 

一
、
一
〇
〇 

二
、
四
五
〇 
一
四
〇 

 

 

第

二

楽

屋 

Ａ 

五
一
〇 

八
六
〇 

八
六
〇 

一
、
八
九
〇 

一
一
〇 

 

 

Ｂ 

六
六
〇 

一
、
一
〇
〇 

一
、
一
〇
〇 

二
、
四
五
〇 

一
四
〇 

 

 

第

三

楽

屋 

Ａ 

五
一
〇 

八
六
〇 

八
六
〇 

一
、
八
九
〇 

一
一
〇 

 

 

Ｂ 

六
六
〇 

一
、
一
〇
〇 

一
、
一
〇
〇 

二
、
四
五
〇 

一
四
〇 

 

 

第

四

楽

屋 

Ａ 

五
一
〇 

八
六
〇 

八
六
〇 

一
、
八
九
〇 

一
一
〇 

 

 

Ｂ 

六
六
〇 

一
、
一
〇
〇 

一
、
一
〇
〇 

二
、
四
五
〇 

一
四
〇 

 

 

第

五

楽

屋 

Ａ 

五
一
〇 

八
六
〇 

八
六
〇 

一
、
八
九
〇 

一
一
〇 

 

 

Ｂ 

六
六
〇 

一
、
一
〇
〇 

一
、
一
〇
〇 

二
、
四
五
〇 

一
四
〇 

 

 

第

六

楽

屋 

Ａ 

五
一
〇 

八
六
〇 

八
六
〇 

一
、
八
九
〇 

一
一
〇 

 

 

Ｂ 

六
六
〇 

一
、
一
〇
〇 

一
、
一
〇
〇 

二
、
四
五
〇 

一
四
〇 

 

 

第
一
リ
ハ
ー
サ

ル
室 

Ａ 

一
、
三
七
〇 

二
、
〇
六
〇 

二
、
〇
六
〇 

四
、
六
五
〇 

二
九
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
七
七
〇 

二
、
六
八
〇 

二
、
六
八
〇 

六
、
〇
三
〇 

三
八
〇 

 

 

第
二
リ
ハ
ー
サ

ル
室 

Ａ 

一
、
三
七
〇 

二
、
〇
六
〇 

二
、
〇
六
〇 

四
、
六
五
〇 

二
九
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
七
七
〇 

二
、
六
八
〇 

二
、
六
八
〇 

六
、
〇
三
〇 

三
八
〇 

 



 

第
一
セ
ミ
ナ
ー

ホ
ー
ル 

Ａ 

四
、
七
三
〇 

六
、
六
九
〇 

六
、
六
九
〇 

一
五
、
三
〇
〇 

九
七
〇 

 

 

Ｂ 

六
、
一
五
〇 

八
、
六
九
〇 

八
、
六
九
〇 

一
九
、
九
〇
〇 

一
、
二
六
〇 

 

 
第
二
セ
ミ
ナ
ー

ホ
ー
ル 

Ａ 

四
、
七
三
〇 

六
、
六
九
〇 

六
、
六
九
〇 

一
五
、
三
〇
〇 

九
七
〇 

 

 

Ｂ 

六
、
一
五
〇 

八
、
六
九
〇 

八
、
六
九
〇 

一
九
、
九
〇
〇 

一
、
二
六
〇 

 

 

第
一
セ
ミ
ナ
ー 

室 

Ａ 

八
一
〇 

一
、
一
四
〇 

一
、
一
四
〇 

二
、
六
一
〇 

一
六
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
〇
四
〇 

一
、
四
八
〇 

一
、
四
八
〇 

三
、
三
七
〇 

二
〇
〇 

 

 

第
二
セ
ミ
ナ
ー 

室 

Ａ 

九
七
〇 

一
、
四
六
〇 

一
、
四
六
〇 

三
、
二
六
〇 

二
〇
〇 

 

 

Ｂ 
一
、
二
六
〇 

一
、
八
九
〇 

一
、
八
九
〇 

四
、
二
三
〇 

二
六
〇 

  
 

第
三
セ
ミ
ナ
ー 

室 

Ａ 
八
一
〇 

一
、
一
四
〇 

一
、
一
四
〇 

二
、
六
一
〇 

一
六
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
〇
四
〇 

一
、
四
八
〇 

一
、
四
八
〇 

三
、
三
七
〇 

二
〇
〇 

 

 

第
四
セ
ミ
ナ
ー 

室 

Ａ 

九
七
〇 
一
、
四
六
〇 

一
、
四
六
〇 

三
、
二
六
〇 

二
〇
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
二
六
〇 

一
、
八
九
〇 

一
、
八
九
〇 

四
、
二
三
〇 

二
六
〇 

 

 

第
五
セ
ミ
ナ
ー 

室 

Ａ 

一
、
七
九
〇 

二
、
四
四
〇 

二
、
四
四
〇 

五
、
七
一
〇 

三
五
〇 
 

 

Ｂ 

二
、
三
二
〇 

三
、
一
七
〇 
三
、
一
七
〇 

七
、
四
一
〇 

四
六
〇 

 

 

第
六
セ
ミ
ナ
ー 

室 

Ａ 

一
、
七
九
〇 

二
、
四
四
〇 

二
、
四
四
〇 

五
、
七
一
〇 

三
五
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
三
二
〇 

三
、
一
七
〇 

三
、
一
七
〇 

七
、
四
一
〇 

四
六
〇 

 

 

第
七
セ
ミ
ナ
ー 

室 

Ａ 

一
、
七
九
〇 

二
、
四
四
〇 

二
、
四
四
〇 
五
、
七
一
〇 

三
五
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
三
二
〇 

三
、
一
七
〇 

三
、
一
七
〇 

七
、
四
一
〇 

四
六
〇 

 

 

第
八
セ
ミ
ナ
ー 

室 

Ａ 

一
、
七
九
〇 

二
、
四
四
〇 

二
、
四
四
〇 

五
、
七
一
〇 

三
五
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
三
二
〇 

三
、
一
七
〇 

三
、
一
七
〇 

七
、
四
一
〇 
四
六
〇 

 

 

第
九
セ
ミ
ナ
ー 

室 

Ａ 

二
、
二
八
〇 

三
、
二
六
〇 

三
、
二
六
〇 

七
、
五
一
〇 

四
七
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
九
六
〇 

四
、
二
三
〇 

四
、
二
三
〇 

九
、
七
六
〇 

六
〇
〇 

 

 

第
十
セ
ミ
ナ
ー 

室 

Ａ 

三
、
五
九
〇 

五
、
〇
六
〇 

五
、
〇
六
〇 

一
一
、
五
〇
〇 

七
三
〇 

 

 

Ｂ 

四
、
六
六
〇 

六
、
五
七
〇 

六
、
五
七
〇 

一
四
、
九
〇
〇 

九
五
〇 

 

 

第
十
一
セ
ミ
ナ 

ー
室 

Ａ 

一
、
七
九
〇 

二
、
四
四
〇 

二
、
四
四
〇 

五
、
七
一
〇 

三
五
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
三
二
〇 

三
、
一
七
〇 

三
、
一
七
〇 

七
、
四
一
〇 

四
六
〇 

 

 

第
十
二
セ
ミ
ナ 

ー
室 

Ａ 

一
、
七
九
〇 

二
、
四
四
〇 

二
、
四
四
〇 

五
、
七
一
〇 

三
五
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
三
二
〇 

三
、
一
七
〇 

三
、
一
七
〇 

七
、
四
一
〇 

四
六
〇 

 

 

第
十
三
セ
ミ
ナ 

ー
室 

Ａ 

一
、
七
九
〇 

二
、
四
四
〇 

二
、
四
四
〇 

五
、
七
一
〇 

三
五
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
三
二
〇 

三
、
一
七
〇 

三
、
一
七
〇 

七
、
四
一
〇 

四
六
〇 

 

 

第
十
四
セ
ミ
ナ 

ー
室 

Ａ 

一
、
七
九
〇 

二
、
四
四
〇 

二
、
四
四
〇 

五
、
七
一
〇 

三
五
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
三
二
〇 

三
、
一
七
〇 

三
、
一
七
〇 

七
、
四
一
〇 

四
六
〇 

 

 

第
十
五
セ
ミ
ナ 

ー
室 

Ａ 

二
、
二
八
〇 

三
、
二
六
〇 

三
、
二
六
〇 

七
、
五
一
〇 

四
七
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
九
六
〇 

四
、
二
三
〇 

四
、
二
三
〇 

九
、
七
六
〇 

六
〇
〇 

 



 

第
十
六
セ
ミ
ナ 

ー
室 

Ａ 

二
、
二
八
〇 

三
、
二
六
〇 

三
、
二
六
〇 

七
、
五
一
〇 

四
七
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
九
六
〇 

四
、
二
三
〇 

四
、
二
三
〇 

九
、
七
六
〇 

六
〇
〇 

 

 
第
十
七
セ
ミ
ナ 

ー
室 

Ａ 

三
、
五
九
〇 

五
、
〇
六
〇 

五
、
〇
六
〇 

一
一
、
五
〇
〇 

七
三
〇 

 

 

Ｂ 

四
、
六
六
〇 

六
、
五
七
〇 

六
、
五
七
〇 

一
四
、
九
〇
〇 

九
五
〇 

 

 

第

一

準

備

室 

Ａ 

八
一
〇 

一
、
一
四
〇 

一
、
一
四
〇 

二
、
六
一
〇 

一
六
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
〇
四
〇 

一
、
四
八
〇 

一
、
四
八
〇 

三
、
三
七
〇 

二
〇
〇 

 

 

第

二

準

備

室 

Ａ 

八
一
〇 

一
、
一
四
〇 

一
、
一
四
〇 

二
、
六
一
〇 

一
六
〇 

 

 

Ｂ 
一
、
〇
四
〇 

一
、
四
八
〇 

一
、
四
八
〇 

三
、
三
七
〇 

二
〇
〇 

 

 

第

三

準

備

室 

Ａ 
八
一
〇 

一
、
一
四
〇 

一
、
一
四
〇 

二
、
六
一
〇 

一
六
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
〇
四
〇 

一
、
四
八
〇 

一
、
四
八
〇 

三
、
三
七
〇 

二
〇
〇 

 

 

第

四

準

備

室 

Ａ 

八
一
〇 
一
、
一
四
〇 

一
、
一
四
〇 

二
、
六
一
〇 

一
六
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
〇
四
〇 

一
、
四
八
〇 

一
、
四
八
〇 

三
、
三
七
〇 

二
〇
〇 

 

 

第

五

準

備

室 

Ａ 

八
一
〇 

一
、
一
四
〇 

一
、
一
四
〇 

二
、
六
一
〇 

一
六
〇 
 

 

Ｂ 

一
、
〇
四
〇 

一
、
四
八
〇 
一
、
四
八
〇 

三
、
三
七
〇 

二
〇
〇 

 

 

第

六

準

備

室 

Ａ 

八
一
〇 

一
、
一
四
〇 

一
、
一
四
〇 

二
、
六
一
〇 

一
六
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
〇
四
〇 

一
、
四
八
〇 

一
、
四
八
〇 

三
、
三
七
〇 

二
〇
〇 

 

 

第

七

準

備

室 

Ａ 

三
二
〇 

六
五
〇 

六
五
〇 
一
、
三
〇
〇 

八
〇 

 

 

Ｂ 

四
一
〇 

八
三
〇 

八
三
〇 

一
、
六
七
〇 

一
〇
〇 

 

 

視
聴
覚
ス
タ
ジ 

オ 

Ａ 

六
、
〇
四
〇 

八
、
六
五
〇 

八
、
六
五
〇 

一
九
、
九
〇
〇 
一
、
二
五
〇 

 

 

Ｂ 

七
、
八
四
〇 

一
一
、
二
〇
〇 

一
一
、
二
〇
〇 

二
五
、
八
〇
〇 

一
、
六
二
〇 

 

 

第
一
パ
ソ
コ
ン 

研
修
室 

Ａ 

一
、
一
四
〇 

一
、
六
三
〇 

一
、
六
三
〇 

三
、
七
五
〇 

二
三
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
四
八
〇 

二
、
一
〇
〇 

二
、
一
〇
〇 

四
、
八
七
〇 

二
九
〇 

 

 

第
二
パ
ソ
コ
ン 

研
修
室 

Ａ 

四
、
二
四
〇 

六
、
〇
四
〇 

六
、
〇
四
〇 

一
三
、
八
〇
〇 

八
八
〇 

 

 

Ｂ 

五
、
五
〇
〇 

七
、
八
四
〇 

七
、
八
四
〇 

一
七
、
九
〇
〇 

一
、
一
四
〇 

 

 

第
三
パ
ソ
コ
ン 

研
修
室 

Ａ 

二
、
二
八
〇 

三
、
二
六
〇 

三
、
二
六
〇 

七
、
五
一
〇 

四
七
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
九
六
〇 

四
、
二
三
〇 

四
、
二
三
〇 

九
、
七
六
〇 

六
〇
〇 

 

 

第

一

研

修

室 

Ａ 

一
、
三
〇
〇 

一
、
七
九
〇 

一
、
七
九
〇 

四
、
二
四
〇 

二
六
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
六
七
〇 

二
、
三
二
〇 

二
、
三
二
〇 

五
、
五
〇
〇 

三
四
〇 

 

 

第

二

研

修

室 

Ａ 

三
、
五
九
〇 

五
、
〇
六
〇 

五
、
〇
六
〇 

一
一
、
五
〇
〇 

七
三
〇 

 

 

Ｂ 

四
、
六
六
〇 

六
、
五
七
〇 

六
、
五
七
〇 

一
四
、
九
〇
〇 

九
五
〇 

 

 

工

芸

制

作

室 

Ａ 

一
、
六
八
〇 

二
、
四
六
〇 

二
、
四
六
〇 

五
、
五
七
〇 

三
四
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
一
七
〇 

三
、
一
八
〇 

三
、
一
八
〇 

七
、
二
三
〇 

四
五
〇 

 

 

陶

芸

制

作

室 

Ａ 

一
、
六
八
〇 

二
、
四
六
〇 

二
、
四
六
〇 

五
、
五
七
〇 

三
四
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
一
七
〇 

三
、
一
八
〇 

三
、
一
八
〇 

七
、
二
三
〇 

四
五
〇 

 



 

絵

画

制

作

室 

Ａ 

一
、
六
八
〇 

二
、
四
六
〇 

二
、
四
六
〇 

五
、
五
七
〇 

三
四
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
一
七
〇 

三
、
一
八
〇 

三
、
一
八
〇 

七
、
二
三
〇 

四
五
〇 

 

 
手

芸

制

作

室 

Ａ 

一
、
六
八
〇 

二
、
四
六
〇 

二
、
四
六
〇 

五
、
五
七
〇 

三
四
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
一
七
〇 

三
、
一
八
〇 

三
、
一
八
〇 

七
、
二
三
〇 

四
五
〇 

 

 

料

理

研

修

室 

Ａ 

二
、
五
九
〇 

三
、
七
五
〇 

三
、
七
五
〇 

八
、
五
五
〇 

五
四
〇 

 

 

Ｂ 

三
、
三
六
〇 

四
、
八
七
〇 

四
、
八
七
〇 

一
一
、
一
〇
〇 

六
九
〇 

 

 

音
楽
ス
タ
ジ
オ 

Ａ 

二
、
五
九
〇 

三
、
七
五
〇 

三
、
七
五
〇 

八
、
五
五
〇 

五
四
〇 

 

 

Ｂ 
三
、
三
六
〇 

四
、
八
七
〇 

四
、
八
七
〇 

一
一
、
一
〇
〇 

六
九
〇 

 

 

第

一

会

議

室 

Ａ 

三
、
五
九
〇 

五
、
三
八
〇 

五
、
三
八
〇 

一
一
、
七
〇
〇 

七
七
〇 

 

 

Ｂ 

四
、
六
六
〇 

六
、
九
八
〇 

六
、
九
八
〇 

一
五
、
二
〇
〇 

九
九
〇 

 

 

第

二

会

議

室 

Ａ 

三
、
九
一
〇 
五
、
八
七
〇 

五
、
八
七
〇 

一
三
、
〇
〇
〇 

八
四
〇 

 

 

Ｂ 

五
、
〇
八
〇 

七
、
六
三
〇 

七
、
六
三
〇 

一
六
、
九
〇
〇 

一
、
〇
九
〇 

 

 

第

三

会

議

室 

Ａ 

一
、
七
九
〇 

二
、
六
一
〇 

二
、
六
一
〇 

五
、
八
七
〇 

三
八
〇 
 

 

Ｂ 

二
、
三
二
〇 

三
、
三
七
〇 
三
、
三
七
〇 

七
、
六
三
〇 

四
九
〇 

 

 

第

四

会

議

室 

Ａ 

一
、
七
九
〇 

二
、
六
一
〇 

二
、
六
一
〇 

五
、
八
七
〇 

三
八
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
三
二
〇 

三
、
三
七
〇 

三
、
三
七
〇 

七
、
六
三
〇 

四
九
〇 

 

 

第

五

会

議

室 

Ａ 

八
一
〇 

一
、
三
〇
〇 

一
、
三
〇
〇 
二
、
九
三
〇 

一
八
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
〇
四
〇 

一
、
六
七
〇 

一
、
六
七
〇 

三
、
八
〇
〇 

二
三
〇 

 

 

第

六

会

議

室 

Ａ 

八
一
〇 

一
、
三
〇
〇 

一
、
三
〇
〇 

二
、
九
三
〇 

一
八
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
〇
四
〇 

一
、
六
七
〇 

一
、
六
七
〇 

三
、
八
〇
〇 
二
三
〇 

 

 

和

室 

Ａ 

七
七
〇 

一
、
一
六
〇 

一
、
一
六
〇 

二
、
九
八
〇 

一
六
〇 

 

 

Ｂ 

九
九
〇 

一
、
五
〇
〇 

一
、
五
〇
〇 

三
、
八
五
〇 

二
〇
〇 

 

 

茶

室 

Ａ 

五
一
〇 

七
七
〇 

七
七
〇 

一
、
九
四
〇 

一
一
〇 

 

 

Ｂ 

六
六
〇 

九
九
〇 

九
九
〇 

二
、
五
二
〇 

一
四
〇 

 

別
表
第
一
号
の
表
の
備
考
六
中
「
三
千
九
十
円
」
を
「
三
千
百
七
十
円
」
に
改
め
、
別
表
第

二
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

施
設
の
名

称 

区
分 

利
用
料
金
の
上
限
額
（
円
） 

 

 

午
前 

午
後 

夜
間 

一
日 

超
過
三
十
分 

 

 

体

育

館 

全
面 

Ａ 

五
、
〇
三
〇 

八
、
〇
五
〇 

八
、
〇
五
〇 

一
六
、
一
〇
〇 

一
、
一
二
〇 

 

 

Ｂ 

六
、
五
三
〇 

一
〇
、
四
〇
〇 

一
〇
、
四
〇
〇 

二
〇
、
八
〇
〇 

一
、
四
五
〇 

 

 

半
面 

Ａ 

二
、
五
八
〇 

四
、
〇
二
〇 

四
、
〇
二
〇 

八
、
〇
五
〇 

五
六
〇 

 

 

Ｂ 

三
、
三
五
〇 

五
、
二
二
〇 

五
、
二
二
〇 

一
〇
、
四
〇
〇 

七
三
〇 

 

 

運

動

場 

一
面 

Ａ 

二
、
〇
一
〇 

二
、
七
三
〇 

 

四
、
四
五
〇 

四
〇
〇 

 

 

Ｂ 

二
、
六
〇
〇 

三
、
五
三
〇 

 

五
、
七
八
〇 

五
一
〇 

 



 

テ
ニ
ス
場 

一
面 

Ａ 

一
、
四
三
〇 

一
、
八
六
〇 

 

三
、
一
六
〇 

二
七
〇 

 

 

Ｂ 

一
、
八
五
〇 

二
、
四
一
〇 

 

四
、
一
〇
〇 

三
六
〇 

 

 
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
室 

一
人
一
回 

二
四
〇 

 
別
表
第
三
号
の
表
中
「
四
、
〇
八
〇
」
を
「
四
、
一
九
〇
」
に
、
「
五
、
三
〇
〇
」
を
「
五
、

四
五
〇
」
に
、
「
二
、
八
五
〇
」
を
「
二
、
九
三
〇
」
に
、
「
三
、
七
〇
〇
」
を
「
三
、
八
〇

〇
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
四
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
七
条 

埼
玉
県
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

施
設
等
の
名
称 
利
用
料
金 

 

 

午
前 
午
後 

一
日 

 

 

講
義
室 

一
、
〇
三
〇
円
以
下 

一
、
四
四
〇
円
以
下 

二
、
一
六
〇
円
以
下 
 

 

研
修
工
作
室
・

研
究
実
験
室 

六
二
〇
円
以
下 

八
二
〇
円
以
下 

一
、
二
三
〇
円
以
下 

 

 

会
議
室 

三
一
〇
円
以
下 

四
一
〇
円
以
下 

六
二
〇
円
以
下 

 

 

（
埼
玉
県
山
西
省
友
好
記
念
館
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
八
条 

埼
玉
県
山
西
省
友
好
記
念
館
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
号
の
表
常
設
展
示
の
項
中
「
五
〇
〇
円
」
を
「
五
二
〇
円
」
に
、
「
四
〇
〇
円
」

を
「
四
一
〇
円
」
に
、
「
三
〇
〇
円
」
を
「
三
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
特
別
展
示
の
項
中
「
五

○
○
円
」
を
「
五
二
○
円
」
に
、
「
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
〇
四
〇
円
」
に
、
「
四
○
○

円
」
を
「
四
一
○
円
」
に
、
「
八
〇
〇
円
」
を
「
八
三
〇
円
」
に
、
「
三
○
○
円
」
を
「
三
一

○
円
」
に
、
「
六
〇
〇
円
」
を
「
六
二
〇
円
」
に
、
「
四
八
〇
円
」
を
「
四
九
〇
円
」
に
改
め
、

別
表
第
二
号
の
表
午
前
の
項
中
「
五
〇
〇
円
」
を
「
五
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
午
後
の
項
中

「
七
〇
〇
円
」
を
「
七
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
日
の
項
中
「
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、

〇
四
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
彩
の
国
さ
い
た
ま
芸
術
劇
場
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
九
条 

埼
玉
県
彩
の
国
さ
い
た
ま
芸
術
劇
場
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

施
設
等
の
名
称 

利
用
区
分 

利
用
料
金 

 

 
 

 
 

 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 



 
 

 

午
前 

三
五
、
五
〇
〇
円
以
下 

四
六
、
一
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ａ 

午
後 

六
四
、
六
〇
〇
円
以
下 

八
三
、
九
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 

八
四
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
〇
九
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

一
日 

一
六
一
、
六
〇
〇
円
以
下 

二
一
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 

大
ホ
ー
ル 

 
 

超
過
一
時
間 

一
七
、
七
〇
〇
円
以
下 

二
三
、
一
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 
 

 
 

 
午
前 

七
一
、
〇
〇
〇
円
以
下 

九
二
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ｂ 

午
後 

一
二
九
、
二
〇
〇
円
以
下 

一
六
七
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 

一
六
八
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
一
八
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

一
日 

三
二
三
、
二
〇
〇
円
以
下 

四
二
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

超
過
一
時
間 
三
五
、
四
〇
〇
円
以
下 

四
六
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 
平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 
 

 

午
前 

一
一
、
一
〇
〇
円
以
下 

一
四
、
四
〇
〇
円
以
下 
 

 
 

 

Ａ 

午
後 

二
〇
、
二
〇
〇
円
以
下 

二
六
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 

二
六
、
三
〇
〇
円
以
下 

三
四
、
一
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

一
日 

五
〇
、
六
〇
〇
円
以
下 

六
五
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 

小
ホ
ー
ル 

 
 

超
過
一
時
間 

五
、
五
〇
〇
円
以
下 

七
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 
 

 
 

 

午
前 

二
二
、
二
〇
〇
円
以
下 

二
八
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ｂ 

午
後 

四
〇
、
四
〇
〇
円
以
下 

五
二
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 

五
二
、
六
〇
〇
円
以
下 

六
八
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

一
日 

一
〇
一
、
二
〇
〇
円
以
下 

一
三
一
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

超
過
一
時
間 

一
一
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
四
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 
 

 

午
前 

二
三
、
五
〇
〇
円
以
下 

三
〇
、
五
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ａ 

午
後 

四
二
、
八
〇
〇
円
以
下 

五
五
、
六
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 

五
五
、
六
〇
〇
円
以
下 

七
二
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

一
日 

一
〇
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
三
九
、
一
〇
〇
円
以
下 

 

 

音
楽
ホ
ー
ル 

 
 

超
過
一
時
間 

一
一
、
七
〇
〇
円
以
下 

一
五
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 
 

 
 

午
前 

四
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

六
一
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ｂ 

午
後 

八
五
、
六
〇
〇
円
以
下 

一
一
一
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 

一
一
一
、
二
〇
〇
円
以
下 

一
四
四
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

一
日 

二
一
四
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
七
八
、
二
〇
〇
円
以
下 

 



 
 

 
 

超
過
一
時
間 

二
三
、
四
〇
〇
円
以
下 

三
〇
、
六
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 
 

 

午
前 

五
、
七
二
〇
円
以
下 

六
、
五
三
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ａ 

午
後 

一
〇
、
四
〇
〇
円
以
下 

一
三
、
五
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 

一
三
、
五
〇
〇
円
以
下 

一
七
、
五
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

一
日 

二
六
、
〇
〇
〇
円
以
下 

三
三
、
八
〇
〇
円
以
下 

 

 

映
像
ホ
ー
ル 

 
 

超
過
一
時
間 

二
、
八
六
〇
円
以
下 

三
、
二
六
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 
 

 
 

 

午
前 

一
一
、
四
四
〇
円
以
下 

一
三
、
〇
六
〇
円
以
下 

 

 
 

 

Ｂ 

午
後 

二
〇
、
八
〇
〇
円
以
下 

二
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

夜
間 
二
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

三
五
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

一
日 

五
二
、
〇
〇
〇
円
以
下 

六
七
、
六
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

超
過
一
時
間 

五
、
七
二
〇
円
以
下 

六
、
五
二
〇
円
以
下 
 

 
 

午
前 

 
 

九
、
五
九
〇
円
以
下 

 

 

午
後 

 
 

一
二
、
七
〇
〇
円
以
下 

 

 

大
稽
古
場 

夜
間 

 
 

一
四
、
〇
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

 
 

三
一
、
九
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

四
、
七
九
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

四
、
〇
三
〇
円
以
下 

 

 

中
稽
古
場
一 

午
後 

 
 

五
、
三
六
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

五
、
九
〇
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

一
三
、
四
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

二
、
〇
一
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

二
、
三
九
〇
円
以
下 

 

 

中
稽
古
場
二 

午
後 
 

 

三
、
一
九
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

三
、
五
一
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

七
、
九
八
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

一
、
一
九
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

五
八
〇
円
以
下 

 

 

小
稽
古
場
一 

午
後 

 
 

七
七
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

八
五
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

一
、
九
四
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

二
九
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

七
一
〇
円
以
下 

 



 

小
稽
古
場
二 

午
後 

 
 

九
三
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

一
、
〇
三
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

二
、
三
四
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 

三
五
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

七
六
〇
円
以
下 

 

 

小
稽
古
場
三 

午
後 

 
 

一
、
〇
二
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

一
、
一
一
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

二
、
五
四
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

超
過
一
時
間 

 
 

三
八
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

八
、
五
四
〇
円
以
下 

 

 
 

午
後 

 
 

一
一
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 

大
練
習
室 

夜
間 

 
 

一
二
、
五
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

 
 

二
八
、
四
〇
〇
円
以
下 
 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

四
、
二
七
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

一
、
八
一
〇
円
以
下 

 

 

午
後 

 
 

二
、
四
一
〇
円
以
下 

 

 

中
練
習
室 

夜
間 

 
 

二
、
六
五
〇
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

 
 

六
、
〇
二
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

九
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

八
二
〇
円
以
下 

 

 

午
後 

 
 

一
、
一
〇
〇
円
以
下 

 

 

小
練
習
室
Ａ 

夜
間 

 
 

一
、
二
一
〇
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

 
 

二
、
七
五
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

四
一
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 
 

 

四
五
〇
円
以
下 

 

 

午
後 

 
 

五
九
〇
円
以
下 

 

 

小
練
習
室
Ｂ 

夜
間 

 
 

六
六
〇
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

 
 

一
、
五
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

二
二
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

五
一
〇
円
以
下 

 

 

午
後 

 
 

六
九
〇
円
以
下 

 

 

小
練
習
室
Ｃ 

夜
間 

 
 

七
六
〇
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

 
 

一
、
七
三
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

二
五
〇
円
以
下 

 



 
 

午
前 

 
 

三
七
〇
円
以
下 

 

 

午
後 

 
 

四
八
〇
円
以
下 

 

 
小
練
習
室
Ｄ 

夜
間 

 
 

五
三
〇
円
以
下 

 

 
 

 

一
日 

 
 

一
、
二
一
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

一
八
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

一
、
七
三
〇
円
以
下 

 

 

大
ホ
ー
ル
第 

一
楽
屋 

午
後 

 
 

一
、
七
三
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

一
、
七
三
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

四
、
三
四
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

八
六
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

一
、
七
七
〇
円
以
下 

 

 

大

ホ

ー

ル

第

二
楽
屋 

午
後 

 
 

一
、
七
七
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

一
、
七
七
〇
円
以
下 
 

 

一
日 

 
 

四
、
四
四
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

八
八
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

一
、
六
七
〇
円
以
下 

 

 

大

ホ

ー

ル

第

三
楽
屋 

午
後 

 
 

一
、
六
七
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

一
、
六
七
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

四
、
一
八
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

八
三
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

二
、
四
七
〇
円
以
下 

 

 

大

ホ

ー

ル

第

四
楽
屋 

午
後 

 
 

二
、
四
七
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

二
、
四
七
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

六
、
一
九
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 
 

 

一
、
二
三
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

八
八
〇
円
以
下 

 

 

大

ホ

ー

ル

第

五
楽
屋 

午
後 

 
 

八
八
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

八
八
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

二
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

四
四
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

一
、
八
六
〇
円
以
下 

 

 

大

ホ

ー

ル

第

六
楽
屋 

午
後 

 
 

一
、
八
六
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

一
、
八
六
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

四
、
六
六
〇
円
以
下 

 



 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

九
三
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

二
、
〇
四
〇
円
以
下 

 

 
大

ホ

ー

ル

第

七
楽
屋 

午
後 

 
 

二
、
〇
四
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

二
、
〇
四
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

五
、
一
一
〇
円
以
下 

 

 
 

 
超
過
一
時
間 

 
 

一
、
〇
二
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

一
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 

大

ホ

ー

ル

第

八
楽
屋 

午
後 

 
 

一
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

一
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

三
、
二
七
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

六
五
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

一
、
七
七
〇
円
以
下 

 

 

小

ホ

ー

ル

第

一
楽
屋 

午
後 

 
 

一
、
七
七
〇
円
以
下 
 

 

夜
間 

 
 

一
、
七
七
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

四
、
四
四
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

八
八
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

七
五
〇
円
以
下 

 

 

小

ホ

ー

ル

第

二
楽
屋 

午
後 

 
 

七
五
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

七
五
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

一
、
八
七
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

三
七
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

一
、
七
二
〇
円
以
下 

 

 

小

ホ

ー

ル

第

三
楽
屋 

午
後 

 
 

一
、
七
二
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

一
、
七
二
〇
円
以
下 

 

 

一
日 
 

 

四
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

八
五
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

二
、
六
一
〇
円
以
下 

 

 

音

楽

ホ

ー

ル

第
一
楽
屋 

午
後 

 
 

二
、
六
一
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

二
、
六
一
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

六
、
五
四
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

一
、
三
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

音

楽

ホ

ー

ル

午
前 

 
 

二
、
四
一
〇
円
以
下 

 

 

午
後 

 
 

二
、
四
一
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

二
、
四
一
〇
円
以
下 

 



 

第
二
楽
屋 

一
日 

 
 

六
、
〇
二
〇
円
以
下 

 

 

超
過
一
時
間 

 
 

一
、
二
〇
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

一
、
一
五
〇
円
以
下 

 

 

音

楽

ホ

ー

ル

第
三
楽
屋 

午
後 

 
 

一
、
一
五
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

一
、
一
五
〇
円
以
下 

 

 
一
日 

 
 

二
、
八
九
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

五
七
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

一
、
六
二
〇
円
以
下 

 

 

音

楽

ホ

ー

ル

第
四
楽
屋 

午
後 

 
 

一
、
六
二
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

一
、
六
二
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

四
、
〇
五
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

八
一
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

一
、
〇
二
〇
円
以
下 
 

 

音

楽

ホ

ー

ル

第
五
楽
屋 

午
後 

 
 

一
、
〇
二
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

一
、
〇
二
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

二
、
五
六
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

五
一
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

八
四
〇
円
以
下 

 

 

音

楽

ホ

ー

ル

第
六
楽
屋 

午
後 

 
 

八
四
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

八
四
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

二
、
一
一
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

四
二
〇
円
以
下 

 

 
 

午
前 

 
 

七
二
〇
円
以
下 

 

 

音

楽

ホ

ー

ル

第
七
楽
屋 

午
後 

 
 

七
二
〇
円
以
下 

 

 

夜
間 

 
 

七
二
〇
円
以
下 

 

 

一
日 

 
 

一
、
八
一
〇
円
以
下 

 

 
 

 

超
過
一
時
間 

 
 

三
六
〇
円
以
下 

 

 

駐
車
場
（
一

台
） 

 

一
時
間
以
上
二
時
間
未
満
の
場
合
は
、
三
六
〇
円
以
下
（
一

時
間
ま
で
増
す
ご
と
に
三
六
〇
円
以
下
を
加
え
る
。
） 

 

 

附
属
設
備 

 

規
則
で
定
め
る
額
以
下 

 

 

（
埼
玉
県
長 

射
撃
場
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
条 

埼
玉
県
長 

射
撃
場
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

別
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

施
設
等
の
名
称 

利
用
料
金 

 

 

利
用

区
分 

基
本
料
金 

超
過
料
金 

 

 

個
人 

団
体 

個
人 

団
体 

 

 

小
口
径
ラ
イ
フ

ル
射
撃
場 

学
生 

一
、
〇
五
〇
円
以
上 

一
、
五
七
〇
円
以
下 

一
人
に
つ
き 

二
六
〇
円
以
上 

三
九
〇
円
以
下 

一
人
に
つ
き 

 

 

八
四
〇
円
以
上 

一
、
二
六
〇
円
以
下 

二
一
〇
円
以
上 

三
一
〇
円
以
下 

 

 

一
般 
二
、
一
〇
〇
円
以
上 

三
、
一
五
〇
円
以
下 

一
人
に
つ
き 

五
二
〇
円
以
上 

七
九
〇
円
以
下 

一
人
に
つ
き 

 

 

一
、
六
八
〇
円
以
上 

二
、
五
二
〇
円
以
下 

四
二
〇
円
以
上 

六
三
〇
円
以
下 

 

 

大
口
径
ラ
イ
フ

ル
射
撃
場 

 
 

三
、
一
五
〇
円
以
上 

四
、
七
二
〇
円
以
下 

一
人
に
つ
き 

七
九
〇
円
以
上 

一
、
一
七
〇
円
以
下 

一
人
に
つ
き 

 

 
二
、
五
二
〇
円
以
上 

三
、
七
七
〇
円
以
下 

六
三
〇
円
以
上 

九
四
〇
円
以
下 

 

 

空
気
銃
射
撃
場 

学
生

及
び

生
徒 

五
二
〇
円
以
上 

七
九
〇
円
以
下 

一
人
に
つ
き 

一
三
〇
円
以
上 

一
九
〇
円
以
下 

一
人
に
つ
き 

 

 

四
二
〇
円
以
上 

六
三
〇
円
以
下 

一
〇
〇
円
以
上 

一
六
〇
円
以
下 

 

 

一
般 

一
、
〇
五
〇
円
以
上 

一
、
五
七
〇
円
以
下 

一
人
に
つ
き 

二
六
〇
円
以
上 

三
九
〇
円
以
下 

一
人
に
つ
き 

 

 

八
四
〇
円
以
上 

一
、
二
六
〇
円
以
下 

二
一
〇
円
以
上 

三
一
〇
円
以
下 

 

 

（
埼
玉
県
狭
山
丘
陵
い
き
も
の
ふ
れ
あ
い
の
里
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
一
条 

埼
玉
県
狭
山
丘
陵
い
き
も
の
ふ
れ
あ
い
の
里
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県

条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
展
示
室
の
項
中
「
八
〇
〇
円
」
を
「
八
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
講
義
室
の
項
中
「
七

〇
〇
円
」
を
「
七
二
〇
円
」
に
、
「
九
〇
〇
円
」
を
「
九
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
〇
〇
円
」

を
「
一
、
四
四
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
種
苗
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
二
条 

埼
玉
県
種
苗
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

施
設
の

名
称 

種
苗
の
区
分 

単
位 

期
間 

利
用
料
金 

 

 

基
本
料
金 

超
過
料
金 

 



 

培
養
室 

組
織
培
養
苗 

三
十

株 

育
苗
用

培
地
に

植
付
け

を
し
た

日
か
ら

起
算
し

て
六
十

日
以
内 

五
、
八
六
〇
円
以
下 

一
〇
円
以
下  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

は
種
を

し
た
日 

か
ら
起 

算
し
て

四
日
以

内 

一 

受
託
す
る
ト
レ
イ

の
数
が
、
百
ト
レ
イ

未
満
の
と
き
。 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
二
〇
円
以
下  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
二 

受
託
す
る
ト
レ
イ

の
数
が
、
百
ト
レ
イ

以
上
の
と
き
。 

 
 

 

 
 

 
 

 

成
型
苗 

一
ト

レ
イ 

七
七
〇
円
以
下  
 

 

 
 

 
 

 

は
種
を

し
た
日

か
ら
起

算
し
て

四
日
を

超
え
十

日
以
内 

一 

受
託
す
る
ト
レ
イ

の
数
が
、
百
ト
レ
イ

未
満
の
と
き
。 

八
〇
円
以
下  

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
三
三
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

受
託
す
る
ト
レ
イ

の
数
が
、
百
ト
レ
イ

以
上
の
と
き
。 

 

 
 

 
   

実
生
苗 

 
 

 
 

一
、
二
三
〇
円
以
下 

 

 
   

育
成
ハ

ウ
ス 

ポ
ッ
ト
苗 

一
ポ

ッ
ト 

は
種
を

し
た
日

か
ら
起

算
し
て

三
十
日

以
内 

三
〇
〇
円
以
下 

五
円
以
下  



 
 

 
 

箱
苗 

水
稲 

一
箱 

は
種
を

し
た
日

か
ら
起

算
し
て

三
十
日

以
内 

七
一
〇
円
以
下  

 

 

 
 

 
 

 
 

は
種
を

し
た
日

か
ら
起

算
し
て

十
日
以

内 
一 

受
託
す
る
箱
の
数

が
、
百
箱
未
満
の
と

き
。 

八
〇
円
以
下  

 
 

 
 

 

園
芸

作
物 

一
、
七
四
〇
円
以
下 

 

 
 

 
 

 

二 

受
託
す
る
箱
の
数

が
、
百
箱
以
上
の
と

き
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
一
、
六
四
〇
円
以
下 
 

 
 

 
     

接
ぎ
木
苗 

     

き
ゅ
う
り 

一
本 

は
種
を

し
た
日

か
ら
起

算
し
て

三
十
日

以
内 

一
四
〇
円
以
下  

 
 

 
 

 

な
す
及
び

ト
マ
ト 

は
種
を

し
た
日

か
ら
起

算
し
て

七
十
日

以
内 

二
〇
〇
円
以
下  

 
 

 

（
埼
玉
県
森
林
科
学
館
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
三
条 

埼
玉
県
森
林
科
学
館
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
木
工
工
作
室
の
項
中
「
一
、
六
九
〇
円
」
を
「
一
、
七
四
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
五
〇

円
」
を
「
二
、
三
二
〇
円
」
に
、
「
三
、
九
四
〇
円
」
を
「
四
、
〇
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

第
一
学
習
室
の
項
中
「
二
、
三
五
〇
円
」
を
「
二
、
四
二
〇
円
」
に
、
「
三
、
一
三
〇
円
」
を

「
三
、
二
二
〇
円
」
に
、
「
五
、
四
八
〇
円
」
を
「
五
、
六
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
二
学

習
室
の
項
中
「
八
四
〇
円
」
を
「
八
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
二
〇
円
」
を
「
一
、
一
六
〇
円
」



に
、
「
一
、
九
六
〇
円
」
を
「
二
、
〇
二
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 
（
さ
い
た
ま
文
学
館
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
四
条 

さ
い
た
ま
文
学
館
条
例
（
平
成
九
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

施
設
等
の
名
称 

利 

用 

料 

金 
 

 

午
前
九
時
か
ら
午
後

零
時
三
十
分
ま
で 

午
後
一
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で 

午
後
五
時
三
十
分
か

ら
午
後
九
時
ま
で 

 

 

ホ

ー

ル 

六
、
三
四
〇
円
以
下 

七
、
二
四
〇
円
以
下 

六
、
三
四
〇
円
以
下  

 

講

座

室

一 

一
、
六
八
〇
円
以
下 

一
、
九
四
〇
円
以
下 

一
、
六
八
〇
円
以
下  

 

講

座

室

二 

一
、
二
九
〇
円
以
下 

一
、
五
四
〇
円
以
下 

一
、
二
九
〇
円
以
下  

 

研

修

室

一 

七
六
〇
円
以
下 

九
〇
〇
円
以
下 

七
六
〇
円
以
下  

 

研

修

室

二 

一
、
四
一
〇
円
以
下 

一
、
五
四
〇
円
以
下 

一
、
四
一
〇
円
以
下  

 

研
修
室
三
（
和
室
） 

一
、
〇
三
〇
円
以
下 

一
、
二
九
〇
円
以
下 

一
、
〇
三
〇
円
以
下  

 

駐
車
場
（
一
台
） 

三
十
分
に
つ
き 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

一
○
○
円
以
下  

 

附

属

設

備 

知
事
が
別
に
定
め
る
額
以
下 

 

 

（
さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
五
条 

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

施
設
等
の
名
称 

利
用
料
金 

 

 

ス
タ
ジ
ア
ム 

 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 

基
本

料
金 

県
民 

利
用 

三
、
八
八
八
、
○
○
○
円
以
下 

四
、
二
七
七
、
○
○
○
円
以
下 

一
般 

利
用 

一
一
、
二
八
九
、
○
○
○
円
以
下 

一
二
、
四
一
八
、
○
○
○
円
以
下 

 

超
過

料
金 

県
民 

利
用 

三
八
九
、
○
○
○
円
以
下 

四
二
八
、
○
○
○
円
以
下 

 

一
般 

利
用 

一
、
一
三
〇
、
○
○
○
円
以
下 

一
、
二
四
二
、
○
○
○
円
以
下 

 
   

 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 基
本

県
民 

利
用 

二
、
五
一
七
、
○
○
○
円
以
下 

二
、
七
六
九
、
○
○
○
円
以
下 



 

メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ 

料
金 

一
般

利
用 

七
、
三
八
八
、
○
○
○
円
以
下 

八
、
一
二
六
、
○
○
○
円
以
下 

 

超
過

料
金 

県
民

利
用 

二
五
二
、
○
○
○
円
以
下 

二
七
八
、
○
○
○
円
以
下 

 

一
般

利
用 

七
三
九
、
○
○
○
円
以
下 

八
一
四
、
○
○
○
円
以
下 

 

ホ
ー
ル 

 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 

基
本

料
金 

県
民

利
用 

八
六
四
、
○
○
○
円
以
下 

九
五
一
、
○
○
○
円
以
下 

一
般

利
用 

二
、
五
二
八
、
○
○
○
円
以
下 

二
、
七
八
〇
、
○
○
○
円
以
下 

 

超
過

料
金 

県
民

利
用 

八
七
、
○
○
○
円
以
下 

九
六
、
○
○
○
円
以
下 

 

一
般

利
用 

二
五
三
、
○
○
○
円
以
下 

二
七
九
、
○
○
○
円
以
下 

 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ア
リ 

ー
ナ 

 

平
日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

基
本

料
金 

県
民

利
用 

一
、
〇
〇
五
、
○
○
○
円
以
下 

一
、
一
〇
五
、
○
○
○
円
以
下 

一
般

利
用 

二
、
九
一
六
、
○
○
○
円
以
下 

三
、
二
〇
八
、
○
○
○
円
以
下 

 

超
過

料
金 

県
民

利
用 

一
〇
一
、
○
○
○
円
以
下 

一
一
二
、
○
○
○
円
以
下 

 

一
般

利
用 

二
九
二
、
○
○
○
円
以
下 

三
二
一
、
○
○
○
円
以
下 

 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
一 

基
本

料
金 

 

二
五
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
二 

同 
 

 
 

 

二
五
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
三 

同 
 

 
 

 

二
五
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
四 

同 
 

 
 

 

四
九
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
五 

同 
 

 
 

 

四
九
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
六 

同 
 

 
 

 

二
五
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
七 

同 
 

 
 

 

四
九
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
八 

同 
 

 
 

 

四
九
、
○
○
○
円
以
下 

 



 

多
目
的
室
○
○
一 

同 
 

 
 

 

六
五
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

多
目
的
室
○
○
二 

同 
 

 
 

 

六
五
、
○
○
○
円
以
下 

 

 
多
目
的
室
○
○
三 

同 
 

 
 

 

六
五
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

多
目
的
室
一
○
一 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

多
目
的
室
一
○
二 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

多
目
的
室
一
○
三 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

多
目
的
室
一
○
四 
同 

 
 

 
 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

多
目
的
室
一
○
五 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

多
目
的
室
一
○
六 

同 
 

 
 

 

三
三
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

楽
屋
一
○
一 

同 
 

 
 

 

二
五
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

楽
屋
一
○
二 

同 
 

 
 

 

二
五
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

楽
屋
一
○
三 

同 
 

 
 

 

二
五
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

楽
屋
一
○
四 

同 
 

 
 

 

一
二
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

楽
屋
一
○
五 

同 
 

 
 

 

一
三
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

楽
屋
一
○
六 

同 
 

 
 

 

一
三
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

控
室
○
○
一 

同 
 

 
 

 

三
三
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

控
室
一
○
一 

同 
 

 
 

 
一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

控
室
一
○
二 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

控
室
一
○
三 

同 
 

 
 

 

三
三
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

控
室
一
○
四 

同 
 

 
 

 

三
三
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

控
室
二
○
一 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

控
室
二
○
二 

同 
 

 
 

 

一
二
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

控
室
三
○
一 

同 
 

 
 

 

九
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

特
別
観
覧
室
三
一
○ 

同 
 

 
 

 

八
一
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

特
別
観
覧
室
三
二
○ 

同 
 

 
 

 

四
九
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

観
覧
室
三
一
一 

同 
 

 
 

 

三
三
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

観
覧
室
三
一
二 

同 
 

 
 

 

三
三
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

観
覧
室
三
一
三 

同 
 

 
 

 

三
三
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

観
覧
室
三
一
四 

同 
 

 
 

 

三
三
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

観
覧
室
三
二
一 

同 
 

 
 

 

三
三
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

観
覧
室
三
二
二 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

観
覧
室
三
二
三 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

観
覧
室
三
二
四 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

観
覧
室
三
二
五 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 



 

観
覧
室
三
二
六 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

観
覧
室
三
二
七 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 
観
覧
室
三
二
八 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

観
覧
室
三
二
九 

同 
 

 
 

 

三
三
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

当
日
券
売
場 

同 
 

 
 

 

一
七
、
○
○
○
円
以
下 

 

 

駐
車
場 
一
台 

一
時
間
以
内
七
○
○
円
以
下
（
一
時
間
を
超
え
る
場
合
は
、
三
○
分
ま
で
増

す
ご
と
に
三
五
○
円
以
下
を
加
え
る
。
） 

 

 

附
属
設
備 

 
規
則
で
定
め
る
額
以
下 

 

 

（
埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
六
条 

埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

許
可
施
設
等
の
名
称 

使 
 

 
 

 
 

用 
 

 
 

 
 

料 
 

 

午 
 

 

前 
午 

 
 

後 

一 
 

 

日 
 

 

研 

修 

室 

一 

一
、
四
二
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
円 

三
、
〇
八
〇
円 

 

 

研 

修 

室 

二 

九
五
〇
円 

一
、
三
三
〇
円 

二
、
〇
五
〇
円 

 

 

研 

修 

室 

三 

九
五
〇
円 

一
、
三
三
〇
円 

二
、
〇
五
〇
円 

 

 

（
埼
玉
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
七
条 

埼
玉
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

会
議
施
設
等
の
名
称 

使
用
料 

 

 

午
前 

午
後 

夜
間 

一
日 

 

 

セ
ミ
ナ
ー 

ホ
ー
ル 

北
側 

四
、
八
八
〇
円 

九
、
九
七
〇
円 

一
一
、
四
〇
〇
円 

二
二
、
一
九
〇
円 

 

 

南
側 

四
、
三
五
〇
円 

八
、
八
七
〇
円 

一
〇
、
一
三
〇
円 

一
九
、
七
三
〇
円 

 

 

研
修
室
一 

一
、
七
六
〇
円 

三
、
四
七
〇
円 

四
、
〇
八
〇
円 

八
、
〇
一
〇
円 

 

 

研
修
室
二 

一
、
八
四
〇
円 

三
、
六
二
〇
円 

四
、
二
四
〇
円 

八
、
三
四
〇
円 

 

 

研
修
室
三 

一
、
七
二
〇
円 

三
、
四
〇
〇
円 

四
、
〇
〇
〇
円 

七
、
八
四
〇
円 

 

 

準
備
室
一 

五
四
〇
円 

一
、
〇
六
〇
円 

一
、
二
五
〇
円 

二
、
四
五
〇
円 

 

 

準
備
室
二 

五
七
〇
円 

一
、
一
三
〇
円 

一
、
三
三
〇
円 

二
、
六
一
〇
円 

 

 

多
目
的
実
習
室 

三
、
六
四
〇
円 

七
、
一
六
〇
円 

八
、
四
一
〇
円 

一
六
、
五
一
〇
円 

 

 

会
議
室
一 

一
、
二
二
〇
円 

二
、
四
一
〇
円 

二
、
八
二
〇
円 

五
、
五
六
〇
円 

 

 

会
議
室
二 

二
、
七
七
〇
円 

五
、
四
六
〇
円 

六
、
四
一
〇
円 

一
二
、
五
九
〇
円 

 



 

会
議
室
三 

一
、
八
四
〇
円 

三
、
六
二
〇
円 

四
、
二
四
〇
円 

八
、
三
四
〇
円 

 

 

会
議
室
四 

一
、
八
七
〇
円 

三
、
六
九
〇
円 

四
、
三
三
〇
円 

八
、
五
〇
〇
円 

 

 
附
属
設
備 

別
に
知
事
が
定
め
る
。 

 

 

（
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
八
条 
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
百
十
六
条
第
三
項
中
「
七
千
四
百
円
」
を
「
七
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
九
条 

埼
玉
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

施
設
の
名
称 

使
用
料
（
円
） 

 

 

午
前 

午
後 

夜
間 

 

 

セ
ミ
ナ
ー
室
一 

三
、
二
四
〇 
五
、
一
八
〇 

三
、
八
八
〇 

 

 

セ
ミ
ナ
ー
室
二 

三
、
二
四
〇 

五
、
一
八
〇 

三
、
八
八
〇 

 

 

セ
ミ
ナ
ー
室
三 

一
、
六
二
〇 

二
、
五
九
〇 

一
、
九
四
〇 

 

 

セ
ミ
ナ
ー
室
四 

一
、
六
二
〇 

二
、
五
九
〇 

一
、
九
四
〇 

 

 

視
聴
覚
セ
ミ
ナ
ー
室 

五
、
八
三
〇 

九
、
一
八
〇 
六
、
九
一
〇 

 

 

和
室 

二
、
八
〇
〇 

四
、
四
二
〇 
三
、
三
四
〇 

 

 

準
備
室
一 

八
六
〇 

一
、
四
〇
〇 

一
、
〇
八
〇 

 

 

準
備
室
二 

八
六
〇 

一
、
四
〇
〇 

一
、
〇
八
〇 

 

 

（
埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
条 

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
寝
具
の
項
中
「
四
〇
〇
円
」
を
「
四
一
〇
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
診
断
書
の
項
中
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
三
〇
円
」
に
、
「
四
、
四
七
〇

円
」
を
「
四
、
五
九
〇
円
」
に
、
「
三
、
一
五
〇
円
」
を
「
三
、
二
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

身
体
検
査
書
の
項
中
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
死
体
検
案
書

（
検
案
料
を
含
む
。
）
の
項
中
「
八
、
四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
六
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
九

〇
円
」
を
「
一
、
五
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
証
明
書
の
項
中
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、

五
三
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
一
条 

埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



別
表
第
一
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

施
設
の
名
称 

利
用
料
金
の
上
限
額 

 

 

午
前 

午
後 

夜
間 

 

 

実
習
室 

二
、
五
二
〇
円 

四
、
〇
三
〇
円 

 
 

 

研
修
室
一 

二
、
〇
六
〇
円 

三
、
二
九
〇
円 

二
、
四
七
〇
円 

 

 

研
修
室
二 

一
、
〇
二
〇
円 

一
、
六
四
〇
円 

一
、
二
三
〇
円 

 

 

（
埼
玉
県
彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
二
条 

埼
玉
県
彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
大
人
の
項
中
「
五
〇
〇
円
」
を
「
五
一
〇
円
」
に
、
「
四
〇
〇
円
」
を
「
四
一
〇

円
」
に
改
め
、
同
表
会
員
券
に
よ
る
利
用
の
場
合
の
項
中
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
〇
四

〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
〇
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
特
別
の
展
示
を
行
う

期
間
の
項
中
「
七
〇
〇
円
」
を
「
七
二
〇
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

区 
 

 
 

 
 

 

分 

利
用
単
位 

使 
 

 

用 
 

 

料 
 

 

県 
 

民 

一 
 

般 
 

 

副
調
整
室
の
利
用
が
あ
る
場

合 

一

時

間 

一
六
、
二
〇
〇
円 
三
二
、
四
〇
〇
円 

 

 

一

日 

九
七
、
二
〇
〇
円 

一
九
四
、
四
〇
〇
円 

 

 

副
調
整
室
の
利
用
が
な
い
場

合 

一

時

間 

五
、
九
〇
〇
円 

一
一
、
八
〇
〇
円 

 

 

一

日 

三
五
、
四
〇
〇
円 

七
〇
、
八
〇
〇
円 

 

別
表
第
二
第
二
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

利
用
単
位 

使 
 

 
 

 
 

用 
 

 
 

 
 

料 
 

 

平 
 

 
 

 

日 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

 

 

一

時

間 

四
、
三
四
〇
円 

五
、
六
一
〇
円 

 

 

午

前 

八
、
三
一
〇
円 

九
、
四
八
〇
円 

 

 

午

後 

一
五
、
一
〇
〇
円 

一
九
、
五
〇
〇
円 

 

 

夜

間 

一
五
、
一
〇
〇
円 

一
九
、
六
〇
〇
円 

 

 

一

日 

三
四
、
九
〇
〇
円 

四
五
、
三
〇
〇
円 

 

別
表
第
二
第
三
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

名 
 

 
 

 
 

 

称 

使 

用 

料
（
月
額
） 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
七
〇
一 

九
〇
、
〇
〇
〇
円 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
七
〇
二 

九
一
、
三
〇
〇
円 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
七
〇
三 

五
六
、
八
〇
〇
円 

 



 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
七
〇
四 

四
九
、
五
〇
〇
円 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
七
〇
五 

四
四
、
四
〇
〇
円 

 

 
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
七
〇
六 

二
三
、
一
〇
〇
円 

 

 
（
シ
ェ
ア
ー
ド
オ
フ
ィ
ス
） 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
八
〇
一 

九
〇
、
〇
〇
〇
円 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
八
〇
二 

九
一
、
三
〇
〇
円 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
八
〇
三 

五
六
、
八
〇
〇
円 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
八
〇
四 

四
九
、
五
〇
〇
円 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
八
〇
五 

四
四
、
四
〇
〇
円 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
八
〇
六 

八
二
、
五
〇
〇
円 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
九
〇
一 

六
九
、
一
〇
〇
円 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
九
〇
二 

四
五
、
六
〇
〇
円 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
九
〇
三 

四
五
、
六
〇
〇
円 
 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
九
〇
四 

七
〇
、
五
〇
〇
円 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
九
〇
五 

八
九
、
四
〇
〇
円 

 

 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
九
〇
六 

三
九
、
八
〇
〇
円 

 

別
表
第
二
第
四
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

名 
 

 
 

称 

利
用
単
位
等 

使 
 

 
 

用 
 

 
 

料 
 

 

県 
 

 

民 

一 
 

 
般 

 

 

ノ
ン
リ
ニ
ア
編
集
室

一 

一
時
間 

一
九
、
七
〇
〇
円 

三
九
、
五
〇
〇
円 

 

 

一
日 

一
一
八
、
二
〇
〇
円 

二
三
七
、
〇
〇
〇
円 

 

 

一
週
間 

五
九
一
、
〇
〇
〇
円 

一
、
一
八
五
、
〇
〇
〇
円 

 

 

ノ
ン
リ
ニ
ア
編
集
室

二 

 
 

一
時
間 

八
、
七
〇
〇
円 

一
七
、
五
〇
〇
円 

 

 

Ａ 

一
日 

五
二
、
二
〇
〇
円 

一
〇
五
、
〇
〇
〇
円 

 

 
 

 

一
週
間 

二
六
一
、
〇
〇
〇
円 

五
二
五
、
〇
〇
〇
円 

 

 
 

 

一
時
間 

四
、
二
〇
〇
円 

八
、
四
〇
〇
円 

 

 

Ｂ 

一
日 

二
五
、
二
〇
〇
円 

五
〇
、
四
〇
〇
円 

 

 
 

 

一
週
間 

一
二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
五
二
、
〇
〇
〇
円 

 

 

ノ
ン
リ
ニ
ア
編
集
室

三 

一
時
間 

四
、
二
〇
〇
円 

八
、
四
〇
〇
円 

 

 

一
日 

二
五
、
二
〇
〇
円 

五
〇
、
四
〇
〇
円 

 

 

一
週
間 

一
二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
五
二
、
〇
〇
〇
円 

 

 
 

リ
ニ
ア
編
集
室 

一
時
間 

九
、
一
〇
〇
円 

一
八
、
三
〇
〇
円 

 

 

一
日 

五
四
、
六
〇
〇
円 

一
〇
九
、
八
〇
〇
円 

 



 

一
週
間 

二
七
三
、
〇
〇
〇
円 

五
四
九
、
〇
〇
〇
円 

 

 
 

 
 

 

一
時
間 

六
、
一
〇
〇
円 

一
二
、
三
〇
〇
円 

 

 
マ
ル
チ
オ
ー
デ
ィ
オ

室 

Ａ 

一
日 

三
六
、
六
〇
〇
円 

七
三
、
八
〇
〇
円 

 

 
 

 

一
週
間 

一
八
三
、
〇
〇
〇
円 

三
六
九
、
〇
〇
〇
円 

 

 
 

 

一
時
間 

九
、
三
〇
〇
円 

一
八
、
七
〇
〇
円 

 

 

Ｂ 

一
日 

五
五
、
八
〇
〇
円 

一
一
二
、
二
〇
〇
円 

 

 
 

 
 

 

一
週
間 

二
七
九
、
〇
〇
〇
円 

五
六
一
、
〇
〇
〇
円 

 

 

映
像
制
作
研
修
室 

一
時
間 

二
、
九
〇
〇
円 

五
、
九
〇
〇
円 

 

 

一
日 

一
七
、
四
〇
〇
円 

三
五
、
四
〇
〇
円 

 

 

会
議
室 

一
時
間 

三
〇
〇
円 

六
〇
〇
円 

 

 

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
室 

一
時
間 
一
、
一
〇
〇
円 

二
、
三
〇
〇
円 

 

別
表
第
二
第
五
号
の
表
中
「
一
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
三
条 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
 

種
類 

名
称 

単
位 
金
額 

一 

設
計
・

加
工
機
器 

イ 

五
軸
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ 

一
時
間 

三
、
〇
九
〇
円 

ロ 

マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ 

一
時
間 

一
、
八
九
〇
円 

 
 

ハ 

高
速
立
型
加
工
機 

一
時
間 

三
、
七
三
〇
円 

 
 

ニ 

立
フ
ラ
イ
ス
盤 

一
時
間 

四
二
〇
円 

 
 

ホ 

簡
易
Ｎ
Ｃ
旋
盤 

一
時
間 

六
六
〇
円 

 
 

ヘ 

旋
盤 

一
時
間 

一
六
〇
円 

 
 

ト 

平
面
研
削
盤 

一
時
間 

三
四
〇
円 

 
 

チ 

ラ
ジ
ア
ル
ボ
ー
ル
盤 

一
時
間 

一
一
〇
円 

 
 

リ 

帯
の
こ
盤 

一
時
間 

一
五
〇
円 

 
 

ヌ 

高
圧
油
圧
プ
レ
ス
機
（
一
メ
ガ
ニ
ュ
ー
ト

ン
） 

一
時
間 

四
八
〇
円 

 
 

ル 

低
圧
油
圧
プ
レ
ス
機
（
一
五
キ
ロ
ニ
ュ
ー

ト
ン
） 

一
時
間 

二
九
〇
円 

 
 

ヲ 

イ
オ
ン
プ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ 

一
時
間 

二
、
〇
四
〇
円 



 
 

ワ 

Ｙ
Ａ
Ｇ
レ
ー
ザ
ー
加
工
装
置 

一
時
間 

二
、
三
二
〇
円 

 
 

カ 

イ
オ
ン
窒
化
装
置 

一
時
間 

一
、
三
六
〇
円 

 
 

ヨ 

二
軸
押
出
成
形
機 

一
時
間 

九
四
〇
円 

 
 

タ 

射
出
型
フ
ロ
ー
テ
ス
タ 

一
時
間 

八
一
〇
円 

 
 

レ 

シ
ョ
ッ
ト
ブ
ラ
ス
ト 

一
時
間 

二
七
〇
円 

 
 

ソ 

サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト 

一
時
間 

一
〇
〇
円 

 
 

ツ 
大
型
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
プ
リ
ン
タ 

一
時
間 

七
〇
円 

 
 

ネ 

自
動
ト
レ
ー
ス
シ
ス
テ
ム 

一
時
間 

二
九
〇
円 

 
 

ナ 

イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
式
積
層
造
形
装
置 

一
時
間 

一
、
四
一
〇
円 

 
 

ラ 

角
形
シ
ー
ト
マ
シ
ン 

一
時
間 

二
四
〇
円 

 
 

ム 

製
麺
機 

一
時
間 

一
〇
〇
円 

 
 

ウ 

油
圧
式
圧
搾
機 

一
時
間 

九
〇
円 

 
 

ヰ 

型
紙
作
製
シ
ス
テ
ム 

一
時
間 

三
二
〇
円 

 
 

ノ 

マ
ー
キ
ン
グ
シ
ス
テ
ム 

一
時
間 

二
三
〇
円 

 
 

オ 

縫
製
仕
様
書
作
成
シ
ス
テ
ム 

一
時
間 

一
八
〇
円 

二 

表
面
観

察
機
器 

イ 

集
束
イ
オ
ン
ビ
ー
ム
加
工
観
察
装
置 
一
時
間 

五
、
八
二
〇
円 

ロ 

走
査
型
電
子
顕
微
鏡 

一
時
間 

三
一
〇
円 

ハ 

レ
ー
ザ
ー
顕
微
鏡 

一
時
間 

七
九
〇
円 

 
 

ニ 

走
査
型
プ
ロ
ー
ブ
顕
微
鏡 

一
時
間 
六
二
〇
円 

 
 

ホ 

光
学
顕
微
鏡
（
複
合
機
能
型
） 

一
時
間 
二
四
〇
円 

 
 

ヘ 

光
学
顕
微
鏡
（
単
機
能
型
） 

一
時
間 

九
〇
円 

 
 

ト 

実
体
顕
微
鏡 

一
時
間 

一
五
〇
円 

 
 

チ 

高
感
度
微
分
干
渉
顕
微
鏡 

一
時
間 

一
七
〇
円 

 
 

リ 

マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ 

一
時
間 

一
八
〇
円 

 
 

ヌ 

マ
イ
ク
ロ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
ス
コ
ー
プ 

一
時
間 

七
〇
円 

 
 

ル 

高
品
位
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ 

一
時
間 

七
〇
円 

 
 

ヲ 

高
速
度
カ
メ
ラ 

一
時
間 

六
〇
〇
円 

 
 

ワ 

試
料
研
磨
器 

一
時
間 

二
四
〇
円 

 
 

カ 

切
断
・
研
磨
器 

一
時
間 

一
三
〇
円 

 
 

ヨ 

試
料
埋
込
器 

一
時
間 

一
四
〇
円 

 
 

タ 

イ
オ
ン
ス
パ
ッ
タ
リ
ン
グ
装
置 

一
時
間 

一
一
〇
円 

三 

強
度
試

験
機
器 

イ 

万
能
材
料
試
験
機
（
一
〇
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト

ン
） 

一
時
間 

四
〇
〇
円 



 
 

ロ 

万
能
材
料
試
験
機
（
二
〇
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト

ン
） 

一
時
間 

六
〇
〇
円 

 
 

ハ 

万
能
材
料
試
験
機
（
一
〇
〇
キ
ロ
ニ
ュ
ー

ト
ン
・
五
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
・
一
〇
〇
ニ
ュ

ー
ト
ン
） 

一
時
間 

四
三
〇
円 

 
 

ニ 

万
能
材
料
試
験
機
（
二
五
〇
キ
ロ
ニ
ュ
ー

ト
ン
） 

一
時
間 

四
〇
〇
円 

 
 

ホ 

万
能
材
料
試
験
機
（
三
〇
〇
キ
ロ
ニ
ュ
ー

ト
ン
） 

一
時
間 

七
八
〇
円 

 
 

ヘ 

ビ
デ
オ
式
非
接
触
伸
び
計 

一
時
間 

七
八
〇
円 

 
 

ト 

微
小
表
面
材
料
特
性
評
価
シ
ス
テ
ム 

一
時
間 

二
八
〇
円 

 
 

チ 

微
小
硬
さ
試
験
機 

一
時
間 

二
四
〇
円 

 
 

リ 

ビ
ッ
カ
ー
ス
硬
さ
試
験
機 

一
時
間 

八
〇
円 

 
 

ヌ 

マ
イ
ク
ロ
ゴ
ム
硬
度
計 

一
時
間 

八
〇
円 

 
 

ル 

ロ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
硬
度
計 

一
時
間 

七
〇
円 

 
 

ヲ 

シ
ャ
ル
ピ
ー
衝
撃
試
験
機
（
三
〇
〇
ジ
ュ

ー
ル
） 

一
時
間 

三
四
〇
円 

 
 

ワ 

疲
労
試
験
機 

一
時
間 

六
一
〇
円 

 
 

カ 

落
錘
式
衝
撃
試
験
機 

一
時
間 
五
一
〇
円 

 

ヨ 

引
張
せ
ん
断
試
験
機 

一
時
間 

二
六
〇
円 

四 

精
密
測 

イ 

高
精
度
三
次
元
測
定
機 

一
時
間 

三
、
三
八
〇
円 

 

定
機
器 

ロ 

三
次
元
測
定
機 

一
時
間 

五
一
〇
円 

 
 

ハ 

非
接
触
三
次
元
測
定
機 

一
時
間 

九
五
〇
円 

 
 

ニ 

レ
ー
ザ
ー
干
渉
測
長
機 

一
時
間 

八
一
〇
円 

 
 

ホ 

測
長
機 

一
時
間 

七
二
〇
円 

 
 

ヘ 

二
次
元
座
標
測
定
顕
微
鏡 

一
時
間 

一
、
二
六
〇
円 

 
 

ト 

画
像
測
定
機 

一
時
間 

八
二
〇
円 

 
 

チ 

真
円
度
測
定
機 

一
時
間 

二
七
〇
円 

 
 

リ 

表
面
粗
さ
測
定
機 

一
時
間 

一
五
〇
円 

 
 

ヌ 

表
面
粗
さ
・
輪
郭
形
状
測
定
機 

一
時
間 

三
〇
〇
円 

 
 

ル 

非
接
触
微
細
形
状
測
定
機 

一
時
間 

一
、
五
八
〇
円 

 
 

ヲ 

三
次
元
輪
郭
形
状
測
定
機 

一
時
間 

二
五
〇
円 

五 

測
定
機

器 

イ 

モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
プ
チ
ャ 

一
時
間 

九
四
〇
円 

ロ 

サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ 

一
時
間 

二
九
〇
円 



 
 

ハ 

ト
レ
ッ
ド
ミ
ル 

一
時
間 

一
九
〇
円 

 
 

ニ 

体
圧
分
布
測
定
装
置 

一
時
間 

六
五
〇
円 

 
 

ホ 

三
次
元
デ
ジ
タ
イ
ザ 

一
時
間 

七
四
〇
円 

 
 

ヘ 

形
状
測
定
装
置 

一
時
間 

二
七
〇
円 

 
 

ト 

弾
性
率
測
定
装
置 

一
時
間 

一
、
五
四
〇
円 

 
 

チ 

熱
定
数
分
析
機 

一
時
間 

八
四
〇
円 

 
 

リ 
熱
伝
導
率
計 

一
時
間 

三
二
〇
円 

 
 

ヌ 

蛍
光
Ｘ
線
膜
厚
計 

一
時
間 

七
三
〇
円 

 
 

ル 

毛
管
式
流
動
性
測
定
装
置 

一
時
間 

五
九
〇
円 

 
 

ヲ 

混
練
抵
抗
測
定
装
置 

一
時
間 

九
八
〇
円 

 
 

ワ 

メ
ル
ト
イ
ン
デ
ク
サ 

一
時
間 

二
一
〇
円 

 
 

カ 

粒
度
分
布
測
定
装
置 

一
時
間 

二
五
〇
円 

 
 

ヨ 

色
差
計
・
光
沢
計 

一
時
間 

二
〇
〇
円 

 
 

タ 

接
触
角
測
定
装
置 

一
時
間 

一
九
〇
円 

 
 

レ 

ガ
ス
発
生
量
測
定
機 

一
時
間 

二
〇
〇
円 

 
 

ソ 

熱
膨
張
計 
一
時
間 

二
四
〇
円 

 
 

ツ 

カ
ー
ル
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
水
分
計 

一
時
間 

六
〇
円 

 
 

ネ 

食
品
用
熱
分
析
シ
ス
テ
ム 

一
時
間 

三
八
〇
円 

 
 

ナ 

動
的
粘
弾
性
測
定
装
置 

一
時
間 
三
一
〇
円 

 
 

ラ 

フ
ァ
リ
ノ
グ
ラ
フ 

一
時
間 
一
三
〇
円 

 
 

ム 

ク
リ
ー
プ
試
験
装
置 

一
時
間 

二
五
〇
円 

 
 

ウ 

精
密
力
量
測
定
機 

一
時
間 

七
〇
円 

 
 

ヰ 

レ
オ
メ
ー
タ 

一
時
間 

六
〇
円 

 
 

ノ 

香
気
成
分
測
定
装
置 

一
時
間 

三
三
〇
円 

 
 

オ 

振
動
式
密
度
計 

一
時
間 

二
〇
〇
円 

 
 

ク 

米
粒
食
味
計 

一
時
間 

一
一
〇
円 

 
 

ヤ 

エ
ク
ス
テ
ン
ソ
グ
ラ
フ 

一
時
間 

一
〇
〇
円 

 
 

マ 

ビ
ス
コ
ア
ミ
ロ
グ
ラ
フ 

一
時
間 

一
四
〇
円 

 
 

ケ 

発
酵
モ
ニ
タ 

一
時
間 

一
〇
〇
円 

 
 

フ 

色
彩
分
析
シ
ス
テ
ム 

一
時
間 

一
七
〇
円 

 
 

コ 

分
光
測
色
計 

一
時
間 

一
五
〇
円 

 
 

エ 

色
差
計 

一
時
間 

一
四
〇
円 

 
 

テ 

光
電
光
沢
計 

一
時
間 

五
〇
円 

 
 

ア 

チ
ッ
プ
型
電
気
泳
動
装
置 

一
時
間 

九
〇
円 



六 

試
料
調

製
機
器 

イ 

窒
素
雰
囲
気
焼
入
炉 

一
時
間 

六
二
〇
円 

ロ 

窒
素
雰
囲
気
焼
戻
炉 

一
時
間 

三
八
〇
円 

 
 

ハ 

高
温
電
気
炉 

一
時
間 

五
二
〇
円 

 
 

ニ 

卓
上
電
気
炉 

一
時
間 

一
、
三
九
〇
円 

 
 

ホ 

電
気
炉 

一
時
間 

一
八
〇
円 

 
 

ヘ 

マ
ッ
フ
ル
炉 

一
時
間 

三
二
〇
円 

 
 

ト 
炭
化
焼
成
炉 

一
時
間 

四
八
〇
円 

 
 

チ 

連
続
式
ロ
ー
タ
リ
ー
キ
ル
ン 

一
時
間 

四
二
〇
円 

 
 

リ 

熱
風
循
環
式
乾
燥
機 

一
時
間 

一
八
〇
円 

 
 

ヌ 

恒
温
恒
湿
室 

一
時
間 

六
九
〇
円 

 
 

ル 

試
験
ロ
ー
ル
機 

一
時
間 

二
〇
〇
円 

 
 

ヲ 

超
微
粒
子
粉
砕
機
（
工
業
材
料
用
） 

一
時
間 

一
三
〇
円 

 
 

ワ 

超
微
粒
子
粉
砕
機
（
食
品
用
） 

一
時
間 

二
三
〇
円 

 
 

カ 

試
料
粉
砕
装
置 

一
時
間 

一
一
〇
円 

 
 

ヨ 

ミ
ル
式
粉
砕
機 

一
時
間 

五
三
〇
円 

 
 

タ 

カ
ッ
タ
ー
式
粉
砕
機 
一
時
間 

三
七
〇
円 

 
 

レ 

粉
砕
機 

一
時
間 

七
〇
円 

 
 

ソ 

造
粒
機 

一
時
間 

一
一
〇
円 

 
 

ツ 

二
軸
エ
ク
ス
ト
ル
ー
ダ 

一
時
間 
五
五
〇
円 

 
 

ネ 

か
く
は
ん
機 

一
時
間 
九
〇
円 

 
 

ナ 

分
離
用
小
型
超
遠
心
機 

一
時
間 

二
七
〇
円 

 
 

ラ 

真
空
凍
結
乾
燥
機 

一
時
間 

四
二
〇
円 

 
 

ム 

安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト 

一
時
間 

一
三
〇
円 

 
 

ウ 

ジ
ャ
ー
フ
ァ
メ
ン
タ 

一
時
間 

一
二
〇
円 

 
 

ヰ 

電
気
透
析
装
置 

一
時
間 

九
〇
円 

 
 

ノ 

フ
ァ
リ
ノ
グ
ラ
フ
用
ミ
キ
サ 

一
時
間 

九
〇
円 

七 

電
気
・

電
子
測
定

機
器 

イ 

電
波
暗
室
電
磁
波
試
験
測
定
装
置 

一
時
間 

一
三
、
五
〇
〇
円 

ロ 

電
磁
波
障
害
対
策
室
電
磁
波
試
験
測
定
装

置 

一
時
間 

五
、
一
七
〇
円 

ハ 

シ
ー
ル
ド
ル
ー
ム
電
磁
波
試
験
測
定
装
置 

一
時
間 

二
、
七
六
〇
円 

 
 

ニ 

電
磁
波
妨
害
源
探
査
装
置 

一
時
間 

二
九
〇
円 

 
 

ホ 

電
磁
波
解
析
装
置 

一
時
間 

一
四
〇
円 

 
 

ヘ 

シ
ー
ル
ド
材
特
性
評
価
装
置 

一
時
間 

一
〇
〇
円 

 
 

ト 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ 

一
時
間 

二
二
〇
円 



 
 

チ 

マ
イ
ク
ロ
波
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ

測
定
シ
ス
テ
ム 

一
時
間 

三
、
〇
三
〇
円 

 
 

リ 

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ 

一
時
間 

一
三
〇
円 

 
 

ヌ 

ロ
ジ
ッ
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ 

一
時
間 

一
〇
〇
円 

 
 

ル 

広
帯
域
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ 

一
時
間 

二
一
〇
円 

 
 

ヲ 

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ 

一
時
間 

五
〇
円 

 
 

ワ 
高
速
信
号
シ
リ
ア
ル
ア
ナ
ラ
イ
ザ 

一
時
間 

一
、
二
八
〇
円 

 
 

カ 

任
意
波
形
発
生
装
置 

一
時
間 

七
〇
円 

 
 

ヨ 

高
周
波
信
号
発
生
器 

一
時
間 

五
〇
円 

 
 

タ 

交
直
流
可
変
電
源
装
置 

一
時
間 

一
〇
〇
円 

八 

評
価
試

験
機
器 

イ 

人
工
気
象
室 

一
時
間 

一
、
九
七
〇
円 

ロ 

恒
温
恒
湿
槽 

一
時
間 

二
八
〇
円 

 
 

ハ 

オ
ゾ
ン
劣
化
試
験
機 

一
時
間 

二
〇
〇
円 

 
 

ニ 

ガ
ス
腐
食
試
験
機 

一
時
間 

七
六
〇
円 

 
 

ホ 

複
合
サ
イ
ク
ル
試
験
機 

一
時
間 

二
六
〇
円 

 
 

ヘ 

冷
熱
衝
撃
試
験
機 
一
時
間 

四
四
〇
円 

 
 

ト 

パ
ソ
コ
ン
制
御
式
車
椅
子
エ
ル
ゴ
メ
ー
タ 

一
時
間 

二
二
〇
円 

 
 

チ 

低
荷
重
摩
耗
試
験
機 

一
時
間 

二
一
〇
円 

 
 

リ 

超
音
波
探
傷
器 

一
時
間 
一
五
〇
円 

 
 

ヌ 

熱
プ
レ
ス
機 

一
時
間 

四
九
〇
円 

 
 

ル 

Ｋ
Ｅ
Ｓ
シ
ス
テ
ム 

一
時
間 

三
〇
〇
円 

 
 

ヲ 

織
物
摩
耗
試
験
機 

一
時
間 

五
〇
円 

 
 

ワ 

包
装
容
器
圧
縮
試
験
機 

一
時
間 

三
三
〇
円 

 
 

カ 

環
境
試
験
装
置 

一
時
間 

三
三
〇
円 

 
 

ヨ 

剥
離
試
験
機 

一
時
間 

八
〇
円 

九 

分
析
機

器 

イ 

光
電
子
分
光
装
置 

一
時
間 

六
、
〇
一
〇
円 

ロ 

Ｘ
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ 

一
時
間 

三
、
六
四
〇
円 

 
 

ハ 

波
長
分
散
型
蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置 

一
時
間 

一
、
七
二
〇
円 

 
 

ニ 

酸
素
・
窒
素
分
析
装
置 

一
時
間 

一
、
一
二
〇
円 

 
 

ホ 

炭
素
・
硫
黄
分
析
装
置 

一
時
間 

九
七
〇
円 

 
 

ヘ 

イ
オ
ン
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

一
時
間 

四
三
〇
円 

 
 

ト 

高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

一
時
間 

四
二
〇
円 

 
 

チ 

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

一
時
間 

二
二
〇
円 

 
 

リ 

Ｆ
Ｔ
―
Ｎ
Ｍ
Ｒ
装
置 

一
時
間 

五
、
〇
八
〇
円 



 
 

ヌ 

赤
外
分
光
光
度
計 

一
時
間 

四
一
〇
円 

 
 

ル 

自
記
分
光
光
度
計 

一
時
間 

二
八
〇
円 

 
 

ヲ 

近
赤
外
分
析
計 

一
時
間 

七
二
〇
円 

 
 

ワ 

有
機
酸
分
析
シ
ス
テ
ム 

一
時
間 

二
五
〇
円 

 
 

カ 

グ
ル
コ
ー
ス
ア
ナ
ラ
イ
ザ 

一
時
間 

八
〇
円 

 
 

ヨ 

自
動
滴
定
シ
ス
テ
ム 

一
時
間 

八
〇
円 

十 

そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
試
験
研
究
機
器 

一
時
間 

六
、
〇
一
〇
円
以

内
で
規
則
で
定
め

る
額 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
の
備
考
第
二
号
中
「
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
、
四
六
〇
円
」
に
改

め
る
。 

別
表
第
一
第
二
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

名
称 

金
額
（
月
額
） 

五
〇
一
研
究
室 

一
三
六
、
二
〇
〇
円 

五
〇
二
研
究
室 

一
三
六
、
二
〇
〇
円 

五
〇
三
研
究
室 

一
三
六
、
二
〇
〇
円 

五
〇
四
研
究
室 
一
三
六
、
二
〇
〇
円 

五
〇
五
研
究
室 

一
三
六
、
二
〇
〇
円 

五
〇
六
研
究
室 

一
三
六
、
二
〇
〇
円 

五
〇
七
研
究
室 

一
三
六
、
二
〇
〇
円 

五
〇
八
研
究
室 

一
四
五
、
四
〇
〇
円 

五
五
一
研
究
室 

八
四
、
三
〇
〇
円 

五
五
二
研
究
室 

七
三
、
九
〇
〇
円 

五
五
三
研
究
室 

三
四
八
、
三
〇
〇
円 

六
五
一
研
究
室 

七
九
、
二
〇
〇
円 

六
五
二
研
究
室 

七
九
、
二
〇
〇
円 

六
五
三
研
究
室 

七
九
、
二
〇
〇
円 

六
五
四
研
究
室 

七
九
、
二
〇
〇
円 

六
五
五
研
究
室 

八
五
、
九
〇
〇
円 

六
五
六
研
究
室 

八
五
、
九
〇
〇
円 

六
五
七
研
究
室 

七
九
、
二
〇
〇
円 

六
五
八
研
究
室 

七
九
、
二
〇
〇
円 

六
五
九
研
究
室 

七
九
、
二
〇
〇
円 

六
六
〇
研
究
室 

八
五
、
九
〇
〇
円 



六
六
一
研
究
室 

九
一
、
八
〇
〇
円 

別
表
第
一
第
三
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

名
称 

利
用
区
分 

金
額 

三
Ａ
会
議
室 

午
前 

二
、
一
〇
〇
円 

 
 

午
後 

二
、
八
一
〇
円 

 
 

夜
間 

二
、
一
〇
〇
円 

 
 

超
過
一
時
間 

六
九
〇
円 

三
Ｂ
会
議
室 

午
前 

二
、
一
〇
〇
円 

 
 

午
後 

二
、
八
一
〇
円 

 
 

夜
間 

二
、
一
〇
〇
円 

 
 

超
過
一
時
間 

六
九
〇
円 

四
Ａ
会
議
室 
午
前 

二
、
一
〇
〇
円 

 
 

午
後 

二
、
八
一
〇
円 

 
 

夜
間 

二
、
一
〇
〇
円 

 
 

超
過
一
時
間 

六
九
〇
円 

四
Ｂ
会
議
室 

午
前 

二
、
一
〇
〇
円 

 
 

午
後 

二
、
八
一
〇
円 

 
 

夜
間 
二
、
一
〇
〇
円 

 
 

超
過
一
時
間 
六
九
〇
円 

四
Ｃ
会
議
室 

午
前 

二
、
二
五
〇
円 

 
 

午
後 

三
、
〇
〇
〇
円 

 
 

夜
間 

二
、
二
五
〇
円 

 
 

超
過
一
時
間 

七
五
〇
円 

多
目
的
ホ
ー
ル
一 

午
前 

六
、
三
五
〇
円 

 
 

午
後 

八
、
四
七
〇
円 

 
 

夜
間 

六
、
三
五
〇
円 

 
 

超
過
一
時
間 

二
、
一
一
〇
円 

多
目
的
ホ
ー
ル
二 

午
前 

八
、
七
二
〇
円 

 
 

午
後 

一
一
、
六
〇
〇
円 

 
 

夜
間 

八
、
七
二
〇
円 

 
 

超
過
一
時
間 

二
、
九
〇
〇
円 

別
表
第
一
第
四
号
の
表
中
「
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
二
〇
○
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

大
分
類 

中
分
類 

小
分
類 

細
目 

単
位 

金
額 



一 

分
析 

イ 

一
般
分
析 

⑴ 

一
般
定
性
分
析 

一
試
料 

七
五
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
成
分 

 
 

 
 

 
 

⑵ 

一
般
定
量
分
析 

一
試
料 

九
四
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
成
分 

 
 

 
 

 
 

⑶ 

重
量
法

に
よ
る
分

析 

鉄
鋼 

一
試
料 

二
、
八
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
成
分 

 
 

 
 

 
 

非
鉄
金
属 

一
試
料 

三
、
三
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
成
分 

 
 

 
 

ロ 

機
器
分
析 
⑴ 

蛍
光
Ｘ

線
分
析
装

置
に
よ
る

分
析 

定
性
分
析 

一
試
料 

二
、
四
一
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
成
分 

 
 

 
 

 
 

定
量
分
析 

一
試
料 

二
、
七
一
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
成
分 

 
 

 
 

 
 

⑵ 

炭
素
・
硫
黄
分
析
装
置

に
よ
る
定
量
分
析 

一
試
料 

七
、
七
二
〇
円 

 
 

 
 

一
成
分 
 

 

 
 

 
 

⑶ 

原
子
吸
光
光
度
計
に
よ

る
定
量
分
析 

一
試
料 

三
、
〇
〇
〇
円 

 
 

 
 

一
成
分 

 
 

 
 

 
 

⑷ 

分
光
光
度
計
に
よ
る
定

量
分
析 

一
試
料 

三
、
五
七
〇
円 

 
 

 
 

一
成
分 

 
 

 
 

 
 

⑸ 

光
電
子

分
光
装
置

に
よ
る
分

析 

状
態
分
析 

一
試
料 

四
五
、
六
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

マ
ッ
ピ
ン
グ 

一
試
料 

（
五
元

素
以
内
） 

三
七
、
九
〇
〇
円 

（
一
元
素
を
増
す

ご
と
に
六
、
二
九

〇
円
を
加
え
る
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

深
さ
方
向
分

析 

一
試
料 

三
一
、
六
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

（
五
元

素
一
〇

水
準
以

内
） 

（
一
元
素
を
増
す

ご
と
に
三
、
二
九

〇
円
、
一
水
準
を

増
す
ご
と
に
三
、

〇
〇
〇
円
を
加
え

る
。
） 

 
 

 
 

⑹ 

Ｉ
Ｃ
Ｐ
質
量
分
析
装
置

一
試
料 

一
四
、
二
〇
〇
円 



 
 

 
 

に
よ
る
分
析 

一
成
分 

（
一
成
分
を
増
す

ご
と
に
二
、
〇
二

〇
円
を
加
え
る
。
） 

 
 

 
 

⑺ 

Ｉ
Ｃ
Ｐ
発
光
分
析
装
置

に
よ
る
分
析 

一
試
料 

九
、
五
〇
〇
円 

 
 

 
 

一
成
分 

（
一
成
分
を
増
す

ご
と
に
一
、
五
七

〇
円
を
加
え
る
。
） 

 
 

 
 

⑻ 

Ｘ
線
マ

イ
ク
ロ
ア

ナ
ラ
イ
ザ

に
よ
る
分

析 

試
料
分
析 

 
 

一
試
料 

一
測
定 

二
九
、
一
〇
〇
円  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

マ
ッ
ピ
ン
グ 

一
試
料 

一
測
定 

三
二
、
一
〇
〇
円 

 
 

 
 

⑼ 

Ｆ
Ｔ
―

Ｎ
Ｍ
Ｒ
装

置
に
よ
る

分
析 

液
体
試
料
水

素
核
の
測
定 

一
試
料 

八
、
三
一
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 
 

 

 
 

 
 

液
体
試
料
炭

素
核
・
水
素

核
二
次
元
の

測
定 

一
試
料 

一
測
定 

三
四
、
三
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

固
体
試
料
炭

素
核
の
測
定 

一
試
料 

六
七
、
五
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

⑽ 

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

に
よ
る
分
析 

一
試
料 

九
、
六
九
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

⑾ 

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

に
よ
る
分
析 

一
試
料 

五
、
四
〇
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

⑿ 

イ
オ
ン
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ

フ
に
よ
る
分
析 

一
試
料 

一
四
、
六
〇
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

⒀ 

赤
外
分
光
光
度
計
に
よ

る
分
析 

一
試
料 

四
、
七
〇
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

⒁ 

熱
分
析
装
置
に
よ
る
分

析 

一
試
料 

三
、
八
一
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

⒂ 

Ｘ
線
回
折
装
置
に
よ
る

分
析 

一
試
料 

九
、
六
〇
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

二 

材
料
試

験 

イ 

強
度
試
験 

⑴ 

一
般
強

度
試
験 

固
体
試
料
の

強
度
試
験 

一
試
料 

一
、
二
一
〇
円 

 
 

一
項
目 

（
一
項
目
を
増
す



 
 

ご
と
に
四
一
〇
円

を
加
え
る
。
） 

 
 

 
 

シ
ー
ト
状
試

料
の
強
度
試

験 

一
試
料 

九
九
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

 
 

立
体
形
状
試

料
の
圧
縮
試

験 

一
試
料 

三
、
〇
五
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑵ 

万
能
材

料
試
験
機

に
よ
る
強

度
試
験 

二
キ
ロ
ニ
ュ

ー
ト
ン
の
試

験
機
に
よ
る

も
の 

一
試
料 

一
、
〇
五
〇
円 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇
キ
ロ
ニ

ュ
ー
ト
ン
の

試
験
機
に
よ

る
も
の 

一
試
料 

八
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 
 

 

 
 

 
 

 
 

二
〇
キ
ロ
ニ

ュ
ー
ト
ン
の

試
験
機
に
よ

る
も
の 

一
試
料 

三
、
〇
六
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇
〇
キ
ロ

ニ
ュ
ー
ト
ン

の
試
験
機
に

よ
る
も
の 

一
試
料 

三
、
八
四
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五
〇
キ
ロ

ニ
ュ
ー
ト
ン

の
試
験
機
に

よ
る
も
の 

一
試
料 

三
、
一
八
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑶ 

衝
撃
試

験 

シ
ャ
ル
ピ
ー

式
試
験
機
に

よ
る
も
の 

一
試
料 

一
、
〇
八
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア
イ
ゾ
ッ
ト

式
試
験
機
に

一
試
料 

二
、
六
七
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 



よ
る
も
の 

 
 

 
 

⑷ 

硬
さ
試
験 

一
試
料 

七
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

⑸ 

引
裂
強
さ
試
験 

一
試
料 

七
四
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑹ 

摩
耗
強
さ
試
験 

一
試
料 

八
四
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑺ 

滑
脱
抵
抗
力
試
験 

一
試
料 

一
、
〇
六
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

ロ 

物
理
試
験 
⑴ 
一
般
的
な
物
理
試
験 

一
試
料 

九
九
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑵ 

透
湿
度
試
験 

一
試
料 

二
、
四
六
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑶ 

繊
度
試
験 

一
試
料 

五
五
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑷ 

ピ
リ
ン
グ
試
験 
一
試
料 

八
三
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑸ 

通
気
性
試
験 

一
試
料 

七
七
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑹ 

収
縮
率
試
験 

一
試
料 

七
八
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑺ 

防
水
度
試
験 

一
試
料 

七
五
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑻ 

粒
度
分
布
試
験 

一
試
料 

五
、
二
四
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

ハ 

組
織
試
験 

⑴ 

光
学
顕

微
鏡
に
よ

る
試
験 

前
処
理
が
不

要
な
も
の 

一
試
料 

一
、
〇
二
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

前
処
理
が
必

要
な
も
の 

一
試
料 

三
、
二
六
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

⑵ 

レ
ー
ザ
ー
顕
微
鏡
に
よ

る
試
験 

一
試
料 

八
、
七
二
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

（
一
測
定
を
増
す

ご
と
に
六
四
〇
円

を
加
え
る
。
） 

 
 

 
 

⑶ 

走
査
型
電
子
顕
微
鏡
に

一
試
料 

六
、
六
八
〇
円 



 
 

 
 

よ
る
試
験 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

⑷ 

走
査
型

プ
ロ
ー
ブ

顕
微
鏡
に

よ
る
試
験 

ト
ン
ネ
ル
顕

微
鏡
に
よ
る

も
の 

一
試
料 

一
二
、
六
〇
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

（
一
測
定
を
増
す

ご
と
に
六
二
〇
円

を
加
え
る
。
） 

 
 

 
 

原
子
間
力
顕

微
鏡
に
よ
る

も
の 

一
試
料 

九
、
三
二
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
測
定 

（
一
測
定
を
増
す

ご
と
に
六
二
〇
円

を
加
え
る
。
） 

 
 

 
 

⑸ 
溶
解
法
に
よ
る
混
用
率

試
験 

一
試
料 

一
、
二
二
〇
円 

 
 

 
 

（
二
種

類
以
内
） 

（
一
種
類
を
増
す

ご
と
に
六
五
〇
円

を
加
え
る
。
） 

 
 

ニ 

耐
候
性
試

験 

⑴ 

人
工
気
象
室
に
よ
る
試

験 
二
四
時

間 

六
三
、
七
〇
〇
円 

 
 

（
二
四
時
間
ま
で

を
増
す
ご
と
に
五

九
、
八
〇
〇
円
を

加
え
る
。
） 

 
 

 
 

⑵ 

オ
ゾ
ン
劣
化
試
験
機
に

よ
る
試
験 

二
四
時

間 

八
、
七
一
〇
円

（
二
四
時
間
ま
で

を

増

す

ご

と

に 

四
、
六
一
〇
円
を 

 
 

 

 
 

 
 

加
え
る
。
） 

 
 

ホ 

表
面
処
理

試
験 

⑴ 

膜
厚
測

定 

電
解
式
に
よ

る
も
の 

一
試
料 

五
九
〇
円 

 
 

一
層 

 
 

 
 

 
 

 
 

蛍
光
Ｘ
線
式

に
よ
る
も
の 

一
試
料 

二
、
一
七
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
層 

（
一
層
を
増
す
ご

と
に
四
〇
〇
円
を

加
え
る
。
） 

 
 

 
 

⑵ 

被
膜
試
験
（
耐
酸
、
耐

ア
ル
カ
リ
、
密
着
、
ピ
ン

ホ
ー
ル
） 

一
試
料 

九
四
〇
円 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑶ 

中
性
塩

水
噴
霧
試

四
八
時
間
以

内
の
試
験 

一
試
料 

一
、
八
三
〇
円 



 
 

 
 

験 

九
六
時
間
以

内
の
試
験 

一
試
料 

二
、
七
七
〇
円 

 
 

 
 

 
 

二
四
〇
時
間

以
内
の
試
験 

一
試
料 

五
、
五
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

四
八
〇
時
間

以
内
の
試
験 

一
試
料 

九
、
三
八
〇
円 

 
 

 
 

 
 

七
二
〇
時
間

以
内
の
試
験 

一
試
料 

一
三
、
九
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

九
六
〇
時
間

以
内
の
試
験 

一
試
料 

一
八
、
七
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

九
六
〇
時
間

を
超
え
る
試

験 

一
試
料 

二
三
、
四
〇
〇
円 

 
 

 
 

⑷ 

キ
ャ
ス

試
験 

四
八
時
間
以

内
の
試
験 

一
試
料 

二
、
七
四
〇
円 

 
 

 
 

 
 

九
六
時
間
以

内
の
試
験 

一
試
料 

四
、
一
六
〇
円 

 
 

 
 

 
 

九
六
時
間
を

超
え
る
試
験 

一
試
料 
六
、
四
一
〇
円 

 
 

 
 

⑸ 

複
合
サ
イ
ク
ル
試
験 

二
四
時

間 

八
、
七
七
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
二
四
時
間
ま
で

を

増

す

ご

と

に 

 
 

 

四
、
六
五
〇
円
を

加
え
る
。
） 

 
 

 
 

⑹ 

雰
囲
気
熱
処
理
試
験 

一
込
め 

二
、
六
五
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
時
間 

 
 

 
 

ヘ 

染
色
堅
ろ

う
度
試
験 

⑴ 

一
般
的
な
試
験 

一
試
料 

四
七
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑵ 

溶
剤
に
よ
る
試
験 

一
試
料 

五
二
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

 
 

 
 

⑶ 

耐
光
性
試
験 

一
試
料 

九
七
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

（
一
〇
時
間
ま
で



 
 

 
 

 
 

 
 

（
一
〇

時
間
以

内
） 

を
増
す
ご
と
に
七

四

〇

円

を

加

え

る
。
） 

三 
測
定
及

び
検
査 

イ 

精
密
測
定 

⑴ 

長
さ
測
定 

一
試
料 

一
、
五
四
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

⑵ 

角
度
測
定 

一
試
料 

一
、
五
四
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

⑶ 

表
面
粗
さ
測
定
（
平
面
） 

一
試
料 

一
、
五
五
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

⑷ 

真
円
度
測
定 

一
試
料 

二
、
五
六
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

⑸ 

二
次
元

輪
郭
形
状

測
定 

分
解
能
五
〇

ナ
ノ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
測

定 

一
試
料 

一
、
九
二
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

分
解
能
五
〇

ナ
ノ
メ
ー
ト

ル
未
満
の
測

定 

一
試
料 

四
、
九
四
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
測
定 

（
一
測
定
を
増
す

ご
と
に
八
九
〇
円

を
加
え
る
。
） 

 
 

 
 

⑹ 

三
次
元
測
定
機
に
よ
る

測
定 

一
試
料 

四
、
八
五
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

 
 

⑺ 

三
次
元
輪
郭
形
状
測
定

機
に
よ
る
曲
面
形
状
測
定 

一
試
料 

五
〇
、
七
〇
〇
円 

 
 

 
 

一
領
域 

（
一
領
域
を
増
す

ご
と
に
二
五
、
五

〇

〇

円

を

加

え 

る
。
） 

 
 

 
 

⑻ 

非
接
触
三
次
元
測
定

機
に
よ
る
測
定 

一
試
料 

一
五
、
三
〇
〇
円 

 
 

 
 

一
測
定 

（
一
測
定
を
増
す

ご
と
に
五
、
六
八

〇
円
を
加
え
る
。
） 

 
 

 
 

⑼ 

ね
じ
の
測
定 

一
試
料 

五
二
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

 
 

ロ 

Ｅ
Ｍ
Ｃ
測

⑴ 

電
波
暗
室
を
使
用
す
る

一
時
間 

一
七
、
四
〇
〇
円 



 
 

定 

測
定 

 
 

（
一
時
間
を
増
す

ご
と
に
一
六
、
一

〇

〇

円

を

加

え

る
。
） 

 
 

 
 

⑵ 

電
磁
波
障
害
対
策
室
を

使
用
す
る
測
定 

一
時
間 

九
、
〇
六
〇
円 

 
 

 
 

 
 

（
一
時
間
を
増
す

ご
と
に
七
、
七
五

〇
円
を
加
え
る
。
） 

 
 

 
 

⑶ 

シ
ー
ル
ド
ル
ー
ム
を
使

用
す
る
測
定 

一
時
間 

六
、
八
七
〇
円 

 
 

 
 

 
 

（
一
時
間
を
増
す

ご
と
に
五
、
五
〇

〇
円
を
加
え
る
。
） 

 
 

 
 

⑷ 

電
磁
波
妨
害
源
探
査
装

置
に
よ
る
測
定 

一
時
間 

四
、
三
九
〇
円 

 
 

 
 

 
 

（
一
時
間
を
増
す

ご
と
に
三
、
〇
三

〇
円
を
加
え
る
。
） 

 
 

ハ 

非
破
壊
検

査 

Ｘ
線
探
傷
検
査 

一
試
料 

六
、
八
九
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
測
定 

 
 

四 

微
生
物

試
験 

生
菌
数
の
測
定  

 
 

 

一
試
料 

一
、
四
六
〇
円 

 
 

 
 

 
 

一
項
目 

 
 

五 

官
能
試

験 

温
度
設
定
の
な
い
試
験 

 
 

一
試
料 

二
六
〇
円 

 

六 

調
製 

試
験
片
調
製 

⑴ 

押
出
成
形
機
に
よ
る
調

製 

一
時
間 

二
、
〇
六
〇
円 

 
 

 
 

⑵ 

射
出
成
形
機
に
よ
る
調 

一
時
間 

三
、
〇
〇
〇
円 

 

製 
 

 

 
 

 
 

⑶ 

引
張
試
験
片
調
製 

三
〇
分 

八
一
〇
円 

 
 

 
 

⑷ 

衝
撃
試
験
片
調
製 

三
〇
分 

一
、
七
二
〇
円 

 
 

 
 

⑸ 

硬
さ
試
験
片
調
製 

三
〇
分 

五
八
〇
円 

 
 

 
 

⑹ 

顕
微
鏡
試
験
片
調
製 

三
〇
分 

七
五
〇
円 

 
 

 
 

⑺ 

Ｘ
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ

イ
ザ
試
験
片
調
製 

三
〇
分 

一
、
三
三
〇
円 

 
 

 
 

⑻ 

工
芸
材
料
試
験
片
調
製 

三
〇
分 

一
、
〇
八
〇
円 

 
 

 
 

⑼ 

精
密
研
磨
器
に
よ
る
調

三
〇
分 

二
、
五
七
〇
円 



製 

七 

立
会
試
験 

 
 

 
 

一
時
間 

一
、
三
〇
〇
円 

八 

そ
の
他
の
依
頼
試
験 

 
 

 
 

一
件 

六
七
、
五
〇
〇
円

以
内
で
知
事
が
定

め
る
額 

別
表
第
二
第
二
号
の
表
中
「
三
九
〇
円
」
を
「
四
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
四
条 

埼
玉
県
立
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
条
例
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

げ
ん
き
プ
ラ
ザ
の
名
称 

施
設
の
名
称 

利
用
区
分 

単
位 

金
額
（
円
） 

 
 

一
般
又
は
学
生 

一
人
一
泊 

八
二
〇 

 

宿
泊
室 

生
徒
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者 

一
人
一
泊 

五
一
〇 

 
 

 

義
務
教
育
終
了
前

の
者 
一
人
一
泊 

三
〇
〇 

 
 

 

一
般
又
は
学
生 

一
人
一
泊 

三
〇
〇 

 
 

キ
ャ
ン
プ
用

テ
ン
ト 

生
徒
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者 

一
人
一
泊 

二
〇
〇 

 
 

義
務
教
育
終
了
前

の
者 

一
人
一
泊 

一
〇
〇 

 

 
 

 

午
前 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

第
一
研
修
室 

午
後 

 
 

一
、
三
三
〇 

 
 

夜
間 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

三
、
〇
八
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

一
、
三
三
〇 

 
 

第
二
研
修
室 

午
後 

 
 

一
、
七
四
〇 

 
 

夜
間 

 
 

一
、
三
三
〇 

 
 

 
 

一
日 

 
 

四
、
〇
一
〇 

埼
玉
県
立
長 

げ
ん
き 

 

午
前 

 
 

四
一
〇 

プ
ラ
ザ 

和
風
研
修
室 

午
後 

 
 

五
一
〇 

 
 

夜
間 

 
 

四
一
〇 

 
 

 
 

一
日 

 
 

一
、
二
三
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

一
、
一
三
〇 



 
 

音
楽
室 

午
後 

 
 

一
、
四
四
〇 

 
 

夜
間 

 
 

一
、
一
三
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

三
、
二
九
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

六
一
〇 

 
 

美
術
工
芸
室 

午
後 

 
 

八
二
〇 

 
 

夜
間 

 
 

六
一
〇 

 
 

 
 

一
日 

 
 

一
、
八
五
〇 

 
 

 

体
育
館
（
全 

午
前 

 
 

一
、
五
四
〇 

 
 

午
後 

 
 

二
、
〇
五
〇 

 
 

面
） 

夜
間 

 
 

一
、
五
四
〇 

 
 

 
 

一
日 

 
 

四
、
六
二
〇 

 
 

 

体
育
館
（
半 

午
前 

 
 

七
七
〇 

 
 

午
後 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

面
） 

夜
間 

 
 

七
七
〇 

 
 

 
 

一
日 

 
 

二
、
三
一
〇 

 
 

一
般
又
は
学
生 
一
人
一
泊 

八
二
〇 

 

生
徒
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者 

一
人
一
泊 

五
一
〇 

宿
泊
室 

 
 

 

義
務
教
育
終
了
前

の
者 

一
人
一
泊 
三
〇
〇 

 

 
 

 

午
前 

 
 

一
、
一
三
〇 

 
 

第
一
研
修
室 

午
後 

 
 

一
、
四
四
〇 

 
 

夜
間 

 
 

一
、
一
三
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

三
、
二
九
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

五
一
〇 

 
 

第
二
研
修
室 

午
後 

 
 

七
二
〇 

 
 

夜
間 

 
 

五
一
〇 

 
 

 
 

一
日 

 
 

一
、
五
四
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

四
一
〇 

 
 

第
三
研
修
室 

午
後 

 
 

五
一
〇 

 
 

夜
間 

 
 

四
一
〇 

 
 

 
 

一
日 

 
 

一
、
二
三
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

四
一
〇 

 

第
四
研
修
室 

午
後 

 
 

五
一
〇 



 
 

夜
間 

 
 

四
一
〇 

埼
玉
県
立
加
須
げ
ん
き

プ
ラ
ザ 

 
 

一
日 

 
 

一
、
二
三
〇 

 

午
前 

 
 

八
二
〇 

美
術
工
芸
室 

午
後 

 
 

一
、
一
三
〇 

 
 

夜
間 

 
 

八
二
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

二
、
四
六
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

七
二
〇 

 
 

和
室
研
修
室 

午
後 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

夜
間 

 
 

七
二
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

二
、
二
六
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

音
楽
室 
午
後 

 
 

一
、
三
三
〇 

 
 

夜
間 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

三
、
〇
八
〇 

 
 

 

体
育
館
（
全 

午
前 

 
 

一
、
五
四
〇 

 
 

午
後 

 
 

二
、
〇
五
〇 

 
 

面
） 

夜
間 

 
 

一
、
五
四
〇 

 
 

 
 

一
日 

 
 
四
、
六
二
〇 

 
 

 

体
育
館
（
半 

午
前 

 
 
七
七
〇 

 
 

午
後 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

面
） 

夜
間 

 
 

七
七
〇 

 
 

 
 

一
日 

 
 

二
、
三
一
〇 

 
 

テ
ニ
ス
コ
ー

ト 

 
 

一
面
一
時

間 

三
〇
〇 

 
 

一
般
又
は
学
生 

一
人
一
泊 

八
二
〇 

 

生
徒
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者 

一
人
一
泊 

五
一
〇 

宿
泊
室 

準
ず
る
者 

 
 

 

義
務
教
育
終
了
前

の
者 

一
人
一
泊 

三
〇
〇 

 

 
 

 

一
般
又
は
学
生 

一
人
一
泊 

三
〇
〇 

 
 

キ
ャ
ン
プ
用

テ
ン
ト 

生
徒
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者 

一
人
一
泊 

二
〇
〇 

 
 

義
務
教
育
終
了
前

の
者 

一
人
一
泊 

一
〇
〇 

 



埼
玉
県
立
小
川
げ
ん
き

プ
ラ
ザ 

 

一
般
又
は
学
生 

一
人
一
泊 

四
一
〇 

 

バ
ン
ガ
ロ
ー 

生
徒
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者 

一
人
一
泊 

三
〇
〇 

 
 

 
 

義
務
教
育
終
了
前

の
者 

一
人
一
泊 

二
〇
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

七
二
〇 

 
 

研
修
室 

午
後 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

夜
間 

 
 

七
二
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

二
、
二
六
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

一
、
四
四
〇 

 
 

集
会
室 
午
後 

 
 

一
、
八
五
〇 

 
 

夜
間 

 
 

一
、
四
四
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

四
、
二
一
〇 

 
 

一
般
又
は
学
生 

一
人
一
泊 

八
二
〇 

 

宿
泊
室 

生
徒
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者 
一
人
一
泊 

五
一
〇 

 
 

 

義
務
教
育
終
了
前

の
者 

一
人
一
泊 

三
〇
〇 

 
 

 

一
般
又
は
学
生 

一
人
一
泊 
三
〇
〇 

 
 

キ
ャ
ン
プ
用

テ
ン
ト 

生
徒
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者 

一
人
一
泊 

二
〇
〇 

 
 

義
務
教
育
終
了
前

の
者 

一
人
一
泊 

一
〇
〇 

 
 

 
 

午
前 

 
 

四
一
〇 

 
 

研
修
室 

午
後 

 
 

五
一
〇 

 

夜
間 

 
 

四
一
〇 

埼
玉
県
立
神
川
げ
ん
き

プ
ラ
ザ 

 

一
日 

 
 

一
、
二
三
〇 

 

午
前 

 
 

八
二
〇 

 

講
堂 

午
後 

 
 

一
、
一
三
〇 

 

夜
間 

 
 

八
二
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

二
、
四
六
〇 

 
 

 

体
育
館
（
全 

午
前 

 
 

一
、
五
四
〇 

 
 

午
後 

 
 

二
、
〇
五
〇 

 
 

面
） 

夜
間 

 
 

一
、
五
四
〇 



 
 

 

一
日 

 
 

四
、
六
二
〇 

 
 

 

体
育
館
（
半 

午
前 

 
 

七
七
〇 

 
 

午
後 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

面
） 

夜
間 

 
 

七
七
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

二
、
三
一
〇 

 
 

テ
ニ
ス
コ
ー

ト 

 
 

一
面
一
時 

間 

三
〇
〇 

 
 

一
般
又
は
学
生 

一
人
一
泊 

八
二
〇 

 
宿
泊
室 

生
徒
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者 

一
人
一
泊 

五
一
〇 

 
 

 
義
務
教
育
終
了
前

の
者 

一
人
一
泊 

三
〇
〇 

 
 

キ
ャ
ン
プ
用

テ
ン
ト 

一
般
又
は
学
生 

一
人
一
泊 

三
〇
〇 

 
 

生
徒
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者 

一
人
一
泊 

二
〇
〇 

埼
玉
県
立
名
栗
げ
ん
き

プ
ラ
ザ 

義
務
教
育
終
了
前

の
者 

一
人
一
泊 

一
〇
〇 

 

一
般
又
は
学
生 

一
人
一
泊 

三
〇
〇 

 
 

 

バ
ン
ガ
ロ
ー 

生
徒
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者 

一
人
一
泊 
二
〇
〇 

 
 

 
 

義
務
教
育
終
了
前

の
者 

一
人
一
泊 

一
〇
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

七
二
〇 

 
 

集
会
室 

午
後 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

夜
間 

 
 

七
二
〇 

 
 

 
 

一
日 

 
 

二
、
二
六
〇 

 
 

一
般
又
は
学
生 

一
人
一
泊 

八
二
〇 

 

宿
泊
室 

生
徒
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者 

一
人
一
泊 

五
一
〇 

 
 

 
 

義
務
教
育
終
了
前

の
者 

一
人
一
泊 

三
〇
〇 

 
 

 

キ
ャ
ン
プ
用

一
般
又
は
学
生 

一
人
一
泊 

三
〇
〇 

 
 

生
徒
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者 

一
人
一
泊 

二
〇
〇 



 
 

テ
ン
ト 

義
務
教
育
終
了
前

の
者 

一
人
一
泊 

一
〇
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

小
研
修
室
一 

午
後 

 
 

一
、
三
三
〇 

 
 

夜
間 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

三
、
〇
八
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

小
研
修
室
二 

午
後 

 
 

一
、
三
三
〇 

 
 

夜
間 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

三
、
〇
八
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

一
、
五
四
〇 

 
 

大
研
修
室
一 
午
後 

 
 

二
、
〇
五
〇 

埼
玉
県
立
大
滝
げ
ん
き 

夜
間 

 
 

一
、
五
四
〇 

プ
ラ
ザ 

 

一
日 

 
 

四
、
六
二
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

一
、
五
四
〇 

 
 

大
研
修
室
二 

午
後 

 
 

二
、
〇
五
〇 

 
 

夜
間 

 
 

一
、
五
四
〇 

 
 

 

一
日 

 
 
四
、
六
二
〇 

 
 

 

午
前 

 
 
一
、
〇
二
〇 

 
 

木
工
室 

午
後 

 
 

一
、
三
三
〇 

 
 

夜
間 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

三
、
〇
八
〇 

 
 

 

午
前 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

陶
芸
室 

午
後 

 
 

一
、
三
三
〇 

 
 

夜
間 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

 
 

一
日 

 
 

三
、
〇
八
〇 

 
 

 

体
育
館
（
全 

面
） 

午
前 

 
 

一
、
五
四
〇 

 
 

午
後 

 
 

二
、
〇
五
〇 

 
 

夜
間 

 
 

一
、
五
四
〇 

 
 

 
 

一
日 

 
 

四
、
六
二
〇 

 
 

 

体
育
館
（
半 

面
） 

午
前 

 
 

七
七
〇 

 
 

午
後 

 
 

一
、
〇
二
〇 

 
 

夜
間 

 
 

七
七
〇 

 
 

 

一
日 

 
 

二
、
三
一
〇 



別
表
第
二
中
「
七
○
○
円
」
を
「
七
二
○
円
」
に
、
「
三
五
〇
円
」
を
「
三
六
〇
円
」
に
改

め
る
。 

 
（
さ
い
た
ま
緑
の
森
博
物
館
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
五
条 

さ
い
た
ま
緑
の
森
博
物
館
条
例
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
「
八
〇
〇
円
」
を
「
八
二
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
〇
三
〇
円
」

に
、
「
一
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
、
六
五
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
六
条 

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
条
例
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
百
二
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
中
「
一
、
二
○
○
円
」
を
「
一
、
二
三
○
円
」
に
、
「
二
、
四
○
○
円
」
を
「
二
、

四
六
○
円
」
に
、
「
四
、
○
○
○
円
」
を
「
四
、
一
一
○
円
」
に
、
「
三
、
○
○
○
円
」
を
「
三
、

○
八
○
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
中
「
六
一
〇
円
」
を
「
六
二
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
史
跡
の
博
物
館
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
七
条 

埼
玉
県
立
史
跡
の
博
物
館
条
例
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
百
二
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
中
「
一
、
二
○
○
円
」
を
「
一
、
二
三
○
円
」
に
、
「
二
、
四
○
○
円
」
を
「
二
、

四
六
○
円
」
に
、
「
四
、
○
○
○
円
」
を
「
四
、
一
一
○
円
」
に
、
「
三
、
○
○
○
円
」
を
「
三
、

○
八
○
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
自
然
と
川
の
博
物
館
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
八
条 

埼
玉
県
立
自
然
と
川
の
博
物
館
条
例
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
百
二
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
中
「
六
二
〇
円
」
を
「
六
三
〇
円
」
に
、
「
七
八
〇
円
」
を
「
八
〇
〇
円
」
に
改

め
る
。 

別
表
第
二
中
「
四
〇
〇
円
」
を
「
四
一
〇
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
中
「
一
、
二
○
○
円
」
を
「
一
、
二
三
○
円
」
に
、
「
二
、
四
○
○
円
」
を
「
二
、

四
六
○
円
」
に
、
「
四
、
○
○
○
円
」
を
「
四
、
一
一
○
円
」
に
、
「
三
、
○
○
○
円
」
を
「
三
、

○
八
○
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
第
一
号
の
表
中
「
四
二
〇
円
」
を
「
四
三
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
四
第
二
号
の

表
中
「
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
〇
二
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
九
条 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
条
例
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
条
例

第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



別
表
第
一
号
中
「
配
膳ぜ

ん

室
」
を
「
配
膳
室
」
に
改
め
、
同
号
の
表
中
「
五
、
三
〇
〇
」
を
「
五
、

四
〇
〇
」
に
、
「
九
、
七
〇
〇
」
を
「
九
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
四
、
五
〇
〇
」
を
「
一
四
、

九
〇
〇
」
に
、
「
一
六
、
一
〇
〇
」
を
「
一
六
、
五
〇
〇
」
に
、
「
六
、
三
〇
〇
」
を
「
六
、

四
〇
〇
」
に
、
「
一
一
、
四
〇
〇
」
を
「
一
一
、
七
〇
〇
」
に
、
「
一
七
、
〇
〇
〇
」
を
「
一

七
、
四
〇
〇
」
に
、
「
一
八
、
九
〇
〇
」
を
「
一
九
、
四
〇
〇
」
に
、
「
七
、
八
〇
〇
」
を
「
八
、

〇
〇
〇
」
に
、
「
九
、
一
〇
〇
」
を
「
九
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
五
号
中
「
一

六
、
一
〇
〇
円
、
一
八
、
九
〇
〇
円
、
九
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
五
〇
〇
円
、
一
九
、
四

〇
〇
円
、
九
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
二
号
の
表
中
「
九
四
、
八
一
〇
」
を
「
九
七
、

五
一
〇
」
に
、
「
一
五
四
、
一
六
〇
」
を
「
一
五
八
、
五
六
〇
」
に
、
「
一
九
、
二
七
〇
」
を

「
一
九
、
八
二
〇
」
に
、
「
一
九
五
、
二
八
〇
」
を
「
二
〇
〇
、
八
五
〇
」
に
、
「
四
八
、
八

二
〇
」
を
「
五
〇
、
二
一
〇
」
に
改
め
、
別
表
第
三
号
の
表
中
「
一
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
五
、

四
〇
〇
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
条
例
の
規
定
（
利
用
料
金
に
係
る
条
例
の
規
定
を

除
く
。
）
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
そ
の
他
の
歳
入
（
施
行
日
前
に
発
し
た

納
入
通
知
書
に
よ
り
領
収
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
領
収

し
た
使
用
料
そ
の
他
の
歳
入
及
び
施
行
日
前
に
発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
施
行
日
以
後
に
領

収
す
る
使
用
料
そ
の
他
の
歳
入
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
後
最
初
に
到
来
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
工
業
用
水

道
料
金
徴
収
条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
検
針
日
ま
で
の
間
に
係
る
月
分
の
工
業
用
水
道
料

金
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
水
道
用
水
料
金
徴
収
条
例
第
三
条
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
供
給
す
る
水
道
用
水
の
料
金
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
供
給
し
た
水

道
用
水
の
料
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

５ 

第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
条
例
別
表
第
二

第
三
号
及
び
第
五
号
の
規
定
並
び
に
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
産
業
技
術

総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
別
表
第
一
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
利
用
で
あ
っ

て
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
以
後
に
許
可
を
受
け
た
も
の
に
係
る
使
用
料
（
施
行
日
前
に
発
し

た
納
入
通
知
書
に
よ
り
領
収
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
以
後
の

利
用
で
あ
っ
て
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
以
後
に
許
可
を
受
け
た
も
の
に
係
る
使
用
料
（
施
行



日
前
に
発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
領
収
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
平
成
二
十
五
年
十
月
一

日
前
に
許
可
を
受
け
た
利
用
に
係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
三
号
）（
財
政
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

消
費
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
狩
猟
免
許
更
新
申
請
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る
と
と

も
に
、
家
畜
検
査
手
数
料
を
徴
収
す
る
検
査
の
追
加
等
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
税
率
引
上
げ
に
伴
う
、
手
数
料
の
額
の
改
定 

 

（
例
）
狩
猟
免
許
更
新
申
請
手
数
料 

 
 

（
現
行
）
二
千
八
百
円 

（
改
正
後
）
二
千
九
百
円 

 

㈡ 

手
数
料
の
新
設 

 

（
例
）
牛
白
血
病
の
検
査
（
血
清
学
的
検
査
） 

七
百
円 

 

㈢ 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
。
た
だ
し
、
二
㈢
の
一
部
は
平
成
二
十
六
年
六
月
十
二
日 

     



条 
 

例 

 
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
同
条
第
十
二
号
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号

と
し
、
同
条
第
十
一
号
中
「
第
十
二
号
」
を
「
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
二
号
と

し
、
同
条
第
十
号
中
「
第
六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条

第
九
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
八
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

九 

別
表
福
祉
部
の
項
第
二
号
の
保
育
士 

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る 

 
 

試
験
の
全
部
の
免
除
の
申
請
に
対
す
る 

指
定
試
験
機
関 

 
 

審
査 

別
表
環
境
部
の
項
第
五
十
二
号
中
「
二
千
八
百
円
」
を
「
二
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
福
祉
部
の
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
項
第
三
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項

第
四
号
と
し
、
同
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

別
表
保
健
医
療
部
の
項
第
百
三
十
七
号
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
四
項
」
に
改
め
、

同
項
第
百
三
十
九
号
中
「
、
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
五
条
」
を
「
若
し
く
は
第
十
四
条
」
に
改

二 

児
童
福
祉
法
施

行
令
（
昭
和
二
十

三
年
政
令
第
七
十

四
号
）
第
二
十
一

条
の
規
定
に
基
づ

く
厚
生
労
働
省
令

の
規
定
に
よ
る
保

育
士
試
験
の
全
部

の
免
除
の
申
請
に

対
す
る
審
査 

保
育
士
試

験
全
部
免

除
申
請
手

数
料 

二
千
四
百
円 

埼
玉
県
条
例
第
三
号



め
、
同
項
第
百
四
十
三
号
及
び
第
百
四
十
四
号
中
「
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
三
十
六

条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
百
四
十
五
号
か
ら
第
百
四
十
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
三
十

六
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
の
八
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
産
業
労
働
部
の
項
第
十
一
号
中
「
一
万
六
千
五
百
円
」
を
「
一
万
七
千
九
百
円
」
に
、
「
一

万
千
円
」
を
「
一
万
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
農
林
部
の
項
第
二
十
七
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 別

表
都
市
整
備
部
の
項
第
九
十
五
号
中
「
十
六
万
六
千
八
百
円
」
を
「
十
七
万
千
四
百
八
十
円
」

に
、
「
十
一
万
五
千
三
百
五
十
円
」
を
「
十
一
万
八
千
五
百
六
十
円
」
に
、
「
二
十
二
万
二
千
四

百
五
十
円
」
を
「
二
十
二
万
八
千
七
百
二
十
円
」
に
、
「
十
四
万
三
千
七
百
円
」
を
「
十
四
万
七

千
七
百
二
十
円
」
に
、
「
二
十
五
万
五
千
円
」
を
「
二
十
六
万
二
千
二
百
円
」
に
、
「
十
五
万
七

千
三
百
五
十
円
」
を
「
十
六
万
千
七
百
六
十
円
」
に
、
「
三
十
三
万
六
千
九
百
円
」
を
「
三
十
四

万
六
千
四
百
四
十
円
」
に
、
「
十
九
万
九
千
三
百
五
十
円
」
を
「
二
十
万
四
千
九
百
六
十
円
」
に
、

「
六
十
一
万
九
千
三
百
五
十
円
」
を
「
六
十
三
万
六
千
九
百
六
十
円
」
に
、
「
三
十
三
万
七
千
九

百
五
十
円
」
を
「
三
十
四
万
七
千
五
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
百
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使

用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、

同
項
第
百
一
号
中
「
十
六
万
六
千
八
百
円
」
を
「
十
七
万
千
四
百
八
十
円
」
に
、
「
十
一
万
五
千

三
百
五
十
円
」
を
「
十
一
万
八
千
五
百
六
十
円
」
に
、
「
二
十
二
万
二
千
四
百
五
十
円
」
を
「
二

十
二
万
八
千
七
百
二
十
円
」
に
、
「
十
四
万
三
千
七
百
円
」
を
「
十
四
万
七
千
七
百
二
十
円
」
に
、

「
二
十
五
万
五
千
円
」
を
「
二
十
六
万
二
千
二
百
円
」
に
、
「
十
五
万
七
千
三
百
五
十
円
」
を
「
十

六
万
千
七
百
六
十
円
」
に
、
「
三
十
三
万
六
千
九
百
円
」
を
「
三
十
四
万
六
千
四
百
四
十
円
」
に
、

「
十
九
万
九
千
三
百
五
十
円
」
を
「
二
十
万
四
千
九
百
六
十
円
」
に
、
「
六
十
一
万
九
千
三
百
五

十
円
」
を
「
六
十
三
万
六
千
九
百
六
十
円
」
に
、
「
三
十
三
万
七
千
九
百
五
十
円
」
を
「
三
十
四

万
七
千
五
百
二
十
円
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
保
健
医
療
部
の
項

の
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

チ 

牛
白
血
病
の
検
査 

 

⑴ 

血
清
学
的
検
査 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
百
円 

 

⑵ 

⑴
以
外
の
検
査 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
五
百
円 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
債
権
の
適
正
な
管
理
に
関
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
号
）（
財
政
課
） 

一 

趣
旨 

債
権
管
理
の
一
層
の
適
正
化
を
図
り
、
も
っ
て
健
全
な
行
財
政
運
営
に
資
す
る
た
め
の
条
例

の
制
定 

二 

内
容 

㈠ 

強
制
執
行
等
の
実
施 

ア 

督
促
後
、
納
付
が
な
い
場
合
は
、
県
の
債
権
の
性
質
、
債
務
者
若
し
く
は
保
証
人
の
状

況
又
は
配
当
の
見
込
み
そ
の
他
の
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
担
保
権
の
実
行
等
、
強
制

執
行
又
は
訴
訟
手
続
を
行
う
。 

イ 

訴
訟
手
続
を
実
施
す
る
際
は
、
支
払
督
促
の
申
立
て
を
積
極
的
に
行
う
。 

ウ 

同
一
の
債
務
者
に
つ
い
て
県
の
債
権
が
複
数
存
在
す
る
と
き
は
、
で
き
る
限
り
一
括
し

て
支
払
督
促
の
申
立
て
を
行
う
。 

㈡ 

納
付
が
な
い
場
合
の
情
報
の
利
用 

 
 

ア 

強
制
徴
収
公
債
権
は
他
の
債
権
の
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

イ 

非
強
制
徴
収
債
権
は
他
の
非
強
制
徴
収
債
権
の
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

㈢ 

私
債
権
の
債
権
放
棄 

私
債
権
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
、
か
つ
、
債
務
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、

こ
の
条
例
に
基
づ
き
、
議
会
の
議
決
を
個
別
に
得
る
こ
と
な
く
債
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

ア 

強
制
執
行
の
対
象
と
な
る
財
産
が
な
い
と
き 

イ 

強
制
執
行
を
し
た
場
合
に
、
生
活
が
著
し
く
窮
迫
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き 

ウ 

所
在
が
不
明
で
あ
る
と
き 

㈣ 

議
会
へ
の
報
告 

私
債
権
を
放
棄
し
た
と
き
は
、
そ
の
種
類
、
件
数
及
び
額
に
つ
い
て
議
会
へ
報
告
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 



条 
 

例 

 
埼
玉
県
債
権
の
適
正
な
管
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
債
権
の
適
正
な
管
理
に
関
す
る
条
例 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
県
の
債
権
の
管
理
に
関
し
、
徴
収
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
管
理
に
つ
い
て
一
層
の
適
正
化
を
図
り
、
も
っ
て
健
全
な
行
財
政
の
運
営
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

県
の
債
権 

県
が
有
す
る
金
銭
の
給
付
を
目
的
と
す
る
権
利
を
い
う
。 

二 

強
制
徴
収
公
債
権 

県
の
債
権
の
う
ち
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十

六
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
徴
収
金
に
係
る
も
の
及
び
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
国
税
又
は
地
方

税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。 

三 

非
強
制
徴
収
債
権 

県
の
債
権
の
う
ち
、
強
制
徴
収
公
債
権
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

四 

私
債
権 

非
強
制
徴
収
債
権
の
う
ち
、
そ
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
を

い
う
。 

（
債
権
管
理
の
原
則
） 

第
三
条 

県
の
債
権
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

年
政
令
第
十
六
号
。
第
五
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。）
そ
の
他
の
法
令
、
他
の
条
例
又
は

規
則
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
企

業
管
理
規
程
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
知
事
等
の
責
務
） 

第
四
条 

知
事
、
公
営
企
業
管
理
者
、
病
院
事
業
管
理
者
及
び
下
水
道
事
業
管
理
者
（
以
下
「
知

事
等
」
と
い
う
。）
は
、
法
令
、
条
例
及
び
規
則
に
基
づ
き
、
適
切
か
つ
効
率
的
に
県
の
債
権

を
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
等
は
、
県
の
債
権
の
管
理
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
県
の
債
権
の
管
理
に
つ
い
て
の
手

埼
玉
県
条
例
第
四
号



続
を
整
え
る
と
と
も
に
、
県
の
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
必
要
な
調
整
を

行
う
も
の
と
す
る
。 

 
（
強
制
執
行
等
） 

第
五
条 
知
事
等
は
、
県
の
債
権
の
性
質
、
債
務
者
若
し
く
は
保
証
人
の
状
況
又
は
配
当
の
見
込

み
そ
の
他
の
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
令
第
百
七
十
一
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
担
保

権
の
実
行
の
手
続
等
、
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
強
制
執
行
の
手
続
又
は
同
条
第
三
号
の
規

定
に
よ
る
訴
訟
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
等
は
、
令
第
百
七
十
一
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法

（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
百
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
支
払
督
促
の
申
立
て
（
次
項

に
お
い
て
単
に
「
支
払
督
促
の
申
立
て
」
と
い
う
。）
を
積
極
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
等
は
、
令
第
百
七
十
一
条
の
二
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
の
債
務
者
に
つ

き
県
の
債
権
が
複
数
存
在
す
る
と
き
は
、
で
き
る
限
り
一
括
し
て
支
払
督
促
の
申
立
て
を
行
う

も
の
と
す
る
。 

（
情
報
の
利
用
） 

第
六
条 

知
事
等
は
、
強
制
徴
収
公
債
権
に
つ
い
て
、
履
行
期
限
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
い
場
合
に

は
、
当
該
強
制
徴
収
公
債
権
の
管
理
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
強
制
徴
収
公
債
権
以

外
の
県
の
債
権
の
管
理
に
よ
り
知
り
得
た
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
等
は
、
非
強
制
徴
収
債
権
に
つ
い
て
、
履
行
期
限
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

当
該
非
強
制
徴
収
債
権
の
管
理
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
非
強
制
徴
収
債
権
以
外
の

非
強
制
徴
収
債
権
の
管
理
に
よ
り
知
り
得
た
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
放
棄
） 

第
七
条 

知
事
等
は
、
私
債
権
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
、
か
つ
、
当
該
私
債
権
に
係
る
債
務
者
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
私
債
権
及
び
そ
の
履
行
に
係
る

遅
延
利
息
、
違
約
金
そ
の
他
の
損
害
金
を
徴
収
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

強
制
執
行
の
対
象
と
な
る
財
産
が
な
い
と
き
。 

二 

強
制
執
行
を
し
た
場
合
に
、
生
活
が
著
し
く
窮
迫
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 

三 

所
在
が
不
明
で
あ
る
と
き
。 

（
議
会
へ
の
報
告
） 

第
八
条 

知
事
は
、
知
事
等
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
私
債
権
を
放
棄
し
た
と
き
は
、
当
該
年
度
に

放
棄
し
た
私
債
権
の
種
類
、
件
数
及
び
額
に
つ
い
て
、
翌
年
度
の
議
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）（
改
革
推
進
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
の
新
病
院
の
開
設
準
備
等
の
た
め
、
職
員
の
定
数
を
改
定
す 

る
も
の
で
あ
る
。 

二 

内
容 

 
 

病
院
事
業
管
理
者
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員 

 
 

二
千
百
三
人 

↓ 

二
千
百
四
十
七
人
（
＋
四
十
四
人
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 



条 
 

例 

 
埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
二
千
百
三
人
」
を
「
二
千
百
四
十
七
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
条
例
第
五
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
六
号
）（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

本
人
確
認
情
報
を
提
供
す
る
事
務
を
追
加
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

公
安
委
員
会
が
行
う
放
置
違
反
金
の
事
務
に
対
し
て
、
本
人
確
認
情
報
を
新
た
に
提
供 

 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

     



条 
 

例 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
三
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

公
安
委
員
会 

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て

次
に
掲
げ
る
者
（
当
該
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
法
人
の
役
員
と
し
て
登
記
さ
れ
た
者
、
法
人
で
な
い
社

団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
代
表
者
又
は
管
理
人
）
の
生
存

の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

一 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
対 

 

象
と
な
る
者 

二 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
対 

 

象
と
な
る
者 

三 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
の 

 

対
象
と
な
る
者 

四 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の 

 

対
象
と
な
る
者 

埼
玉
県
条
例
第
六
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
七
号
）（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

現
下
の
厳
し
い
経
済
情
勢
に
鑑
み
、
副
部
長
級
以
上
の
職
員
の
管
理
職
手
当
を
減
額
す
る
た

め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
部
局
長
級
職
員

及
び
副
部
長
級
職
員
の
管
理
職
手
当
を
十
パ
ー
セ
ン
ト
減
額 

三 

施
行
期
日 

 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 



 

 

条 
 

例 

 
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
別
表
第
一
の
職
の
欄
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
区
分
が
一
種
及
び
二

種
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
の
管
理
職
手
当
の
月
額
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
る
管
理
職
手
当
の
額
か
ら
そ
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額（
そ

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

12 埼
玉
県
条
例
第
七
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
知
事
等
の
期
末
手
当
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
八
号
）（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

現
下
の
厳
し
い
経
済
情
勢
に
鑑
み
、
知
事
等
の
期
末
手
当
等
を
減
額
す
る
特
例
を
定
め
る
た

め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
知
事
等
の
期
末

手
当
等
を
次
の
と
お
り
減
額 

 

     ※
副
知
事
等 

副
知
事
、
公
営
企
業
管
理
者
、
病
院
事
業
管
理
者
、
下
水
道
事
業
管
理
者
、
教
育
長
及

び
常
勤
の
監
査
委
員 

※
行
政
委
員
会
の
委
員
等 

行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
監
査
委
員
（
常
勤
の
委
員
を
除
く
。） 

三 

施
行
期
日 

 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

行
政
委
員
会
の
委
員
等 

副
知
事
等 

知 

事 

 

報 

酬 

期
末
手
当 

期
末
手
当 対 

象 

百
分
の
十 

百
分
の
十 

百
分
の
二
十 

減
額
率 

 



 

 

条 
 

例 

 
知
事
等
の
期
末
手
当
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

知
事
等
の
期
末
手
当
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例 

（
知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
の
特
例
） 

第
一
条 

知
事
、
副
知
事
、
公
営
企
業
管
理
者
、
病
院
事
業
管
理
者
、
下
水
道
事
業
管
理
者
及
び

常
勤
の
監
査
委
員
の
期
末
手
当
の
額
は
、特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例（
昭

和
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
に
あ

っ
て
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
の
額
か
ら
そ
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
、
副
知
事
、
公
営
企
業

管
理
者
、
病
院
事
業
管
理
者
、
下
水
道
事
業
管
理
者
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
に
あ
っ
て
は
同
項

の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
の
額
か
ら
そ
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の

端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
そ
れ
ぞ
れ
減
じ
た
額
と
す
る
。 

（
教
育
長
の
期
末
手
当
の
額
の
特
例
） 

第
二
条 

教
育
長
の
期
末
手
当
の
額
は
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の

規
定
に
よ
る
期
末
手
当
の
額
か
ら
そ
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

（
行
政
委
員
会
の
委
員
等
の
報
酬
の
額
の
特
例
） 

第
三
条 

行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三

十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
第
二
条
の
委
員
に
支
給
す
る
報
酬
の
額
は
、
同
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
条
例
別
表
第
一
の
報
酬
の
欄
に
掲
げ
る
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
百
分
の
十
に

相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を

減
じ
た
額
と
す
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

埼
玉
県
条
例
第
八
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
指
定
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条

例
第
九
号
）（
共
助
社
会
づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

「
埼
玉
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
く
指
定

の
申
出
が
あ
っ
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人
二
法
人
を
、
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
し
て
指
定

す
る
。 

二 

内
容 

 
 

指
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
（
所
在
地
） 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
キ
ャ
ン
パ
ー
（
行
田
市
） 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
メ
イ
あ
さ
か
セ
ン
タ
ー
（
朝
霞
市
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 



条 
 

例 

 
埼
玉
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
指
定
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
指
定
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
指
定
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

本
則
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

     
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

６ ５ 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
メ
イ
あ
さ
か
セ

ン
タ
ー 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
キ
ャ
ン
パ
ー 

埼
玉
県
朝
霞
市
本
町
二
丁
目
七
番
十
七

号 埼
玉
県
行
田
市
大
字
北
河
原
七
百
五
番

地 

 

埼
玉
県
条
例
第
九
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
熊
谷
会
館
条
例
の
廃
止
等
に
関
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）（
文
化
振
興
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
会
館
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
消
費
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
同
館
を
廃 

 

止
す
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
利
用
料
金
の
額
を
改
定
す
る
た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 

㈠ 

埼
玉
県
熊
谷
会
館
の
廃
止 

㈡ 

埼
玉
県
熊
谷
会
館
を
廃
止
す
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
利
用
料
金
上
限
額
の
引
上
げ 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
。
た
だ
し
、
二
の
㈡
は
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 

施
行
。 

   



 

 

条 
 

例 

 
埼
玉
県
熊
谷
会
館
条
例
の
廃
止
等
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
会
館
条
例
の
廃
止
等
に
関
す
る
条
例 

 

（
埼
玉
県
熊
谷
会
館
条
例
の
廃
止
） 

第
一
条 

埼
玉
県
熊
谷
会
館
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

（
埼
玉
県
熊
谷
会
館
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
熊
谷
会
館
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                     
 

第
一
会

議
室 

ホ
ー
ル 

施
設
等 

の
名
称 

午 
 

 

前 

 

午 
 

 

前 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 

一 
 

 

日 

  

利

用

区

分 

  

午 
 

 

前 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 

一 
 

 

日 

超
過
一
時
間 

  

午 
 

 

前 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 

一 
 

 

日 

超
過
一
時
間 

一
、
四
二
〇
円
以
下  

一
、
四
二
〇
円
以
下 

一
、
九
九
〇
円
以
下 

二
、
四
二
〇
円
以
下 

四
、
九
八
〇
円
以
下 

二
四
、
四
〇
〇
円
以
下 

一
五
九
、
五
〇
〇
円
以
下 

八
二
、
二
〇
〇
円
以
下 

六
八
、
五
〇
〇
円
以
下 

四
八
、
九
〇
〇
円
以
下 

平 
 

 
 

日 

一
八
、
八
〇
〇
円
以
下 

一
二
二
、
七
〇
〇
円
以
下 

六
三
、
二
〇
〇
円
以
下 

五
二
、
七
〇
〇
円
以
下 

三
七
、
六
〇
〇
円
以
下 

平 
 

 
 

日 

利 
 

用 
 

料 
 

金 

三
一
、
七
〇
〇
円
以
下 

二
〇
七
、
四
〇
〇
円
以
下 

一
〇
六
、
九
〇
〇
円
以
下 

八
九
、
一
〇
〇
円
以
下 

六
三
、
五
〇
〇
円
以
下 

日 

曜 

日
・
土 

曜 

日
・
休 

日 

二
四
、
四
〇
〇
円
以
下 

一
五
九
、
六
〇
〇
円
以
下 

八
二
、
二
〇
〇
円
以
下 

六
八
、
五
〇
〇
円
以
下 

四
八
、
八
〇
〇
円
以
下 

日 

曜 

日
・
土 

曜 
日
・
休 

日 

 

Ａ Ｂ 

埼
玉
県
条
例
第
十
号



 

 

                                  
 

第
二
リ

ハ
ー
サ

ル
室 

第
一
リ

ハ
ー
サ

ル
室 

展
示
室 

第
三
会

議
室 

 

       

午 
 

 

前 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 
一 

 
 

日 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 

一 
 

 

日 

午 
 

 

前 

午 
 

 

後 

午 
 

 

前 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 

一 
 

 

日 

超
過
一
時
間 

午 
 

 

前 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 

一 
 

 

日 

超
過
一
時
間 

午 
 

 

前 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 

一 
 

 

日 

超
過
一
時
間 

午 
 

 

前 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 

一 
 

 

日 

超
過
一
時
間 

午 
 

 
前 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 

一 
 

 

日 

一 
 

 
日 

六
、
三
七
〇
円
以
下 

四
、
四
九
〇
円
以
下 

一
、
八
四
〇
円
以
下 

一
三
、
四
二
〇
円
以
下 

六
、
二
六
〇
円
以
下 

五
、
一
六
〇
円
以
下 

三
、
六
八
〇
円
以
下 

九
二
〇
円
以
下 

六
、
七
一
〇
円
以
下 

三
、
一
三
〇
円
以
下 

二
、
五
八
〇
円
以
下 

一
、
八
四
〇
円
以
下 

一
、
八
四
〇
円
以
下 

一
三
、
四
二
〇
円
以
下 

六
、
二
六
〇
円
以
下 

五
、
一
六
〇
円
以
下 

三
、
六
八
〇
円
以
下 

九
二
〇
円
以
下 

六
、
七
一
〇
円
以
下 

三
、
一
三
〇
円
以
下 

二
、
五
八
〇
円
以
下 

一
、
八
四
〇
円
以
下 

一
〇
、
九
〇
〇
円
以
下 

五
、
二
七
〇
円
以
下 

四
、
四
一
〇
円
以
下 

三
、
一
三
〇
円
以
下 

七
、
四
一
〇
円
以
下 

六
、
七
一
〇
円
以
下 

三
、
二
六
〇
円
以
下 

二
、
六
八
〇
円
以
下 

一
、
九
一
〇
円
以
下 

四
、
九
八
〇
円
以
下 

二
、
四
二
〇
円
以
下 

一
、
九
九
〇
円
以
下 

 

Ｄ Ｅ Ｆ Ｅ Ｆ Ｃ 

第
二
会 

議
室 



 

 

                        

      

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平

成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附
属
設

備 第
四
楽

屋 第
三
楽

屋 第
二
楽

屋 第
一
楽

屋 

 

 

午 
 

 

前 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 

一 
 

 

日 

超
過
一
時
間 

午 
 

 

前 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 

一 
 

 

日 

超
過
一
時
間 

午 
 

 

前 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 

一 
 

 

日 

超
過
一
時
間 

午 
 

 

前 

午 
 

 

後 

夜 
 

 

間 

一 
 

 

日 

超
過
一
時
間 

 
 

午 
 

 

前 

   

午 
 

 

後 

   
夜 

 
 

間 

   
一 

 
 

日 
超
過
一
時
間 

 
 

夜 
 

 

間 

   

一 
 

 

日 

   

超
過
一
時
間 

規
則
で
定
め
る
額
以
下 

二
、
八
六
〇
円
以
下 

一
九
、
〇
〇
〇
円
以
下 

九
、
七
七
〇
円
以
下 

八
、
〇
九
〇
円
以
下 

五
、
七
三
〇
円
以
下 

一
、
五
六
〇
円
以
下 

一
〇
、
二
〇
〇
円
以
下 

五
、
三
二
〇
円
以
下 

四
、
四
一
〇
円
以
下 

三
、
一
二
〇
円
以
下 

七
五
〇
円
以
下 

四
、
九
七
〇
円
以
下 

二
、
五
七
〇
円
以
下 

二
、
一
三
〇
円
以
下 

一
、
五
一
〇
円
以
下 

三
、
二
七
〇
円
以
下 

二
一
、
五
〇
〇
円
以
下 

一
一
、
一
〇
〇
円
以
下 

 

九
、
二
四
〇
円
以
下 

六
、
五
五
〇
円
以
下 

四
、
三
四
〇
円
以
下 

三
二
、
八
〇
〇
円
以
下 

一
五
、
三
六
〇
円
以
下 

一
二
、
七
四
〇
円
以
下 

八
、
九
八
〇
円
以
下 

二
、
一
七
〇
円
以
下 

一
六
、
四
〇
〇
円
以
下 

七
、
六
八
〇
円
以
下 

Ｆ 

第
三
リ 

ハ
ー
サ 

ル
室 

Ｅ 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）

（
消
費
生
活
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
の
設
置
期
間
を
延
長
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

基
金
の
設
置
期
間 

 
 

（
改
正
前
） 

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

 
 

（
改
正
後
） 

平
成
四
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

    



条 
 

例 

 
埼
玉
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
四
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

埼
玉
県
条
例
第
十
一
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
二
号
）（
社
会
福
祉
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

民
生
委
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 
 

市
町
村
（
さ
い
た
ま
市
及
び
川
越
市
を
除
く
。
）
の
区
域
ご
と
の
民
生
委
員
の
定
数
を
規
定 

 
 

（
例
）
熊
谷
市 

三
百
二
十
一
人 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

 



条 
 

例 

 

埼
玉
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例 

民
生
委
員
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例

で
定
め
る
民
生
委
員
の
定
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      

上
尾
市 

深
谷
市 

鴻
巣
市 

羽
生
市 

狭
山
市 

春
日
部
市 

東
松
山
市 

本
庄
市 

加
須
市 

飯
能
市 

所
沢
市 

秩
父
市 

行
田
市 

川
口
市 

熊
谷
市 

市 

町 

村 

三
百
十
四
人 

二
百
六
十
四
人 

二
百
二
人 

百
九
人 

二
百
四
十
四
人 

三
百
四
十
六
人 

百
五
十
六
人 

百
七
十
九
人 

二
百
三
十
六
人 

百
六
十
七
人 

四
百
九
十
四
人 

二
百
三
人 

百
五
十
六
人 

六
百
二
十
八
人 

三
百
二
十
一
人 

定 
 

 

数 

 

埼
玉
県
条
例
第
十
二
号



                                  

伊
奈
町 

白
岡
市 

ふ
じ
み
野
市 

吉
川
市 

日
高
市 

鶴
ケ
島
市 

幸
手
市 

坂
戸
市 

蓮
田
市 

三
郷
市 

富
士
見
市 

 

八
潮
市 

北
本
市 

久
喜
市 

桶
川
市 

新
座
市 

和
光
市 

志
木
市 

朝
霞
市 

入
間
市 

戸
田
市 

蕨
市 

越
谷
市 

草
加
市 

六
十
三
人 

九
十
九
人 

百
七
十
人 

百
十
六
人 

百
六
人 

百
十
五
人 

九
十
人 

百
四
十
八
人 

百
十
四
人 

二
百
十
三
人 

百
七
十
一
人 

百
二
十
二
人 

百
四
十
五
人 

二
百
八
十
六
人 

百
四
十
人 

二
百
十
二
人 

九
十
一
人 

八
十
四
人 

百
五
十
九
人 

二
百
五
十
一
人 

百
六
十
一
人 

百
二
十
九
人 

四
百
四
十
三
人 

三
百
九
人 

 



                         

       

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

松
伏
町 

杉
戸
町 

宮
代
町 

寄
居
町 

上
里
町 

神
川
町 

美
里
町 

東
秩
父
村 

小
鹿
野
町 

長 

町 

皆
野
町 

横
瀬
町 

と
き
が
わ
町 

鳩
山
町 

吉
見
町 

川
島
町 

小
川
町 

嵐
山
町 

滑
川
町 

越
生
町 

毛
呂
山
町 

三
芳
町 

五
十
七
人 

八
十
人 

五
十
三
人 

七
十
六
人 

六
十
二
人 

三
十
六
人 

三
十
二
人 

二
十
一
人 

四
十
七
人 

二
十
四
人 

二
十
八
人 

二
十
七
人 

三
十
五
人 

三
十
五
人 

四
十
六
人  

五
十
一
人 

六
十
九
人 

四
十
一
人 

三
十
七
人 

三
十
一
人 

七
十
五
人 

六
十
一
人 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
介
護
保
険
審
査
会
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
三
号
）（
高
齢
介
護
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
要
介
護
認
定
等
に
関
す
る
処
分
に
対
す
る
審
査
請
求
を 

取
り
扱
う
一
の
合
議
体
の
委
員
の
定
数
を
定
め
る
た
め
の
条
例
の
一
部
改
正 

二 

内
容 

 
 

要
介
護
認
定
等
に
関
す
る
処
分
に
対
す
る
審
査
請
求
を
取
り
扱
う
一
の
合
議
体
の
委
員
の
定 

 

数
を
三
人
と
定
め
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

      



条 
 

例 

 
埼
玉
県
介
護
保
険
審
査
会
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
介
護
保
険
審
査
会
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
介
護
保
険
審
査
会
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼

玉
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
中
「
委
員
」
を
「
委
員
等
」
に
改
め
る
。 

 

本
則
を
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
定
数
）
」
を
付

し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
合
議
体
を
構
成
す
る
委
員
の
定
数
） 

第
二
条 

介
護
保
険
法
第
百
八
十
九
条
第
二
項
の
合
議
体
を
構
成
す
る
委
員
の
定
数
は
、
三
人
と

す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

      

埼
玉
県
条
例
第
十
三
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
介
護
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
四
号
）（
高
齢
介
護
課
） 

一 

趣
旨 

 

介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
の
基

準
等
を
定
め
る
た
め
の
条
例
の
一
部
改
正 

二 

内
容 

㈠ 

人
員
の
基
準 

（
例
）
利
用
者
三
十
五
人
に
対
し
、
常
勤
の
介
護
支
援
専
門
員
一
人
を
配
置
す
る
こ
と 

㈡ 

運
営
の
基
準 

（
例
）
事
故
防
止
対
策
と
し
て
、
利
用
者
の
安
全
確
保
に
努
め
る
こ
と 

三 

施
行
期
日 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 



 

条 
 

例 
 

介
護
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

介
護
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

介
護
保
険
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

目
次
中
「 

 

第
四
款 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
二
百
七
十
一
条
―
第
二
百
七
十
七
条
）
」 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 

 

第
二
章
の
二 

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等 

 
 

 
 

第
一
節 

総
則 

 

（
定
義
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
二 

こ
の
章
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
法
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
三 

法
第
七
十
九
条
第
二
項
第
一
号
（
法
第
七
十
九
条
の
二
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
施
行
規
則
第
百
三
十
二
条
の
三
の
二

に
規
定
す
る
者
と
す
る
。 

 

（
基
本
方
針
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
四 

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
は
、
要
介
護
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
お
い

て
も
、
そ
の
利
用
者
が
可
能
な
限
り
そ
の
居
宅
に
お
い
て
、
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し

た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

 
 

第
四
款 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
二
百
七
十
一
条
―
第
二
百
七
十
七
条
） 

第
二
章
の
二 

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等 

 

第
一
節 

総
則
（
第
二
百
七
十
七
条
の
二
―
第
二
百
七
十
七
条
の
四
） 

 

第
二
節 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
二
百
七
十
七
条
の
五
・
第
二
百
七
十
七
条
の
六
） 

 

第
三
節 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
二
百
七
十
七
条
の
七
―
第
二
百
七
十
七
条
の
三
十

二
） 

 

第
四
節 

基
準
該
当
居
宅
介
護
支
援
に
関
す
る
基
準
（
第
二
百
七
十
七
条
の
三
十
三
） 

「 

」 

を 埼
玉
県
条
例
第
十
四
号



 

い
。 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に

応
じ
て
、
利
用
者
の
選
択
に
基
づ
き
、
適
切
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
、

多
様
な
事
業
者
か
ら
、
総
合
的
か
つ
効
率
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の

意
思
及
び
人
格
を
尊
重
し
、
常
に
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
利
用
者
に
提
供
さ
れ
る
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
特
定
の
種
類
又
は
特
定
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
不
当
に
偏
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
、
公
正
中
立
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
、
法
第
百
十
五
条

の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
七
の
二

に
規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
他
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防

支
援
事
業
者
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
、
介
護
保
険
施
設
等
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
な
い

よ
う
利
用
者
の
安
全
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

第
二
節 

人
員
に
関
す
る
基
準 

 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
五 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
（
以
下
こ
の

章
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
介
護
支
援
専
門

員
そ
の
他
の
従
業
者
の
員
数
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
二
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ

と
と
す
る
。 

 

（
管
理
者
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
六 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
管
理
者
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
三
条

に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

 
 

第
三
節 

運
営
に
関
す
る
基
準 

 

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
七 

内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
四
条
に
規

定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
提
供
拒
否
の
禁
止
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
八 

提
供
拒
否
の
禁
止
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
五
条
に
規
定
す
る
基
準
の

例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
困
難
時
の
対
応
） 



 

第
二
百
七
十
七
条
の
九 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
当
該
事
業
所
の
通
常
の
事
業
の
実
施

地
域
（
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
が
通
常
時
に
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
提
供
す
る
地
域

を
い
う
。
第
二
百
七
十
七
条
の
十
三
第
二
項
及
び
第
二
百
七
十
七
条
の
二
十
一
第
五
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
等
を
勘
案
し
、
利
用
申
込
者
に
対
し
自
ら
適
切
な
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
提
供
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
他
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
紹
介
そ
の
他

の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
受
給
資
格
等
の
確
認
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
十 
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
を
求
め

ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
示
す
る
被
保
険
者
証
に
よ
っ
て
、
被
保
険
者
資
格
、
要
介
護

認
定
の
有
無
及
び
要
介
護
認
定
の
有
効
期
間
を
確
か
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
要
介
護
認
定
の
申
請
に
係
る
援
助
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
十
一 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
被
保
険
者
の
要
介
護
認
定
に
係
る

申
請
に
つ
い
て
、
利
用
申
込
者
の
意
思
を
踏
ま
え
、
必
要
な
協
力
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
な
い
利
用
申
込
者
に
つ
い
て
は
、
要
介
護
認
定
の
申
請
が
既
に
行
わ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
を
確
認
し
、
申
請
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
当
該
利
用
申
込
者
の
意
思
を
踏
ま

え
て
速
や
か
に
当
該
申
請
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
要
介
護
認
定
の
更
新
の
申
請
が
、
遅
く
と
も
当
該
利
用
者

が
受
け
て
い
る
要
介
護
認
定
の
有
効
期
間
の
満
了
日
の
三
十
日
前
に
は
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要

な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
身
分
を
証
す
る
書
類
の
携
行
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
十
二 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

の
介
護
支
援
専
門
員
に
身
分
を
証
す
る
書
類
を
携
行
さ
せ
、
初
回
訪
問
時
又
は
利
用
者
若
し
く

は
そ
の
家
族
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
す
べ
き
旨
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
利
用
料
等
の
受
領
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
十
三 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
（
法
第
四
十

六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
が
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
者
に
支
払
わ
れ
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
提
供
し
た
際
に
そ
の
利
用
者
か
ら
支
払

を
受
け
る
利
用
料
（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
の
支
給
の
対
象
と
な
る
費
用
に
係
る
対
価
を

い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
の
額
と
の
間
に
、

不
合
理
な
差
額
が
生
じ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
利
用
料
の
ほ
か
、
利
用
者
の
選
定
に
よ
り
通
常
の

事
業
の
実
施
地
域
以
外
の
地
域
の
居
宅
を
訪
問
し
て
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
行
う
場
合
に
は
、



 

そ
れ
に
要
し
た
交
通
費
の
支
払
を
利
用
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
費
用
の
額
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び

費
用
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
利
用
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
保
険
給
付
の
請
求
の
た
め
の
証
明
書
の
交
付
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
十
四 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
提
供
し
た
指
定
居
宅
介
護
支
援
に

つ
い
て
前
条
第
一
項
の
利
用
料
の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
利
用
料
の
額
等
を
記
載
し
た

指
定
居
宅
介
護
支
援
提
供
証
明
書
を
利
用
者
に
対
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
基
本
取
扱
方
針
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
十
五 

指
定
居
宅
介
護
支
援
は
、
要
介
護
状
態
の
軽
減
又
は
悪
化
の
防
止
に

資
す
る
よ
う
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
に
十
分
配
慮
し
て
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
自
ら
そ
の
提
供
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
質
の
評
価
を

行
い
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
十
六 

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第

十
三
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
報
告
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
十
七 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
毎
月
、
市
町
村
（
法
第
四
十
一
条

第
十
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
及
び
支
払
に
関
す
る
事
務
を
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合

会
）
に
対
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

の
う
ち
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
居
宅
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
が
利
用
者
に
代
わ
り
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
支
払
わ
れ
る
場
合
の
当
該
居

宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
と
し
て
位
置
付
け
た
も
の
に
関

す
る
情
報
を
記
載
し
た
文
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
基
準
該
当

居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
事
務
に
必
要
な
情
報
を

記
載
し
た
文
書
を
、
市
町
村
（
当
該
事
務
を
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
委
託
し
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
）
に
対
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
者
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
等
の
書
類
の
交
付
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
十
八 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
が
他
の
居
宅
介
護
支
援
事

業
者
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
利
用
者
が
要
支
援
認
定
を
受
け

た
場
合
そ
の
他
利
用
者
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
直
近
の
居



 

宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
書
類
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
利
用
者
に
関
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
十
九 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
受
け
て
い

る
利
用
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を
付
し
て
そ
の
旨
を
市

町
村
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

正
当
な
理
由
な
し
に
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
指
示
に
従
わ
な
い
こ

と
等
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
の
程
度
を
増
進
さ
せ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

二 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
保
険
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た

と
き
。 

 

（
管
理
者
の
責
務
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
二
十 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
管
理
者
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
そ
の
他
の
従
業
者
の
管
理
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
利
用
の
申

込
み
に
係
る
調
整
、
業
務
の
実
施
状
況
の
把
握
そ
の
他
の
管
理
を
一
元
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
管
理
者
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援

専
門
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
こ
の
節
の
規
定
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
必
要
な
指
揮
命
令
を
行
う

も
の
と
す
る
。 

 

（
運
営
規
程
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
二
十
一 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ご

と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
第
二
百
七
十
七
条

の
二
十
五
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

一 

事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針 

二 

職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
内
容 

三 

営
業
日
及
び
営
業
時
間 

四 

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
方
法
、
内
容
及
び
利
用
料
そ
の
他
の
費
用
の
額 

五 

通
常
の
事
業
の
実
施
地
域 

六 

そ
の
他
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項 

 

（
勤
務
体
制
の
確
保
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
二
十
二 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
し
適
切
な
指
定
居

宅
介
護
支
援
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ご
と
に
介
護
支
援
専
門
員
そ

の
他
の
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ご
と
に
、
当
該
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
に
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
業
務
を
担
当
さ
せ
な
け
れ
ば



 

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
介
護
支
援
専
門
員
の
補
助
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
介
護
支
援
専
門
員
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修

の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
設
備
及
び
備
品
等
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
二
十
三 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
広

さ
の
区
画
を
有
す
る
と
と
も
に
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
従
業
者
の
健
康
管
理
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
二
十
四 
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
介
護
支
援
専
門
員
の
清
潔
の
保

持
及
び
健
康
状
態
に
つ
い
て
、
必
要
な
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
掲
示
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
二
十
五 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の

見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、
介
護
支
援
専
門
員
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申

込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
秘
密
保
持
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
二
十
六 

秘
密
保
持
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
基
準

の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
広
告
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
二
十
七 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に

つ
い
て
広
告
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
が
虚
偽
又
は
誇
大
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。 

 

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
の
利
益
収
受
の
禁
止
等
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
二
十
八 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の

管
理
者
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
又
は
変
更
に
関
し
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
の
介
護
支
援
専
門
員
に
対
し
て
特
定
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
位

置
付
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
又
は
変

更
に
関
し
、
利
用
者
に
対
し
て
特
定
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
又
は
変
更

に
関
し
、
利
用
者
に
対
し
て
特
定
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
せ

る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益

を
収
受
し
て
は
な
ら
な
い
。 



 

 

（
苦
情
処
理
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
二
十
九 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
自
ら
提
供
し
た
指
定
居
宅
介
護

支
援
又
は
自
ら
が
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
た
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
第
六
項
に
お

い
て
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
か
ら
の
苦
情

に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
苦
情
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
当
該
苦
情
の
内
容

等
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
自
ら
提
供
し
た
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
関
し
、
法
第
二
十

三
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
の
求
め
又

は
当
該
市
町
村
の
職
員
か
ら
の
質
問
若
し
く
は
照
会
に
応
じ
、
及
び
利
用
者
か
ら
の
苦
情
に
関

し
て
市
町
村
が
行
う
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
か
ら
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
市
町
村
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
改
善

の
内
容
を
市
町
村
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
自
ら
が
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
た
法
第
四
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
苦
情
の
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
へ
の
申
立
て
に

関
し
て
、
利
用
者
に
対
し
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
に
対
す
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
に

関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
調
査
に
協

力
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
提
供
し
た
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合

会
か
ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て

必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
前
項
の
改
善
の
内
容
を
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
事
故
発
生
時
の
対
応
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
三
十 

事
故
発
生
時
の
対
応
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
二
十
七
条
に
規
定
す

る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
会
計
の
区
分
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
三
十
一 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
事
業
所
ご
と
に
経
理
を
区
分
す

る
と
と
も
に
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
の
会
計
と
そ
の
他
の
事
業
の
会
計
と
を
区
分
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
三
十
二 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
従
業
者
、
設
備
、
備
品
及
び
会



 

計
に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
省
令
第
十
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
の
連
絡
調
整

に
関
す
る
記
録 

二 

個
々
の
利
用
者
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
居
宅
介
護
支
援
台
帳 

イ 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画 

ロ 

省
令
第
十
三
条
第
七
号
に
規
定
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
の
記
録 

ハ 

省
令
第
十
三
条
第
九
号
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
等
の
記
録 

ニ 

省
令
第
十
三
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
の
記
録 

三 

第
二
百
七
十
七
条
の
十
九
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録 

四 

第
二
百
七
十
七
条
の
二
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録 

五 

省
令
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置

に
つ
い
て
の
記
録 

 
 

 
 

第
四
節 

基
準
該
当
居
宅
介
護
支
援
に
関
す
る
基
準 

 

（
準
用
） 

第
二
百
七
十
七
条
の
三
十
三 

第
二
百
七
十
七
条
の
四
及
び
前
二
節
（
第
二
百
七
十
七
条
の
二
十

九
第
六
項
及
び
第
七
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
基
準
該
当
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
七
十
七
条
の
五
中
「
第
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
二
条
」
と
、
第
二
百
七
十
七
条
の
六
中
「
第
三
条
」
と
あ

る
の
は
「
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
三
条
」
と
、
第
二
百
七
十
七
条
の
七
中
「
第

四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
条
」
と
、
第
二
百
七
十
七
条

の
八
中
「
第
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
五
条
」
と
、
第
二

百
七
十
七
条
の
十
三
第
一
項
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
（
法
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
が
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
支
払
わ
れ
る
場
合

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
居
宅
介
護
支
援
」
と
、
「
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
計
画
費
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
の
」
と
、
第
二
百
七
十

七
条
の
十
六
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
十
三
条
」

と
、
第
二
百
七
十
七
条
の
二
十
六
中
「
第
二
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
に
お
い
て
準

用
す
る
省
令
第
二
十
三
条
」
と
、
第
二
百
七
十
七
条
の
三
十
中
「
第
二
十
七
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
二
十
七
条
」
と
、
第
二
百
七
十
七
条
の
三
十
二
第
二

項
第
一
号
中
「
第
十
三
条
第
十
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第

十
三
条
第
十
二
号
」
と
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
第
十
三
条
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条

に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
十
三
条
第
七
号
」
と
、
同
号
ハ
中
「
第
十
三
条
第
九
号
」
と
あ
る



 

の
は
「
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
十
三
条
第
九
号
」
と
、
同
号
ニ
中
「
第
十
三
条

第
十
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
十
三
条
第
十
三
号
」
と
、

同
項
第
五
号
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令

第
二
十
七
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
百
八
十
八
条
第
三
項
中
「
（
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
三
百
八
十
五
条
中
「
附
則
第
二
条
第
四
号
」
を
「
附
則
第
二
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
五
号
）（
障
害
者
支
援
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
、
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の

改
正
を
行
う
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

条
例
改
正
の
概
要 

 
 

 

・
重
度
訪
問
介
護
に
お
け
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
利
用
対
象
者
の
拡
充
及
び
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
（
共
同
生
活
援
助
）
と
ケ
ア
ホ
ー
ム
（
共
同
生
活
介
護
）
の
一
元
化
を
行
う
た
め

に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例

を
一
部
改
正
す
る
。 

 
 

 

・
そ
の
他
規
定
の
整
備
。（
条
項
の
追
加
、
文
言
整
理
等
） 

㈡ 

条
例
改
正
の
理
由 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
一
部
施
行
さ
れ
た
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
省
令
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。 

㈢ 

改
正
の
効
果 

 
 

 

重
度
の
知
的
障
害
者
及
び
重
度
の
精
神
障
害
者
が
重
度
訪
問
介
護
を
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
ほ
か
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
入
居
し
て
い
る
者
が
、
高
齢
化
や
重
度
化
し
て

も
、
引
き
続
き
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

  
 

 

     



 

条 
 

例 
 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
（
平
成
二

十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

目
次
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「
第 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

七
節 

削
除
」
に
、
「
第
四
款 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
百
九
十
九
条
―
第
二
百
一
条
）
」
を 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

を
「
第
十
五
節 

削
除
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
第
七
節
」
を
「
第
八
節
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
第
二
項
中
「
で
あ
っ
て
常
時
介
護
を
要
す
る
障
害
者
」
を
「
又
は
重
度
の
知
的
障
害
若

し
く
は
精
神
障
害
に
よ
り
行
動
上
著
し
い
困
難
を
有
す
る
障
害
者
で
あ
っ
て
、
常
時
介
護
を
要
す

る
も
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
中
「
者
（
以
下
こ
の
節
」
の
下
に
「
及
び
第
十
三
節
第
五
款
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
三
条
中
「
第
百
三
十
一
条
」
を
「
第
百
五
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

第
七
節 

共
同
生
活
介
護 

 

第
一
款 

基
本
方
針
（
第
百
二
十
四
条
） 

 

第
二
款 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
百
二
十
五
条
・
第
百
二
十
六
条
） 

 

第
三
款 

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
百
二
十
七
条
） 

 

第
四
款 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
百
二
十
八
条
―
第
百
四
十
一
条
） 

第
四
款 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
百
九
十
八
条
の
二
―
第
二
百
一
条
） 

第
五
款 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
の
基
本
方
針
並
び
に
人
員
、

 

 
 

 
 

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

 

第
一
目 

こ
の
款
の
趣
旨
及
び
基
本
方
針
（
第
二
百
一
条
の
二
・
第
二
百
一
条
の
三
） 

 

第
二
目 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
二
百
一
条
の
四
・
第
二
百
一
条
の
五
） 

 

第
三
目 

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
二
百
一
条
の
六
） 

 

第
四
目 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
二
百
一
条
の
七
―
第
二
百
一
条
の
十
二
） 

第
十
五
節 

一
体
型
指
定
共
同
生
活
介
護
事
業
所
等
に
関
す
る
特
例
（
第
二
百
四
条
・
第
二 

百
五
条
） 

埼
玉
県
条
例
第
十
五
号



 

 

第
六
十
条
第
一
項
中
「
第
百
三
十
三
条
」
を
「
第
百
九
十
八
条
の
六
」
に
改
め
る
。 

 
第
百
一
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
五
十
二
条
」
に
、
「
第
六
条
」
を
「
第
五
十
一
条
」
に
改
め

る
。 

 

第
百
九
条
第
二
号
中
「
第
百
二
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
共
同
生
活
介
護
事
業
所
又
は
」
を
削

り
、
「
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
」
の
下
に
「
又
は
第
二
百
一
条
の
四
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー

ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
」
を
加
え
、
「
共
同
生
活
住
居
」
を
「
共
同
生
活
援
助

を
行
う
住
居
（
第
十
三
節
に
お
い
て
「
共
同
生
活
住
居
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
第
百
三
十
九
条
」

を
「
第
二
百
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
十
七
条
中
「
及
び
第
百
九
十
六
条
に
規
定
す
る
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
」
を
削
る
。 

 

第
三
章
第
七
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

第
七
節 

削
除 

第
百
二
十
四
条
か
ら
第
百
四
十
一
条
ま
で 

削
除 

 

第
百
五
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
利
用
者
負
担
額
に
係
る
管
理
） 

第
百
五
十
七
条
の
二 

指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
事
業
者
は
、
支
給
決
定
障
害
者
（
指
定
宿

泊
型
自
立
訓
練
を
受
け
る
者
及
び
省
令
第
百
七
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

者
に
限
る
。
）
が
同
一
の
月
に
当
該
指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
事
業
者
が
提
供
す
る
指
定

宿
泊
型
自
立
訓
練
及
び
他
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
指
定
宿
泊

型
自
立
訓
練
及
び
他
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
利
用
者
負
担
額
合
計
額
を
算
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
事
業
者
は
、

利
用
者
負
担
額
合
計
額
を
市
町
村
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
及
び
当
該

他
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
し
た
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
事
業
者
は
、
支
給
決
定
障
害
者
（
指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練
を

受
け
る
者
及
び
省
令
第
百
七
十
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
の

依
頼
を
受
け
て
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
が
同
一
の
月
に
当
該
指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）

事
業
者
が
提
供
す
る
指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
（
指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練
を
除
く
。
）
及

び
他
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）

及
び
他
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
利
用
者
負
担
額
合
計
額
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
事
業
者
は
、
利
用
者
負

担
額
合
計
額
を
市
町
村
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
及
び
当
該
他
の
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
し
た
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 



 

 

第
百
五
十
九
条
中
「
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
、
「
ま
で
、
第
百

三
十
一
条
」
を
「
ま
で
」
に
改
め
、
「
、
第
二
十
三
条
中
「
支
給
決
定
障
害
者
等
の
」
と
あ
る
の

は
「
支
給
決
定
障
害
者
（
指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練
を
受
け
る
者
及
び
省
令
第
百
七
十
一
条
に
お
い

て
準
用
す
る
省
令
第
二
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
」
と
、
「
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
支
給
決
定
障
害
者
」
と
」

及
び
「
、
第
百
三
十
一
条
中
「
支
給
決
定
障
害
者
が
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
決
定
障
害
者
（
指
定

宿
泊
型
自
立
訓
練
を
受
け
る
者
及
び
省
令
第
百
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
百
四
十
四

条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
」
と
」
を
削
る
。 

 

第
百
六
十
八
条
第
二
項
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
七
十
二
条
中
「
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
、
「
ま
で
、
第
百

三
十
一
条
」
を
「
ま
で
」
に
、
「
及
び
第
百
四
十
七
条
」
を
「
、
第
百
四
十
七
条
及
び
第
百
五
十

七
条
の
二
」
に
改
め
、
「
、
第
二
十
三
条
中
「
支
給
決
定
障
害
者
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
決

定
障
害
者
（
省
令
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
二
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
」
と
、
「
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
支
給
決
定
障
害
者
」
と
」
及
び
「
、
第
百
三
十
一
条
中
「
支
給
決
定
障
害
者
が
」

と
あ
る
の
は
「
支
給
決
定
障
害
者
（
省
令
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
百
四
十
四

条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
」
と
」
を
削
り
、

「
省
令
第
百
六
十
条
」
と
」
の
下
に
「
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
支
給
決
定
障
害
者
（
指

定
宿
泊
型
自
立
訓
練
を
受
け
る
者
及
び
省
令
第
百
七
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
決
定
障
害
者
（
省
令
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

る
省
令
第
百
七
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
支
給
決
定
障
害
者
（
指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練
を
受
け
る
者

及
び
省
令
第
百
七
十
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
支
給
決
定
障
害
者
（
省
令
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
百
七
十
条
の
二
第
二
項

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
」
と
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
九
十
五
条
中
「
相
談
」
の
下
に
「
、
入
浴
、
排
せ
つ
又
は
食
事
の
介
護
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
九
十
六
条
中
「
第
二
百
条
に
」
を
「
第
四
款
及
び
第
二
百
一
条
の
二
に
」
に
、
「
第
二
百

条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
百
四
条
」
を
「
以
下
こ
の
節
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
管
理
者
） 

第
百
九
十
七
条 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
管
理
者
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
二
百
九
条
に

規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
百
九
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

（
設
備
） 

第
百
九
十
八
条 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
設
備
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
二
百
十
条
に
規

定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
三
章
第
十
三
節
第
四
款
中
第
百
九
十
九
条
の
前
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。 

（
入
退
居
） 

第
百
九
十
八
条
の
二 
指
定
共
同
生
活
援
助
は
、
共
同
生
活
住
居
へ
の
入
居
を
必
要
と
す
る
利
用

者
（
入
院
治
療
を
要
す
る
者
を
除
く
。
）
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
の
入
居
に
際
し
て
は
、
そ
の
者
の
心
身
の
状

況
、
生
活
歴
、
病
歴
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
利
用
者
の
退
居
の
際
は
、
利
用
者
の
希
望
を
踏
ま
え
た
上

で
、
退
居
後
の
生
活
環
境
や
援
助
の
継
続
性
に
配
慮
し
、
退
居
に
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
利
用
者
の
退
居
に
際
し
て
は
、
利
用
者
に
対
し
、
適
切
な

援
助
を
行
う
と
と
も
に
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
密
接

な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
入
退
居
の
記
録
の
記
載
等
） 

第
百
九
十
八
条
の
三 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、入
居
者
の
入
居
又
は
退
居
に
際
し
て
は
、

当
該
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
の
名
称
、
入
居
又
は
退
居
の
年
月
日
そ
の
他
の
必
要
な
事
項

（
次
項
に
お
い
て
「
受
給
者
証
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
、
利
用
者
の
受
給
者
証
に
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
受
給
者
証
記
載
事
項
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
遅
滞
な
く

市
町
村
に
対
し
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
） 

第
百
九
十
八
条
の
四 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、指
定
共
同
生
活
援
助
を
提
供
し
た
際
は
、

支
給
決
定
障
害
者
か
ら
当
該
指
定
共
同
生
活
援
助
に
係
る
利
用
者
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
指
定
共
同
生
活
援
助
を
提
供

し
た
際
は
、
支
給
決
定
障
害
者
か
ら
当
該
指
定
共
同
生
活
援
助
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
費
用
基
準
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
指
定
共
同
生
活
援

助
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
費
用
の
支
払
を
支
給
決
定

障
害
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

食
材
料
費 



 

二 

家
賃
（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
が
利
用
者
に
支

給
さ
れ
た
場
合
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
が
利
用
者
に
代
わ
り
当
該
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
に
支
払
わ

れ
た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
利
用
者
に
係
る
家
賃
の
月
額
か
ら
法
第
三
十
四
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
利
用
者
に
支
給
が
あ
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
限
度
と
す
る
。
） 

三 

光
熱
水
費 

四 

日
用
品
費 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
共
同
生
活
援
助
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要

す
る
費
用
の
う
ち
、日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、

支
給
決
定
障
害
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

４ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
前
三
項
の
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
費

用
に
係
る
領
収
証
を
当
該
費
用
の
額
を
支
払
っ
た
支
給
決
定
障
害
者
に
対
し
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、第
三
項
の
費
用
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
支
給
決
定
障
害
者
に
対
し
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
費
用
に
つ
い
て
説
明

を
行
い
、
支
給
決
定
障
害
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
共
同
生
活
援
助
の
取
扱
方
針
） 

第
百
九
十
八
条
の
五 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
第
二
百
一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
六
十
条
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
共
同
生
活
援
助
計
画
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
利
用
者
が
地
域
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

当
該
利
用
者
の
身
体
及
び
精
神
の
状
況
並
び
に
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
、
そ
の
者

の
支
援
を
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
指
定
共
同
生
活
援
助
の
提
供
が
漫
然
か
つ
画
一
的
な
も
の

と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
入
居
前
の
体
験
的
な
利
用
を
希
望
す
る
者
に
対
し
て
指
定

共
同
生
活
援
助
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
共
同
生
活
援
助
計
画
に
基
づ
き
、
当
該
利
用
者
が
、

継
続
し
た
指
定
共
同
生
活
援
助
の
利
用
に
円
滑
に
移
行
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
継

続
し
て
入
居
し
て
い
る
他
の
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
従
業
者
は
、
指
定
共
同
生
活
援
助
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

懇
切
丁
寧
を
旨
と
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
支
援
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
理

解
し
や
す
い
よ
う
に
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、そ
の
提
供
す
る
指
定
共
同
生
活
援
助
の
質
の
評
価
を
行
い
、

常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

（
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
の
責
務
） 

第
百
九
十
八
条
の
六 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
第
二
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
条

に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

利
用
申
込
者
の
利
用
に
際
し
、
そ
の
者
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対

す
る
照
会
等
に
よ
り
、
そ
の
者
の
身
体
及
び
精
神
の
状
況
、
当
該
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業

所
以
外
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
状
況
等
を
把
握
す
る
こ
と
。 

二 

利
用
者
の
身
体
及
び
精
神
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
照
ら
し
、
利
用
者
が

自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
定
期
的
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
自
立
し

た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
利
用
者
に
対
し
、
必
要
な
支
援
を
行
う

こ
と
。 

三 

利
用
者
が
自
立
し
た
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
指
定
生
活
介
護
事
業
所
等
と

の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。 

四 

他
の
従
業
者
に
対
す
る
技
術
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。 

 

第
百
九
十
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
家
事
等
」
を
「
介
護
及
び
家
事
等
」
に
改
め
、
同

条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
社
会
生
活
上
の
便
宜
の
供
与
等
） 

第
百
九
十
九
条
の
二 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
利
用
者
に
つ
い
て
、
指
定
生
活
介
護
事

業
所
等
と
の
連
絡
調
整
、
余
暇
活
動
の
支
援
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
利
用
者
が
日
常
生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
行
政
機
関
に
対

す
る
手
続
等
に
つ
い
て
、
そ
の
者
又
は
そ
の
家
族
が
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

者
の
同
意
を
得
て
代
わ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
常
に
利
用
者
の
家
族
と
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
利
用

者
と
そ
の
家
族
と
の
交
流
等
の
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
運
営
規
程
） 

第
百
九
十
九
条
の
三 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
ご
と
に
、

次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
運
営
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針 

二 

従
業
者
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容 

三 

入
居
定
員 

四 

指
定
共
同
生
活
援
助
の
内
容
並
び
に
支
給
決
定
障
害
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
種
類
及
び

そ
の
額 

五 

入
居
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 



 

六 

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法 

七 

非
常
災
害
対
策 

八 
事
業
の
主
た
る
対
象
と
す
る
障
害
の
種
類
を
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
障
害
の
種
類 

九 

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項 

十 

そ
の
他
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項 

 

第
二
百
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
当
該
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
が
業
務
の
管
理
及
び
指
揮
命
令
を
確
実
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
二
百
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
指
定
共
同
生
活
援
助
に
係

る
生
活
支
援
員
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
に
よ
り
他
の
事
業
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
事
業
者
の
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
定
期
的
に
確
認
し
、
そ
の
結
果
等
を
記

録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
百
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

（
支
援
体
制
の
確
保
） 

第
二
百
条
の
二 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
利
用
者
の
身
体
及
び
精
神
の
状
況
に
応
じ
た

必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
他
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
そ
の
他

の
関
係
機
関
と
の
連
携
そ
の
他
の
適
切
な
支
援
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
定
員
の
遵
守
） 

第
二
百
条
の
三 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
共
同
生
活
住
居
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
定
員

並
び
に
居
室
の
定
員
を
超
え
て
入
居
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
、
虐
待
そ
の
他
の

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
協
力
医
療
機
関
等
） 

第
二
百
条
の
四 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
利
用
者
の
病
状
の
急
変
等
に
備
え
る
た
め
、

あ
ら
か
じ
め
、
協
力
医
療
機
関
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
協
力
歯
科
医
療
機
関
を
定
め
て
お
く
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
百
一
条
中
「
、
第
百
二
十
八
条
か
ら
第
百
三
十
三
条
ま
で
、
第
百
三
十
五
条
、
第
百
三
十

六
条
及
び
第
百
三
十
八
条
か
ら
第
百
四
十
条
ま
で
」
を
「
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
」
に
、
「
第

二
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
十
八
条
の
四
第
一
項
」
に
、

「
第
二
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
百
九
十
八
条
の
四
第
二
項
」

に
、
「
第
二
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
四
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
百
条
の
四
第
一
項
」

に
、
「
第
百
三
十
条
第
三
項
第
二
号
中
「
当
該
指
定
共
同
生
活
介
護
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当



 

該
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
」
と
、
第
百
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第

百
四
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
一
条
」
と
、
第
百
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
百
三

十
五
条
第
一
項
中
「
指
定
生
活
介
護
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
事

業
所
」
を
「
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
支
給
決
定
障
害
者
（
指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練
を
受

け
る
者
及
び
省
令
第
百
七
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
限
る
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
支
給
決
定
障
害
者
（
入
居
前
の
体
験
的
な
指
定
共
同
生
活
援
助
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
支
給
決
定
障
害
者
（
指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練
を
受
け
る
者
及
び

省
令
第
百
七
十
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
支

給
決
定
障
害
者
（
入
居
前
の
体
験
的
な
指
定
共
同
生
活
援
助
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
」
に

改
め
る
。 

 

第
三
章
第
十
三
節
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

 

第
五
款 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
の
基
本
方
針
並
び
に

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

 
 

 
 

 
 

第
一
目 

こ
の
款
の
趣
旨
及
び
基
本
方
針 

 

（
こ
の
款
の
趣
旨
） 

第
二
百
一
条
の
二 

前
各
款
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援

助
（
指
定
共
同
生
活
援
助
で
あ
っ
て
、
当
該
指
定
共
同
生
活
援
助
に
係
る
指
定
共
同
生
活
援
助

事
業
所
の
従
業
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
共
同
生
活
援
助
計
画
（
第
二
百
一

条
の
十
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
十
条
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
共

同
生
活
援
助
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
目
及
び
第
二
百
一
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
成
、

相
談
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
及
び
当
該
指
定
共
同
生
活
援
助
に
係
る
指
定
共
同
生
活
援

助
事
業
者
が
委
託
す
る
指
定
居
宅
介
護
事
業
者
（
次
条
及
び
第
四
目
に
お
い
て
「
受
託
居
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
当
該
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
共
同
生
活
援
助
計

画
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
（
次
条

及
び
第
四
目
に
お
い
て
「
受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
事
業
を
行
う
も
の
の
基
本
方
針
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
款
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
基
本
方
針
） 

第
二
百
一
条
の
三 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
は
、
外
部
サ
ー
ビ
ス
利

用
型
共
同
生
活
援
助
計
画
に
基
づ
き
、
受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
受
託
居
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
か
つ
円
滑
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
が
地
域
に
お
い
て
共
同
し

て
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
利
用
者
の
身
体
及

び
精
神
の
状
況
並
び
に
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
共
同
生
活
住
居
に
お
い
て
相
談
、



 

入
浴
、
排
せ
つ
又
は
食
事
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
行
う

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

第
二
目 

人
員
に
関
す
る
基
準 

 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
二
百
一
条
の
四 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
を
行
う
者
（
第
四
目
に

お
い
て
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を

行
う
事
業
所
（
第
二
百
一
条
の
九
並
び
に
第
二
百
一
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
の

員
数
に
係
る
基
準
は
、省
令
第
二
百
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

（
準
用
） 

第
二
百
一
条
の
五 

第
百
九
十
七
条
の
規
定
は
、
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の

事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
二
百
九
条
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
二
百
十
三
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
二
百
九
条
」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

第
三
目 

設
備
に
関
す
る
基
準 

 

（
準
用
） 

第
二
百
一
条
の
六 

第
百
九
十
八
条
の
規
定
は
、
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の

事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
二
百
十
条
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
二
百
十
三
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
二
百
十
条
」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

第
四
目 

運
営
に
関
す
る
基
準 

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
） 

第
二
百
一
条
の
七 

内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
二
百
十
三
条
の

七
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

（
受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
） 

第
二
百
一
条
の
八 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
外
部
サ
ー
ビ
ス
利

用
型
共
同
生
活
援
助
計
画
に
基
づ
き
、
受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
り
、
適
切
か
つ

円
滑
に
受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

が
受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
提
供
し
た
日
時
、
時
間
、
具
体

的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
を
文
書
に
よ
り
報
告
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
運
営
規
程
） 

第
二
百
一
条
の
九 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
外
部
サ
ー
ビ
ス
利

用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項



 

に
関
す
る
運
営
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針 

二 
従
業
者
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容 

三 

入
居
定
員 

四 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
内
容
並
び
に
支
給
決
定
障
害
者
か
ら
受
領

す
る
費
用
の
種
類
及
び
そ
の
額 

五 

受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
受
託
居
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。
次
条
第

一
項
及
び
第
二
百
一
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地 

六 

入
居
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

七 

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法 

八 

非
常
災
害
対
策 

九 

事
業
の
主
た
る
対
象
と
す
る
障
害
の
種
類
を
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
障
害
の
種
類 

十 

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項 

十
一 

そ
の
他
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項 

（
受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
へ
の
委
託
） 

第
二
百
一
条
の
十 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
が
、
受
託
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
業
務
を
委
託
す
る
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
受
託
居
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
ご
と
に
文
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
事
業
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
提
供
す
る
受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
は
、
指
定

居
宅
介
護
と
す
る
。 

４ 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
事
業
の
開
始
に
当
た
っ
て
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
指
定
居
宅
介
護
事
業
者
と
、
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
こ
れ
ら
の
提
供
に

関
す
る
業
務
を
委
託
す
る
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

に
、
業
務
に
つ
い
て
必
要
な
管
理
及
び
指
揮
命
令
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

６ 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
受
託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る

業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
定
期
的
に
確
認
し
、そ
の
結
果
等
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
） 

第
二
百
一
条
の
十
一 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、利
用
者
に
対
し
、

適
切
な
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
外
部
サ
ー
ビ
ス
利

用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
ご
と
に
、
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば



 

な
ら
な
い
。 

２ 
前
項
の
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
が
安
心
し
て
日
常
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
継
続
性
を
重
視
し
た
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援

助
の
提
供
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同

生
活
援
助
事
業
所
ご
と
に
、
当
該
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
又
は
受

託
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
従
業
者
に
よ
っ
て
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援

助
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、

そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
準
用
） 

第
二
百
一
条
の
十
二 

第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
、

第
二
十
四
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
、
第
五
十
五
条
、
第
六
十

条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
五
条
か
ら
第
七
十
七
条
ま
で
、
第

九
十
条
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
四
条
、
第
百
五
十
七
条
の
二
、
第
百
九
十
八
条
の
二
か
ら
第

百
九
十
九
条
の
二
ま
で
及
び
第
二
百
条
の
二
か
ら
第
二
百
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
外
部
サ
ー

ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十

二
条
中
「
第
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
三
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
十

一
条
」
と
、
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
一
条
の
十
二
に

お
い
て
準
用
す
る
第
百
九
十
八
条
の
四
第
一
項
」
と
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
一
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
九
十
八
条
の
四
第
二

項
」
と
、
第
三
十
七
条
中
「
第
三
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
三
条
の
十
二
に
お
い
て

準
用
す
る
省
令
第
三
十
六
条
」
と
、
第
四
十
一
条
中
「
第
四
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十

三
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
条
」
と
、
第
六
十
条
中
「
療
養
介
護
計
画
」
と

あ
る
の
は
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
共
同
生
活
援
助
計
画
」
と
、
第
七
十
五
条
中
「
第
七
十
三

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
三
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
七
十
三
条
」
と
、
第

七
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
六
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
一
条
の
十
二
に
お

い
て
準
用
す
る
第
六
十
条
第
一
項
」
と
、
「
療
養
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
外
部
サ
ー
ビ
ス

利
用
型
共
同
生
活
援
助
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
百
一
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
五
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
第
六
十

七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
一
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
条
」
と
、
同
項
第
四

号
中
「
第
七
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
三
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省

令
第
七
十
三
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
一
条
の
十
二
」



 

と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
七
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
三
条
の
十
二
」
と
、
第
九
十

四
条
中
「
前
条
の
協
力
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
一
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る

第
二
百
条
の
四
第
一
項
の
協
力
医
療
機
関
及
び
同
条
第
二
項
の
協
力
歯
科
医
療
機
関
」
と
、
第

百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
支
給
決
定
障
害
者
（
指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練
を
受
け
る
者
及
び

省
令
第
百
七
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
支

給
決
定
障
害
者
（
入
居
前
の
体
験
的
な
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
を
受
け
て

い
る
者
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
支
給
決
定
障
害
者
（
指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練
を

受
け
る
者
及
び
省
令
第
百
七
十
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
支
給
決
定
障
害
者
（
入
居
前
の
体
験
的
な
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生

活
援
助
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
」
と
、
第
百
九
十
八
条
の
五
第
一
項
中
「
第
二
百
一
条
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
百
一
条
の
十
二
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
二
項
中
「
共
同
生
活
援
助
計
画
」

と
あ
る
の
は
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
共
同
生
活
援
助
計
画
」
と
、
第
百
九
十
八
条
の
六
中
「
第

二
百
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
一
条
の
十
二
」
と
、
第
百
九
十
九
条
中
「
第
二
百
十
一
条
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
三
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
二
百
十
一
条
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
章
第
十
五
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

第
十
五
節 

削
除 

第
二
百
四
条
及
び
第
二
百
五
条 

削
除 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
衛
生
試
験
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
六
号
）（
保
健

医
療
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

消
費
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
衛
生
試
験
等
の
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、

水
質
試
験
の
試
験
項
目
を
追
加
等
す
る
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
う
、
衛
生
試
験
等
の
手
数
料
の
額
の
改
定 

 
 

 

（
例
）
病
理
学
的
試
験
又
は
検
査
（
昆
虫
検
査
の
簡
単
な
も
の
） 

 
 

 
 

 

改
正
前 

 
 

 
 

 

改
正
後 

 
 

一
、
八
〇
〇
円 

↓ 

一
、
八
二
〇
円 

㈡ 

水
質
試
験
の
試
験
項
目
の
追
加 

 
 

 
 

 

改
正
前 

 
 

 

改
正
後 

 
 

五
〇
項
目 

↓ 

五
一
項
目 

㈢ 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

    



条 
 

例 

 
埼
玉
県
衛
生
試
験
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  
 

 

埼
玉
県
衛
生
試
験
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
衛
生
試
験
等
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
八
百
二
十
円
」
に
、
「
七
千
六
十
円
」
を

「
七
千
二
百
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
千
八
百
八
十
円
」
を
「
六
千
四
十
円
」
に
改
め
、

同
号
ハ
⑴
中
「
一
万
五
千
百
円
」
を
「
一
万
五
千
四
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
中
「
六
千

六
百
三
十
円
」
を
「
六
千
七
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
一
万
四
千
三
百
円
」
を
「
一
万

四
千
六
百
円
」
に
、
「
三
万
三
千
五
百
円
」
を
「
三
万
四
千
六
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
イ
⑴
中
「
二
千
百
四
十
円
」
を
「
二
千
百
七
十
円
」
に
、
「
三
千
二
百
六
十
円
」
を
「
三
千
二

百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵
中
「
四
千
八
百
八
十
円
」
を
「
四
千
九
百
四
十
円
」
に
、
「
六

千
六
百
五
十
円
」
を
「
六
千
七
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
「
七
千
九
百
八
十
円
」
を
「
八

千
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
二
万
三
千
五
百
円
」
を
「
二
万
四
千
九
十
円
」
に
、
「
五

万
六
百
円
」
を
「
五
万
千
四
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
一
万
九
百
円
」
を
「
一

万
千
百
九
十
円
」
に
、
「
二
万
四
千
三
百
円
」
を
「
二
万
四
千
七
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
一
万
四
千
九
百
円
」
を
「
一
万
五
千
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
イ
中
「
千
三
百
十

円
」
を
「
千
三
百
四
十
円
」
に
、
「
五
千
七
百
四
十
円
」
を
「
五
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

⑴
中
「
三
千
四
百
九
十
円
」
を
「
三
千
五
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
三
千
七
百
四
十

円
」
を
「
三
千
七
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
三
千
三
百
五
十
円
」
を
「
三
千
三

百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
「
四
千
百
五
十
円
」
を
「
四
千
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
号

ロ
⑵
中
「
六
千
五
百
十
円
」
を
「
六
千
五
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑴
中
「
六
千
三
十
円
」

を
「
六
千
九
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
中
「
七
千
二
百
四
十
円
」
を
「
七
千
三
百
二
十
円
」
に

改
め
、
同
号
ニ
中
「
九
千
百
九
十
円
」
を
「
九
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
四

百
円
」
を
「
四
百
十
円
」
に
、
「
千
百
五
十
円
」
を
「
千
百
七
十
円
」
に
、
「
七
千
八
百
十
円
」

を
「
八
千
十
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵
中
「
千
二
百
六
十
円
」
を
「
千
二
百
九
十
円
」
に
、
「
四

千
三
百
七
十
円
」
を
「
四
千
四
百
九
十
円
」
に
、
「
一
万
四
百
円
」
を
「
一
万
七
百
円
」
に
、
「
一

万
九
千
四
百
円
」
を
「
二
万
三
百
二
十
円
」
に
、
「
二
万
二
千
円
」
を
「
二
万
二
千
九
百
六
十
円
」

に
、
「
二
万
千
八
百
円
」
を
「
二
万
二
千
七
百
九
十
円
」
に
、
「
四
万
五
千
六
百
円
」
を
「
四
万

埼
玉
県
条
例
第
十
六
号



七
千
三
百
三
十
円
」
に
、
「
二
万
五
千
百
円
」
を
「
二
万
六
千
二
十
円
」
に
、
「
二
万
九
千
二
百

円
」
を
「
三
万
百
三
十
円
」
に
、
「
二
万
二
千
六
百
円
」
を
「
二
万
三
千
二
百
円
」
に
、
「
四
万

三
千
八
百
円
」
を
「
四
万
六
千
六
十
円
」
に
、
「
二
万
二
千
三
百
円
」
を
「
二
万
二
千
六
百
三
十

円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
九
百
九
十
円
」
を
「
千
十
円
」
に
、
「
二
千
五
百
六
十
円
」
を
「
二                                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
浄
水 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
十
項
目
に
つ
き 

 

二
十
三
万
五
千
二
百
円 

 

「
浄
水 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
九
項
目
に
つ
き 

 
 

二
十
一
万
千
五
百
円
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
十
一
項
目
に
つ
き 

 
 

 

二
十
三
万
九
千
八
十
円 

 
 

 
 

 
 

 

四
十
項
目
に
つ
き 

 

二
十
一
万
七
千
八
百
九
十
円
」 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
項
目
に
つ
き 

 
 

 
 

 

六
千
五
百
円 

 

「 

 

味
及
び
残
留
塩
素
を
除
く
八
項
目
に
つ
き 

 
 

 

五
千
九
百
二
十
円
」 

 

味
及
び
残
留
塩 

 
 

 

十
一
項
目
に
つ
き 

 
 

 
 

 

六
千
九
百
円 

素
を
除
く
九
項
目
に
つ
き 

 
 

 
 

 

六
千
三
百
円
」 

十
円
」
を
「
二
千
七
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
薬
事
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
」
を
加
え
、
「
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
薬
局
方
（
平
成
三
年
厚
生

省
告
示
第
五
十
一
号
」
を
「
に
規
定
す
る
日
本
薬
局
方
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
日
本
薬
局
方
」

と
い
う
。
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
中
「
千
四
百
三
十
円
」
を
「
千
四
百
五
十
円
」
に
、
「
三
千
六

百
八
十
円
」
を
「
三
千
七
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵
中
「
三
千
四
百
九
十
円
」
を
「
三
千

五
百
六
十
円
」
に
、
「
八
千
五
百
二
十
円
」
を
「
八
千
七
百
十
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「
三

千
五
百
三
十
円
」
を
「
三
千
五
百
九
十
円
」
に
、
「
五
千
四
百
九
十
円
」
を
「
五
千
五
百
九
十
円
」

に
、
「
一
万
五
千
三
百
円
」
を
「
一
万
五
千
六
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
薬
事
法
第
四

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
」
を
削
り
、
同
号
ロ
⑴
中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
五
百
二
十
円
」

に
、
「
三
千
十
円
」
を
「
三
千
七
十
円
」
に
、
「
八
千
六
十
円
」
を
「
八
千
二
百
三
十
円
」
に
改

め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
七
千
八
百
六
十
円
」
を
「
八
千
三
十
円
」
に
、
「
九
千
三
百
円
」
を
「
九
千

五
百
二
十
円
」
に
、
「
一
万
七
千
円
」
を
「
一
万
七
千
三
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
九

千
二
十
円
」
を
「
九
千
二
百
三
十
円
」
に
、
「
二
万
千
百
円
」
を
「
二
万
千
六
百
二
十
円
」
に
改

め
、
同
号
ニ
中
「
三
万
七
千
百
円
」
を
「
三
万
七
千
七
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
イ
中

「
塩
酸
」
を
「
塩
化
水
素
」
に
、
「
一
万
百
円
」
を
「
一
万
三
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
」
を
「
塩
化
ビ
ニ
ル
」
に
、
「
三
千
四
百
六
十
円
」
を
「
三
千
五
百
二
十
円
」

に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
二
万
千
九
百
円
」
を
「
二
万
二
千
三
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
三

万
千
八
百
円
」
を
「
三
万
二
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
五
万
五
千
八
百
円
」
を
「
五
万

七
千
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
一
万
三
千
円
」
を
「
一
万
三
千
二
百
九
十
円
」
に

改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
五
万
六
千
五
百
円
」
を
「
五
万
七
千
百
円
」
に
改
め
る
。 

原
水 

を 

原
水 

に
改
め
、
同
号
ニ
⑴
中 

千
六
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
六
千
百
円
」
を
「
六
千
二
百
六
十
円
」
に
、 

を 

に
改
め
、
同
号
ニ
⑵
中
「
二
千
六
百
五 



 
 

 

附 

則 

 
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
保
健
所
使
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）（
保
健
医

療
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

消
費
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
診
断
書
等
の
交
付
に
係
る
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
と

と
も
に
、
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
等
の
使
用
料
の
額
の
定
め
を
廃
止
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

診
断
書
等
の
交
付
に
係
る
手
数
料
の
額
の
改
定 

 
 

（
現
行
）
一
、
四
九
〇
円 
↓ 

（
改
正
後
）
一
、
五
三
〇
円 

㈡ 

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
Ｂ
Ｃ
Ｇ
接
種
に
係
る
使
用
料
の
額
の
定
め
の
廃
止 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

     



条 
 

例 

 
埼
玉
県
保
健
所
使
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
保
健
所
使
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
保
健
所
使
用
料
等
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

診
断
書
、
証
明
書
又
は
身
体
検
査
書
の
交
付
に
係
る
手
数
料
の
金
額
は
、
一
通
に
つ
き
千
五 

 

百
三
十
円
と
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

      

埼
玉
県
条
例
第
十
七
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
に
係
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）（
保
健
医
療
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
が
財
産
を
処 

 

分
す
る
場
合
に
、
県
へ
の
納
付
の
対
象
と
な
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
が
財
産
を
処
分
す
る
場
合
に
、
県
へ
の
納
付
の
対
象
と
な
る 

 

重
要
な
財
産
を
、
帳
簿
価
額
五
十
万
円
以
上
の
財
産
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
財
産
と
す
る
規
定 

 

の
新
設 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

  



条 
 

例 

 
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
に
係
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
に
係
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る 

 
 

 

条
例 

 

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
に
係
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県

条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

本
則
中
「
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
」
を
「
県
立
大
学
」
に
、
「
地
方
独
立
行
政
法
人
法

（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
」
を
「
法
」
に
改
め
、
本
則
を
第
二
条
と
し
、
同
条
に
見
出 

し
と
し
て
「
（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
重
要
な
財
産
）
」
を
付
し
、
同
条
の
前

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
法
第
六
条
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
重
要
な
財
産
） 

第
一
条 

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
（
次
条
に
お
い
て
「
県
立
大
学
」
と
い
う
。
）
に
係
る 

 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て 

 

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
重
要
な
財
産
は
、
法
第
四
十
二
条
の
二 

 

第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
に
係
る
申
請
の
日
に
お
け
る
帳
簿
価
額
（
現
金
及
び
預
金
に
あ
っ 

 

て
は
、
申
請
の
日
に
お
け
る
そ
の
額
）
が
五
十
万
円
以
上
の
財
産
（
そ
の
性
質
上
同
条
の
規
定 

 

に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
財
産
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

埼
玉
県
条
例
第
十
八
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第

十
九
号
）
（
国
保
医
療
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

本
条
例
で
規
定
す
る
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
の
拠
出
率
を
改
定
す
る
た 

 

め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

第
二
条
に
定
め
る
拠
出
率
を
「
一
万
分
の
九
」
か
ら
「
十
万
分
の
四
十
四
」
に
改
め
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 



条 
 

例 

 
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
年
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
一
万
分
の
九
」
を
「
十
万
分
の
四
十
四
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
条
例
第
十
九
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
） 

 

（
疾
病
対
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
交
付
金
管
理
運
営
要
領
が
改
正
さ
れ
、
緊
急
強
化
事
業
の
実
施
期

限
が
平
成
二
十
六
年
度
末
に
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
埼
玉
県
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
の

設
置
期
間
を
延
長
す
る
。 

二 

内
容 

 

設
置
期
間
を
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
に
改
め 

 
 

 

る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

 
 

 

 



条 
 

例 

 
埼
玉
県
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

埼
玉
県
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 埼

玉
県
条
例
第
二
十
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二

十
一
号
）（
生
活
衛
生
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
多
数
の
動
物
を
飼
養
す
る 

 

者
の
届
出
制
度
を
新
設
す
る
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

（一） 

犬
又
は
猫
（
生
後
九
十
日
以
内
の
も
の
を
除
く
。
）
を
規
則
で
定
め
る
数
以
上
飼
養
し
て 

 
 

い
る
者
（
ペ
ッ
ト
販
売
業
者
等
を
除
く
。
）
に
対
す
る
届
出
制
度
の
新
設 

 

（二） 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
。
た
だ
し
、
二

（二）
は
公
布
の
日 

         



条 
 

例 

 
埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
多
数
の
動
物
の
飼
養
に
係
る
届
出
） 

第
七
条
の
二 

犬
又
は
猫
（
生
後
九
十
日
以
内
の
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
動

物
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
対
象
動
物
」
と
い
う
。
）
の
飼
い
主
は
、
当
該
対

象
動
物
の
数
が
一
の
飼
養
施
設
等
（
施
設
若
し
く
は
飼
養
の
用
に
供
す
る
建
物
（
こ
れ
ら
の
敷

地
を
含
む
。
）
又
は
飼
養
の
用
に
供
す
る
土
地
（
施
設
又
は
飼
養
の
用
に
供
す
る
建
物
の
敷
地

を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
数
以
上
と

な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
当
該
飼
養
施
設
等
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
十
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
、

法
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 

二 

飼
養
施
設
等
の
所
在
地 

 

三 

飼
養
す
る
対
象
動
物
の
種
類
及
び
数 

 

四 

飼
養
施
設
等
の
構
造
及
び
規
模 

 

五 

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
対
象
動
物
の
数
が
同
項
の
規

則
で
定
め
る
数
未
満
と
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

第
十
条
第
四
項
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
三
項
」
に
、「
同
条
第
一
項
」 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号



を
「
同
条
第
一
項
本
文
」
に
、「
ね
こ
」
を
「
猫
」
に
改
め
る
。 

 
第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
ね
こ
」
を
「
猫
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」 

を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
に
、「
ね
こ
」
を
「
猫
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
に
、 

「
ね
こ
」
を
「
猫
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
三 

項
」
に
、「
同
条
第
一
項
」
を
「
同
条
第
一
項
本
文
」
に
、「
ね
こ
」
を
「
猫
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
過
料
） 

第
二
十
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

 

一 

第
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し 

 
 

た
者 

 

二 

第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
四
項
、
第 

 

十
一
条
及
び
第
十
八
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
同
項
に
規
定
す
る 

 

対
象
動
物
を
一
の
同
項
に
規
定
す
る
飼
養
施
設
等
に
お
い
て
同
項
の
規
則
で
定
め
る
数
以
上
飼 

 

養
し
て
い
る
飼
い
主
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
と
な
っ
た
と 

 

き
は
、
そ
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
で
あ
る
と
き
は
、
埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す 

 

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
施
行
の
日
」 

 

と
す
る
。 

 

（
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六 

 

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
七
十
六
項
第
三
号
事
務
の
欄
中
８
を
削
り
、
７
を
８
と
し
、
１
か
ら
６
ま
で
を
２
か 

 

ら
７
ま
で
と
し
、
２
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

１ 

条
例
第
七
条
の
二
及
び
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
産
業
振
興
・
雇
用
機
会
創
出
基
金
条
例
（
埼
玉
県
条
例
二
十
二
号
）（
産
業
労
働
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
内
の
産
業
の
振
興
及
び
雇
用
機
会
の
創
出
を
図
る
た
め
に
実
施
す
る
事
業
の
推
進
に
要
す

る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
埼
玉
県
産
業
振
興
・
雇
用
機
会
創
出
基
金
を
設
置
す
る
た
め

の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 
 

基
金
の
設
置
、
積
立
て
、
管
理
、
処
分
等
に
つ
い
て
規
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

    



条 
 

例 

 
埼
玉
県
産
業
振
興
・
雇
用
機
会
創
出
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
産
業
振
興
・
雇
用
機
会
創
出
基
金
条
例 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

県
内
の
産
業
の
振
興
及
び
雇
用
機
会
の
創
出
を
図
る
た
め
に
実
施
す
る
事
業
の
推
進
に

要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
埼
玉
県
産
業
振
興
・
雇
用
機
会
創
出
基
金
（
以
下
「
基

金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。 

 

（
積
立
て
） 

第
二
条 

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
当
該
積
立
て
を
す
る
年
度
の
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予

算
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

（
管
理
） 

第
三
条 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に

よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
運
用
益
金
の
処
理
） 

第
四
条 

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の
基

金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
処
分
） 

第
五
条 

基
金
は
、
県
内
の
産
業
の
振
興
及
び
雇
用
機
会
の
創
出
を
図
る
た
め
に
実
施
す
る
事
業

の
推
進
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
委
任
） 

第
六
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
商
店
街
活
性
化
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
三
号
）
（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課
） 

一 

趣
旨 

商
店
街
の
活
性
化
に
関
し
、
県
、
商
店
街
事
業
者
、
受
益
事
業
者
、
商
店
会
等
の
責
務
及
び

県
民
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
商
店
街
の
重
要
性
を
認
識
す
る
社
会
的
気
運
を
醸

成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
商
店
街
の
活
性
化
を
図
り
、
も
っ
て
地
域
経
済
及
び
地
域
社
会
の
健
全

な
発
展
に
資
す
る
た
め
の
条
例 

二 

内
容 

㈠ 

県
の
責
務 

 

ア 

商
店
街
の
実
情
の
把
握
や
商
店
街
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る

よ
う
努
め
る
。 

 

イ 

市
町
村
が
行
う
商
店
街
の
活
性
化
を
図
る
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
、
必
要
な
支
援
を
行

う
よ
う
努
め
る
。 

㈡ 

商
店
街
事
業
者
の
責
務 

 

ア 

地
域
貢
献
活
動
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
地
域
に
根
ざ
し
た
経
済
活
動
を
行
う
よ
う
努

め
る
。 

イ 

商
店
会
に
加
入
し
、
地
域
貢
献
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
。 

㈢ 

受
益
事
業
者
の
責
務 

 
 

商
店
街
の
活
性
化
に
関
し
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
。 

㈣ 

商
店
会
の
責
務 

 

ア 

地
域
貢
献
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
。 

 

イ 

商
店
街
事
業
者
等
に
商
店
会
へ
の
加
入
を
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
活
動
内
容
等
に
つ

い
て
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
。 

㈤ 

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
の
責
務 

 
 

商
店
会
等
が
行
う
地
域
貢
献
活
動
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
。 

㈥ 

県
民
の
役
割 

地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
商
店
街
の
活
性
化
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
。 

 

三 

施
行
期
日 

 

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日 

 

 



条 
 

例 

 
埼
玉
県
商
店
街
活
性
化
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
商
店
街
活
性
化
条
例 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
商
店
街
が
、
地
域
に
根
ざ
し
た
経
済
活
動
と
地
域
貢
献
活
動
と
の
両
立

が
図
ら
れ
る
場
で
あ
り
、
地
域
経
済
の
活
性
化
及
び
活
力
に
満
ち
た
魅
力
あ
る
地
域
社
会
の
形

成
に
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
商
店
街
の
活
性
化
に
関
し
、
県
、
商
店
街
事
業
者
、
受

益
事
業
者
、
商
店
会
等
の
責
務
及
び
県
民
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
商
店
街
の
重

要
性
を
認
識
す
る
社
会
的
気
運
を
醸
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
商
店
街
の
活
性
化
を
図
り
、
も
っ

て
地
域
経
済
及
び
地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

商
店
街
事
業
者 

商
店
街
の
区
域
に
お
い
て
当
該
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
の
住
民
の

生
活
に
関
す
る
需
要
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
商
品
の
販
売
等
若
し
く
は
役
務
の
提
供
の
事
業（
以

下
こ
の
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
「
商
店
街
事
業
」
と
い
う
。）
を
営
む
者
又
は
商
店
街
事

業
に
係
る
商
業
施
設
を
設
置
す
る
者
を
い
う
。 

二 

受
益
事
業
者 

商
店
街
の
区
域
に
お
い
て
事
業
を
営
む
者
（
商
店
街
事
業
者
を
除
く
。）

で
あ
っ
て
商
店
街
事
業
又
は
地
域
貢
献
活
動
に
よ
り
便
益
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。 

三 

商
店
会 

商
店
街
振
興
組
合
そ
の
他
商
店
街
の
活
性
化
を
目
的
と
し
て
商
店
街
事
業
者
そ

の
他
関
係
者
が
組
織
す
る
団
体
を
い
う
。 

四 

地
域
に
根
ざ
し
た
経
済
活
動 

商
店
街
事
業
の
う
ち
、
当
該
地
域
に
密
着
し
て
持
続
的
に

営
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
当
該
地
域
の
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
も
の
を
い
う
。 

五 

地
域
貢
献
活
動 

商
店
街
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
の
住
民
等
に
対
し
て
、
商
店
会

が
行
う
活
動
又
は
商
店
街
事
業
者
そ
の
他
関
係
者
が
商
店
会
に
協
力
し
て
、
若
し
く
は
相
互

に
連
携
協
力
し
て
行
う
活
動
の
う
ち
、
住
民
の
交
流
の
促
進
、
地
域
の
防
犯
又
は
防
災
、
住

民
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
も
の
そ
の
他
の
地
域
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
っ
て
活
力
に
満
ち

た
魅
力
あ
る
地
域
社
会
の
形
成
に
資
す
る
も
の
を
い
う
。 

（
県
の
責
務
） 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
三
号



第
三
条 

県
は
、
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
適
宜
、
商
店
街
の
実
情
の
把

握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
及
び
市
町
村
と
連
携
し
て
、
商
店
街
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、市
町
村
に
対
し
、市
町
村
が
行
う
商
店
街
の
活
性
化
を
図
る
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
、

情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
商
店
街
事
業
者
の
責
務
） 

第
四
条 

商
店
街
事
業
者
は
、
地
域
に
根
ざ
し
た
経
済
活
動
に
伴
う
利
益
を
地
域
貢
献
活
動
と
し

て
地
域
社
会
に
役
立
て
る
こ
と
が
地
域
に
根
ざ
し
た
経
済
活
動
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を

十
分
認
識
し
、
地
域
貢
献
活
動
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
地
域
に
根
ざ
し
た
経
済
活
動
を
行
う
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

商
店
街
事
業
者
は
、
商
店
会
が
地
域
貢
献
活
動
の
主
導
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
を
認
識
し
、

商
店
会
に
加
入
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
貢
献
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
受
益
事
業
者
の
責
務
） 

第
五
条 

受
益
事
業
者
は
、
自
ら
が
商
店
街
事
業
又
は
地
域
貢
献
活
動
に
よ
り
便
益
を
受
け
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
商
店
街
の
活
性
化
に
関
し
、
商
店
会
へ
の
加
入
、
地
域
貢
献
活
動
へ
の
協

力
そ
の
他
の
協
力
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
商
店
会
の
責
務
） 

第
六
条 

商
店
会
は
、
自
ら
地
域
貢
献
活
動
の
主
導
的
な
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
市
町
村
と
連

携
し
て
、
地
域
貢
献
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

商
店
会
は
、
地
域
貢
献
活
動
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
商
店
街
事
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対

し
、
商
店
会
に
加
入
す
る
よ
う
自
ら
積
極
的
に
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
活
動
内
容
等

に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

商
店
会
は
、
商
店
街
事
業
者
が
行
う
地
域
に
根
ざ
し
た
経
済
活
動
と
地
域
貢
献
活
動
と
の
両

立
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
特
に
配
慮
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
の
責
務
） 

第
七
条 

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
は
、
商
店
会
及
び
商
店
街
事
業
者
そ
の
他
関
係
者
が
行
う
地

域
貢
献
活
動
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
県
民
の
役
割
） 

第
八
条 

県
民
は
、
商
店
街
が
地
域
住
民
の
生
活
の
向
上
及
び
地
域
の
魅
力
の
増
進
に
寄
与
す
る

こ
と
を
理
解
し
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
、
商
店
街
の
活
性
化
に
関
し
、
地
域
貢
献
活
動
の

う
ち
住
民
の
交
流
の
促
進
に
寄
与
す
る
も
の
へ
の
参
加
そ
の
他
の
協
力
を
す
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。 

附 

則 



こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
緊
急
雇
用
創
出
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号
）（
就

業
支
援
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

国
の
平
成
二
十
五
年
度
補
正
予
算
を
受
け
、
緊
急
雇
用
創
出
基
金
事
業
の
終
了
時
期
が
延
び 

 

た
こ
と
に
伴
い
、
埼
玉
県
緊
急
雇
用
創
出
基
金
の
設
置
期
間
を
延
長
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

基
金
の
終
了
時
期 

 
 

（
改
正
前
）
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
↓
（
改
正
後
）
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

          



条 
 

例 

 
埼
玉
県
緊
急
雇
用
創
出
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  
 

 

埼
玉
県
緊
急
雇
用
創
出
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
緊
急
雇
用
創
出
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

 

   
 

 
 

 
 

 

 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
農
業
構
造
改
革
支
援
基
金
条
例（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
五
号
）（
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
農
用
地
の
集
団
化
等
に
よ
る
農
用
地
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高

度
化
を
図
り
、
農
業
の
生
産
性
の
向
上
そ
の
他
の
農
業
の
構
造
改
革
を
推
進
す
る
事
業
の
支
援

に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
埼
玉
県
農
業
構
造
改
革
支
援
基
金
を
設
置
す
る
た
め

の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 
 

基
金
の
設
置
、
積
立
て
、
管
理
、
処
分
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

         



条 
 

例 

 
埼
玉
県
農
業
構
造
改
革
支
援
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
農
業
構
造
改
革
支
援
基
金
条
例 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
農
用
地
の
集
団
化
等
に
よ
る
農
用
地
の
利
用
の
効
率
化
及

び
高
度
化
を
図
り
、
農
業
の
生
産
性
の
向
上
そ
の
他
の
農
業
の
構
造
改
革
を
推
進
す
る
事
業
の

支
援
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
埼
玉
県
農
業
構
造
改
革
支
援
基
金
（
以
下
「
基

金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。 

 

（
積
立
て
） 

第
二
条 

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
当
該
積
立
て
を
す
る
年
度
の
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予 

 

算
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

（
管
理
） 

第
三
条 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に 

 

よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と 

 

が
で
き
る
。 

 

（
運
用
益
金
の
処
理
） 

第
四
条 

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の
基 

 

金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
処
分
） 

第
五
条 

基
金
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
事
業
の
支
援
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に 

 

限
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
委
任
） 

第
六
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定 

 

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
五
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第

二
十
六
号
）（
教
委
・
財
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
不
徴
収
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
制
度
が
導 

入
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
授
業
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

授
業
料
の
徴
収 

 
 

 

県
立
高
等
学
校
の
生
徒
に
つ
い
て
は
、
授
業
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
す
る 

 

㈡ 

授
業
料
の
徴
収
方
法 

 
 

 

授
業
料
の
徴
収
方
法
の
一
部
に
つ
い
て
、
知
事
が
定
め
る
こ
と
と
す
る 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

 



条 
 

例 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
授
業
料
の
徴
収
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

県
立
の
高
等
学
校
の
生
徒
に
つ
い
て
は
、
授
業
料
を
徴
収
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
課

程
に
つ
い
て
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
」
を
「
課
程
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

前
条
第
二
項
の
授
業
料（
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
課
程
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

は
、
年
四
回
以
内
に
お
い
て
知
事
が
定
め
る
月
に
当
該
授
業
料
の
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る

額
を
当
該
月
の
知
事
が
定
め
る
日
ま
で
に
徴
収
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
号
」
の
下
に
「
に
規
定
す
る
課
程
に
係
る
授

業
料
」
を
加
え
、
「
第
三
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

 

第
四
条
中
「
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
」
を
削
り
、
「
と
き
」
を
「
場
合
」

に
、
「
以
下
」
を
「
次
条
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
」
を
削
り
、
「
と
き
」
を
「
場
合
」

に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
三
項
中
「
第
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
高
等
学
校
等
（
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の

不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及

び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
を
い
う
。
）
に
在
学
す
る
者
に
係
る
同
日
以
後
の
県
立
の

高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
（
通
信
制
の
課
程
の
生
徒
に
つ
い
て
は
、
受
講
料
を
い
う
。
）
の
徴

収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
六
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
七
号
）
（
県
立

学
校
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

高
等
学
校
及
び
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
職
員
の
標
準
定
数
の
変
更
の
た
め
、
学
校
職

員
の
定
数
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

学
校
職
員
の
定
数
の
改
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 



条 
 

例 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平

 

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
の
表
中
「
八
、
一
六
一
人
」
と
あ
る
の
は
「
八
、

 

二
三
三
人
」
と
、
「
一
一
、
三
六
五
人
」
と
あ
る
の
は
「
一
一
、
四
七
二
人
」
と
す
る
。 

そ
の
他
の
職
員 

校
長
及
び
教
員
（
副 

校
長
、
教
頭
、
主
幹 

教
諭
、
教
諭
、
養
護 

教
諭
、
助
教
諭
、
養 

護
助
教
諭
及
び
講
師 

を
い
う
。
） 学

校
種
別 

 
 

 

 
 

 

職
員
種
別 

  

一
、
四
六
三 

 人 

  

八
、
一
六
一 

  

人 

県
立
高
等
学
校 

及
び
市
町
村
立 

高
等
学
校
（
定 

時
制
の
課
程
） 

  

四
七
二 

 人 

  

三
、
七
二
〇

  

人 

県
立
及
び
市
町 

村
立
の
特
別
支 

援
学
校 

 

   
 

 

六
二
一 

 人 

  

一
一
、
三
六
五

  

人 

県
立
及
び
市
町 

村
立
の
中
学
校 

  

   

一
、
二
一
〇 人 

  

一
九
、
二
八
七

  

人 

市
町
村
立
小
学 

校 

  

埼
玉
県
条
例
第
二
十
七
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）

（
生
徒
指
導
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
の
施
行
に
伴
い
、
埼
玉
県
い
じ
め
問
題
調
査
審
議
会
を
設
置
す
る

た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

別
表
第
一
の
二
、
教
育
委
員
会
の
附
属
機
関
に
「
埼
玉
県
い
じ
め
問
題
調
査
審
議
会
」
を
追

加
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

    



条 
 

例 

 
執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
二
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

       
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
い
じ
め
問
題
調
査
審
議
会 

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

七
十
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
県
立
学
校

に
お
け
る
重
大
事
態
（
当
該
県
立
学
校
に
よ
る
調
査

が
困
難
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
地
方
い
じ

め
防
止
基
本
方
針
に
基
づ
く
い
じ
め
の
防
止
等
の
た

め
の
対
策
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。 

 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
九
号
）

（
留
置
管
理
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
、
刑
事
収
容
施
設
及

び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
が
一
部
改
正
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
の
条
例
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
委
員
の
任 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

期
の
追
加 

 

㈡ 

再
任
回
数
の
削
除 

 
 

 
 

 

 

㈢ 

刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
、
規
定
の 

 
 

整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

       



条 
 

例 

 
埼
玉
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
（
平
成
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
二
十
一
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
補
欠
」
を
「
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
」
に
改
め
、 

同
条
第
三
項
中
「
三
回
に
限
り
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

         

埼
玉
県
条
例
第
二
十
九
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条

例
第
三
十
号
）（
警
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

川
口
市
に
お
け
る
住
居
表
示
の
実
施
に
伴
い
、
武
南
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
規
定
を
整
備
す 

 

る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

武
南
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
変
更 

 
 

川
口
市
の
新
た
な
町
の
区
域
と
な
る
「
、
戸
塚
南
一
丁
目
、
戸
塚
南
二
丁
目
、
戸
塚
南
三
丁 

 

目
、
戸
塚
南
四
丁
目
、
戸
塚
南
五
丁
目
」
を
加
え
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

              



条 
 

例 

 
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
武
南
警
察
署
の
項
中
「
戸
塚
境
町
」
の
下
に
「
、
戸
塚
南
一
丁
目
、
戸
塚
南
二
丁
目
、
戸

塚
南
三
丁
目
、
戸
塚
南
四
丁
目
、
戸
塚
南
五
丁
目
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

         

埼
玉
県
条
例
第
三
十
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号
）（
警

務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

警
察
業
務
の
複
雑
化
及
び
広
範
化
を
踏
ま
え
、責
任
体
制
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、 

 

高
度
か
つ
専
門
的
な
業
務
遂
行
を
図
る
た
め
、
警
察
官
の
階
級
別
定
数
を
改
定
す
る
た
め
の
改 

 

正 

二 

内
容 

 
 

警
視
の
定
数
「
二
百
七
十
人
」
を
「
二
百
八
十
四
人
」
に
、
警
部
の
定
数
「
六
百
二
十
三
人
」 

 

を
「
六
百
六
十
九
人
」
に
、
警
部
補
及
び
巡
査
部
長
の
定
数
「
六
千
八
百
五
十
四
人
」
を
「
六 

 

千
八
百
十
三
人
」
に
、
巡
査
の
定
数
「
三
千
五
百
八
十
八
人
」
を
「
三
千
五
百
六
十
九
人
」
に 

 

改
め
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 



条 
 

例 

 
埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
百
七
十
人
」
を
「
二
百
八
十
四
人
」
に
、
「
六
百
二
十
三
人
」

を
「
六
百
六
十
九
人
」
に
、
「
六
千
八
百
五
十
四
人
」
を
「
六
千
八
百
十
三
人
」
に
、
「
三
千
五

百
八
十
八
人
」
を
「
三
千
五
百
六
十
九
人
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

           

埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉

県
条
例
第
三
十
二
号
）（
交
通
指
導
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

消
費
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
手
数
料
の
額
を
改
定
等
す
る

た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

消
費
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
手
数
料
の
額
の
改
訂 

 
 

 
 

 
 

 

（
現
行
）
一
九
，
〇
〇
〇
円 

↓ 

（
改
正
後
）
二
〇
，
〇
〇
〇
円 

 

㈡ 

道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
一
定
の
病
気
に
該
当
す
る
こ
と
等
を
理
由
に
運
転
免

許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
、
免
許
再
取
得
時
の
試
験
の
一
部
が
免
除
さ
れ
る
こ
と

に
よ
る
、
手
数
料
の
新
設 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
，
九
〇
〇
円 

 

㈢ 

道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
、
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

二
㈠
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
二
㈡
及

び
㈢
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

四
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

              



条 
 

例 

 
埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
五

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
七
号
の
表
第
一
号
の
五
中
「
一
万
九
千
円
」
を
「
二
万
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
中

「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
又
は
第
五
号
」
を
加
え
、
同
表
第
四
号
の
二
中

「
第
八
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
八
十
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
七
号
の
表
第
四

号
及
び
第
四
号
の
二
の
改
正
規
定
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
四
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

         

埼
玉
県
条
例
第
三
十
二
号



規 
 

則 

埼
玉
県
県
民
活
動
総
合
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  
 

 

埼
玉
県
県
民
活
動
総
合
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
県
民
活
動
総
合
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
二
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
舞
台
設
備
の
項
中
「
一
、
二
六
〇
」
を
「
一
、
二
九
〇
」
に
、
「
脇
台
付
」
を
「
脇
台
付

き
」
に
、
「
六
三
〇
」
を
「
六
四
〇
」
に
、
「
三
七
〇
」
を
「
三
八
〇
」
に
、
「
譜
面
台
付
」
を

「
譜
面
台
付
き
」
に
、
「
二
、
五
二
〇
」
を
「
二
、
五
九
〇
」
に
、
「
三
、
七
八
〇
」
を
「
三
、

八
八
〇
」
に
、
「
一
八
〇
」
を
「
一
九
〇
」
に
、
「
高
座
用
座
布
団
付
」
を
「
高
座
用
座
布
団
付

き
」
に
、
「
つ
い
た
て
」
を
「
つ
い
立
て
」
に
改
め
、
同
表
ピ
ア
ノ
の
項
中
「
七
、
五
六
〇
」
を

「
七
、
七
七
〇
」
に
、
「
一
、
二
六
〇
」
を
「
一
、
二
九
〇
」
に
改
め
、
同
表
映
写
設
備
の
項
中

「
一
、
五
五
〇
」
を
「
一
、
五
九
〇
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

埼
玉
県
規
則
第
十
六
号



規 
 

則 

埼
玉
県
熊
谷
会
館
管
理
規
則
の
廃
止
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
会
館
管
理
規
則
の
廃
止
等
に
関
す
る
規
則 

（
埼
玉
県
熊
谷
会
館
管
理
規
則
の
廃
止
） 

第
一
条 

埼
玉
県
熊
谷
会
館
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
六
号
）
は
、
廃
止

す
る
。 

（
埼
玉
県
熊
谷
会
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
熊
谷
会
館
管
理
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
舞
台
設
備
の
項
中
「
五
三
〇
」
を
「
五
四
〇
」
に
、
「
三
〇
〇
」
を
「
三
一
〇
」
に
、

「
い
す
」
を
「
椅
子
」
に
、
「
一
〇
、
六
〇
〇
」
を
「
一
〇
、
九
〇
〇
」
に
、
「
三
、
四
六
〇

円
」
を
「
三
、
五
六
〇
円
」
に
、
「
七
、
六
二
〇
」
を
「
七
、
八
四
〇
」
に
、
「
四
、
八
五
〇
」

を
「
四
、
九
八
〇
」
に
、
「
一
、
三
八
〇
」
を
「
一
、
四
二
〇
」
に
、
「
六
、
九
三
〇
」
を
「
七
、

一
二
〇
」
に
、
「
六
九
〇
」
を
「
七
一
〇
」
に
、
「
八
三
〇
」
を
「
八
五
〇
」
に
、
「
四
五
〇
」

を
「
四
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
音
響
設
備
の
項
中
「
三
、
四
六
〇
」
を
「
三
、
五
六
〇
」
に
、

「
一
、
六
六
〇
」
を
「
一
、
七
一
〇
」
に
、
「
一
、
三
八
〇
」
を
「
一
、
四
二
〇
」
に
、
「
二
、

七
七
〇
」
を
「
二
、
八
五
〇
」
に
、
「
六
九
〇
」
を
「
七
一
〇
」
に
改
め
、
同
表
ピ
ア
ノ
の
項

中
「
四
、
八
五
〇
」
を
「
四
、
九
八
〇
」
に
、
「
二
、
七
七
〇
」
を
「
二
、
八
五
〇
」
に
改
め
、

同
表
映
写
設
備
の
項
中
「
一
、
一
〇
〇
」
を
「
一
、
一
四
〇
」
に
、
「
九
七
〇
」
を
「
九
九
〇
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ス
ク
リ
ー
ン 

 
 

 
 

 
 

 

一
式 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

マ
ル
チ
ビ
ジ
ョ
ン
（
ホ
ー
ル
） 

同 

 
 

一
、
八
〇
〇 

 

一
五
、
八
〇
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

四
〇
」
を
「
一
、
二
八
〇
」
に
、
「
三
〇
〇
」
を
「
三
一
〇
」
に
、
「
八
三
〇
」
を
「
八
五
〇
」

に
、
「
四
八
〇
」
を
「
四
九
〇
」
に
、
「
三
七
〇
」
を
「
三
八
〇
」
に
、
「
三
、
四
六
〇
」
を

「
三
、
五
六
〇
」
に
、
「
三
、
三
二
〇
」
を
「
三
、
四
二
〇
」
に
、
「
一
、
六
六
〇
」
を
「
一
、

七
一
〇
」
に
、
「
一
枚
付
」
を
「
一
枚
付
き
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

に
、
「
一
、
三
八
〇
」
を
「
一
、
四
二
〇
」
に
、 

「 

」 

を 

「 

一
、
八
五
〇 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
照
明
設
備
の
項
中
「
一
、
二
四 

」 

ス
ク
リ
ー
ン 

 
 

 
 

 
 

 

一
式 

埼
玉
県
規
則
第
十
七
号



こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平

成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
埼
玉
会
館
管
理
規
則
及
び
埼
玉
県
彩
の
国
さ
い
た
ま
芸
術
劇
場
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
会
館
管
理
規
則
及
び
埼
玉
県
彩
の
国
さ
い
た
ま
芸
術
劇
場
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則 

 

（
埼
玉
会
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
会
館
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う 

に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
舞
台
設
備
の
項
中
「
五
三
〇
」
を
「
五
四
〇
」
に
、
「
三
〇
〇
」
を
「
三
一
〇
」
に
、

「
い
す
」
を
「
椅
子
」
に
、「
七
、
六
二
〇
」
を
「
七
、
八
四
〇
」
に
、
「
四
、
八
五
〇
」
を

「
四
、
九
八
〇
」
に
、
「
一
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
八
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
、
三
八
〇
」
を

「
一
、
四
二
〇
」
に
、
「
二
、
〇
七
〇
」
を
「
二
、
一
三
〇
」
に
、
「
六
、
九
三
〇
」
を
「
七
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 
 

 

（
小
ホ
ー
ル
） 

 

同 
 

 
三
、
五
六
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
唱
台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
台 

 
 

 
九
四
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

           

「 

」 

を 

一
二
〇
」
に
、 

 

同 
 

 
 

 
 

 

（
小
ホ
ー
ル
） 

 

同 
 

 
三
、
四
六
〇 

「 

」 

に
、
「
四
五
〇
」
を
「
四
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
音
響
設
備
の
項 

設 備 

         

  
 

 
 

 
 

 

（
ホ
ー
ル
） 

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク 

同
（
ア
ン
プ
付
き
）（ 

同 

） 

同 

（
会
議
室
、
ラ
ウ
ン
ジ
） 

 

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン 

（ 

同 

） 

同
（
小
） 

 
 

（ 

同 

） 

副
調
整
卓
（
大
） 

（
ホ
ー
ル
） 

同 
 

 
 

 

（
小
ホ
ー
ル
） 

拡
声
装
置 

 

（
大
ホ
ー
ル
） 

ネ
ル 

ャ
ン 

一
チ 

一
式 

 

同 

 

一
本 

 

同 

 

同 

 

同 

一
式 

  

二
、
八
五
〇 

一
、
四
二
〇 

八
五
〇  

一
、
七
一
〇 

二
、
八
五
〇 

六
、
五
五
〇 

三
、
五
六
〇 

四
、
九
八
〇 

    

同 む
。 

マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド
を
含 

    

 

埼
玉
県
規
則
第
十
八
号



           

別
表
ピ
ア
ノ
等
の
項
中
「
一
三
、
八
〇
〇
」
を
「
一
四
、
二
〇
〇
」
に
、
「
四
、
八
五
〇
」

を
「
四
、
九
八
〇
」
に
、
「
九
、
七
〇
〇
」
を
「
九
、
九
七
〇
」
に
、
「
三
、
四
六
〇
」
を
「
三
、

五
六
〇
」
に
、
「
二
、
七
七
〇
」
を
「
二
、
八
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
映
写
設
備
の
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

                

別
表
照
明
設
備
の
項
中
「
一
、
二
四
〇
」
を
「
一
、
二
八
〇
」
に
、
「
一
、
八
〇
〇
」
を
「
一
、

八
五
〇
」
に
、
「
三
、
〇
四
〇
」
を
「
三
、
一
三
〇
」
に
、
「
二
、
三
五
〇
」
を
「
二
、
四
二

〇
」
に
、
「
三
〇
〇
」
を
「
三
一
〇
」
に
、
「
八
三
〇
」
を
「
八
五
〇
」
に
、
「
四
八
〇
」
を

         
音 響 

携
帯
ス
ピ
ー
カ
ー 

マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド 

エ
フ
ェ
ク
タ
ー 

Ｍ
Ｄ
レ
コ
ー
ダ
ー 

Ｃ
Ｄ
プ
レ
イ
ヤ
ー 

オ
プ
レ
イ
ヤ
ー
） 

Ｄ
Ａ
Ｔ
（
デ
ジ
タ
ル
オ
ー
デ
ィ 

ス
テ
ー
ジ
ス
ピ
ー
カ
ー 
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー 

つ
り
下
げ
マ
イ
ク
装
置 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
マ
イ
ク
装
置 

一
台 

一
本 

 

同 

 

同 

 

同 

  

同 

 

同 

一
台 

 

同 

一
式 

一
、
一
〇
〇 

一
五
〇 

一
、
四
二
〇 

一
、
四
二
〇 

一
、
四
二
〇  

一
、
四
二
〇 

一
、
四
二
〇 

一
、
四
二
〇 

七
一
〇 

七
一
〇 

   

Ｍ
Ｄ
を
含
ま
な
い
。 

  

テ
ー
プ
を
含
ま
な
い
。 

 

テ
ー
プ
を
含
ま
な
い
。 

一
点
つ
り
、
三
点
つ
り 

 

 

      

映 写 設 備 

      

同 

（
会
議
室
、
ラ
ウ
ン
ジ
） 

同 
 

 
 

 

（
小
ホ
ー
ル
） 

ス
ク
リ
ー
ン 

（ 
 

同  

） 

用
） 

 
 

 

（
大
ホ
ー
ル
） 

ヤ
ー（
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー 

ブ
ル
ー
レ
イ
デ
ィ
ス
ク
プ
レ
ー 

同 

（
会
議
室
、
ラ
ウ
ン
ジ
） 

 
 

 
 

 
 

（
小
ホ
ー
ル
） 

液
晶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー 

 
 

 
 

 
 

（
大
ホ
ー
ル
） 

大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー 

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
カ
メ
ラ 

タ
ー 

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク 

 
 

（
会
議
室
、
ラ
ウ
ン
ジ
） 

ス
ラ
イ
ド
映
写
機 

 

同 

 

同 

一
式 

  

一
台 

 

同 

  

同 

  

同 

 

同 

  

同 

 

一
式 

四
六
〇 

九
九
〇 

一
、
八
五
〇   

一
、
六
二
〇 

四
、
六
八
〇  

一
八
、
二
〇
〇  

五
四
、
三
〇
〇 

一
、
四
二
〇  

九
九
〇  

八
五
〇 

    

再
生
も
可
能 

ビ
デ
オ
及
び
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の 

ス
ク
リ
ー
ン
を
含
む
。 

 

同 い
。 

ス
ク
リ
ー
ン
を
含
ま
な 

同 

 

消
耗
品
を
含
ま
な
い
。 

 
ス
ク
リ
ー
ン
を
含
む
。 

 



「
四
九
〇
」
に
、
「
三
七
〇
」
を
「
三
八
〇
」
に
、
「
五
、
一
九
〇
」
を
「
五
、
三
四
〇
」
に
、

「
一
、
二
一
〇
」
を
「
一
、
二
四
〇
」
に
、
「
三
、
三
二
〇
」
を
「
三
、
四
二
〇
」
に
、
「
一
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ビ
ー
マ
ッ
ク
ス 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

先
玉
、
元
玉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 

五
五
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
個 

 
 

 

一
五
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

（
埼
玉
県
彩
の
国
さ
い
た
ま
芸
術
劇
場
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
彩
の
国
さ
い
た
ま
芸
術
劇
場
管
理
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
舞
台
設
備
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                      

六
六
〇
」
を
「
一
、
七
一
〇
」
に
、
「
四
五
〇
」
を
「
四
六
〇
」
に
、 

「 

」 

を 
 

先
玉
、
元 

「 

玉 
 

 
 

 
 

 
 

 
一
個 

 
 

 

一
五
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

」 

                      

 

松
羽
目 

（
同
） 

ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ス
テ
ー
ジ 

迫 せ

り
（
同
） 

ー
ル
） 

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
ピ
ッ
ト（
大
ホ 

指
揮
台 

指
揮
者
用
譜
面
台 

譜
面
灯 

譜
面
台 

演
奏
者
用
椅
子 

チ
ェ
ロ
用
椅
子 

コ
ン
ト
ラ
バ
ス
用
椅
子 

ピ
ア
ノ
椅
子 

椅
子 

机 パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
用

 

司
会
台 

脇
台 

花
台 

講
演
台 

 

同 

 

同 同 

 

同 一
式 

一
台 

一
個 

一
台 

同 同 同 同 一
脚 

 

同 一
式 

同 同 一
台 

 

一
、
四
二
〇  

六
、
四
八
〇 

六
、
四
八
〇  

四
、
九
八
〇 

一
五
〇 

一
五
〇 

七
〇 

一
五
〇 

一
五
〇 

一
五
〇 

一
五
〇 

一
五
〇 

一
五
〇  

四
三
〇 

四
二
〇 

一
五
〇 

一
五
〇 

五
四
〇 

料
を
含
ま
な
い
。 

組
立
て
料
及
び
取
壊
し 

               

同 椅
子
付
き 

   

 



                                  
                     

舞 台 設 備 

         

大
ホ
リ
ゾ
ン
ト
幕
（
同
） 

中
割
幕
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

（
小
ホ
ー
ル
） 

黒
幕
（
同
） 

一
文
字
幕
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

（
小
ホ
ー
ル
） 

袖
幕
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

（
一
・
八
メ
ー
ト
ル
） 

同 

（
三
・
六
メ
ー
ト
ル
） 

同 

（
五
・
四
メ
ー
ト
ル
） 

上
敷
き（
一
四
・
五
メ
ー
ト
ル
） 

プ
ロ
グ
ラ
ム
ス
タ
ン
ド 

つ
り
看
板 

県
旗 

国
旗 

大
太
鼓 

花
道
用
所
作
台 

仮
設
花
道 

陰
段 

鉄
ご
ま 

木
台 

高
足 

中
足 

箱
足 

所
作
台
・
開
帳
場 

平
台
運
搬
車 

平
台 

化
粧
平
台 

長
座
布
団 

座
布
団 

同 
 

（
三
・
六
メ
ー
ト
ル
） 

毛
せ
ん
（
九
・
一
メ
ー
ト
ル
） 

び
ょ
う
ぶ 

竹
羽
目 

同 同 同 同 同 同 一
張 

同 同 同 一
枚 

一
台 

一
式 

同 一
枚 

同 同 一
式 

一
台 

同 同 同 同 一
個 

一
式 

一
台 

同 同 同 同 同 一
枚 

一
双 

同 

四
、
二
七
〇 

二
、
一
三
〇 

二
、
一
三
〇 

二
、
一
三
〇 

二
、
一
三
〇 

二
、
八
五
〇 

一
、
四
二
〇 

一
五
〇 

一
五
〇 

三
一
〇 

四
六
〇 

一
五
〇 

四
一
〇 

二
五
〇 

二
五
〇 

一
、
四
二
〇 

二
、
一
三
〇 

六
、
四
八
〇 

二
五
〇 

五
〇 

五
〇 

五
〇 

五
〇 

五
〇 

一
二
、
五
〇
〇 

二
二
〇 

三
一
〇 

六
〇
〇 

一
五
〇 

一
五
〇 

一
五
〇 

四
二
〇 

二
、
一
三
〇 

一
、
四
二
〇 

                                

金
、
銀
、
鳥
の
子 

同 

 



          

 

別
表
音
響
設
備
の
項
中
「
一
三
、
八
〇
〇
」
を
「
一
四
、
二
〇
〇
」
に
、「
一
、
六
六
〇
」

を
「
一
、
七
一
〇
」
に
、
「
二
、
七
七
〇
」
を
「
二
、
八
五
〇
」
に
、
「
一
、
三
八
〇
」
を
「
一
、

四
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
照
明
設
備
の
項
中
「
二
〇
、
二
〇
〇
」
を
「
二
〇
、
八
〇
〇
」
に
、

「
一
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
〇
、
三
〇
〇
」
に
、
「
一
、
三
八
〇
」
を
「
一
、
四
二
〇
」
に
、

「
四
四
、
一
〇
〇
」
を
「
四
五
、
三
〇
〇
」
に
、
「
四
、
一
五
〇
」
を
「
四
、
二
七
〇
」
に
、

「
一
〇
〇
、
八
〇
〇
」
を
「
一
〇
三
、
六
〇
〇
」
に
、
「
三
四
、
六
〇
〇
」
を
「
三
五
、
六
〇

〇
」
に
、
「
四
一
〇
」
を
「
四
二
〇
」
に
、
「
五
五
〇
」
を
「
五
七
〇
」
に
、
「
六
九
〇
」
を

「
七
一
〇
」
に
、
「
一
、
二
一
〇
」
を
「
一
、
二
四
〇
」
に
、
「
一
、
七
二
〇
」
を
「
一
、
七 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
（
一
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上 

七
〇
」
に
、
「
三
、
四
五
〇
」
を
「
三
、
五
五
〇
」
に
、 
 

ロ
ワ
ッ
ト
未
満
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
（
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
） 

 

三
キ 

同 
 

 

二
、
四
二
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

同 
 

 

四
、
八
四
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ト
以
上
三
キ 

同 
 

 

二
、
四
九
〇 

 
 

一
〇
」
に
、
「
二
四
〇
」
を
「
二
五
〇
」
に
、
「
二
、
七
七
〇
」
を
「
二
、
八
五
〇
」
に
、
「
一
、

七
一
〇
」
を
「
一
、
七
六
〇
」
に
、
「
五
、
三
九
〇
」
を
「
五
、
五
五
〇
」
に
、
「
三
六
〇
」

を
「
三
八
〇
」
に
改
め
、
同
表
ピ
ア
ノ
等
の
項
中
「
一
三
、
八
〇
〇
」
を
「
一
四
、
二
〇
〇
」

に
、
「
六
、
九
三
〇
」
を
「
七
、
一
二
〇
」
に
、
「
九
、
七
〇
〇
」
を
「
九
、
九
七
〇
」
に
、

「
四
、
一
五
〇
」
を
「
四
、
二
七
〇
」
に
、
「
一
、
三
八
〇
」
を
「
一
、
四
二
〇
」
に
、
「
三
、

六
〇
〇
」
を
「
三
、
七
一
〇
」
に
改
め
、
同
表
映
像
設
備
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

「 

」 

「 

」 に
、
「
三
〇
〇
」
を
「
三 

備 

 

 

三
五
ミ
リ
映
写
機 

 

一
式 

 

二
、
八
五
〇 

ク
リ
ー
ン
を
含
む
。 

上
映
一
〇
分
に
つ
き
ス 

 

          

演
出
家
卓 

移
動
式
姿
見 

振
り
竹 

雪
籠 

ル
） 

ー
ト
ル
、
横
一
八
・
一
メ
ー
ト 

バ
レ
エ
シ
ー
ト
（
縦
一
・
二
メ 

ス
ク
リ
ー
ン
（
小
ホ
ー
ル
） 

し
ゃ
幕
（
同
） 

中
ホ
リ
ゾ
ン
ト
幕
（
同
） 

同 一
台 

一
本 

一
台 

  

一
式 

同 同 同 

三
二
〇 

二
五
〇 

三
六
〇 

三
八
〇   

四
、
二
七
〇 

三
、
二
四
〇 

三
、
二
四
〇 

三
、
二
四
〇 

          

 

同
（
一
・
五
キ
ロ
ワ
ッ 

ロ
ワ
ッ
ト
未
満
） 



   

 

 
 

別
表
そ
の
他
の
項
中
「
六
九
〇
」
を
「
七
一
〇
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
映 像 設 

ス
ク
リ
ー
ン 

（
映
像
ホ
ー
ル
） 

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
装
置 

一
六
ミ
リ
映
写
機 

同 

 

同 同 

一
、
四
二
〇  

四
、
二
七
〇 

二
、
八
五
〇 

   

同 

 



規 
 

則 

 
埼
玉
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
一
〇
〇 

 
 

 
 

 

一
、
一
三
〇 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

八
〇
〇 

 
 

 
 

 
 

 

八
二
〇 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
（
施
行
日
前
に
発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
領
収
す
る

も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
領
収
し
た
使
用
料
及
び
施
行
日
前
に

発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
施
行
日
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

「 

」 を 

「 

」 に
改
め
る
。 

別
表
中 

二
、
八
〇
〇 
二
、
八
七
〇 

埼
玉
県
規
則
第
十
九
号



規 
 

則 

埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  
 

 

埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
号
中
「
若
し
く
は
寄
附
行
為
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
、
収
支
計
算
書
」
を

削
る
。 

 

別
表
中
「
五
三
〇
」
を
「
五
四
〇
」
に
、
「
二
、
六
○
○
」
を
「
二
、
六
八
〇
」
に
、
「
五
五

〇
」
を
「
五
七
〇
」
に
、
「
七
六
〇
」
を
「
七
八
〇
」
に
、
「
四
三
〇
」
を
「
四
五
〇
」
に
、
「
三

二
〇
」
を
「
三
三
〇
」
に
、
「
四
〇
〇
」
を
「
四
一
〇
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
号



規 
 

則 

埼
玉
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  
 

 

埼
玉
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
「
五
〇
〇
」
を
「
五
一
〇
」
に
、
「
五
、
四
〇
〇
」
を
「
五
、
五
五
〇
」
に
、
「
一
、

三
〇
〇
」
を
「
一
、
三
三
〇
」
に
、
「
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
、
〇
二
〇
」
に
、
「
八
〇
〇
」
を

「
八
二
〇
」
に
、
「
六
〇
〇
」
を
「
六
一
〇
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
（
施
行
日
前
に
発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
領
収
す
る

も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
領
収
し
た
使
用
料
及
び
施
行
日
前
に

発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
施
行
日
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
一
号



規 
 

則 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

様
式
第
二
号
の
付
表
一
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

複
数

 様
式
第
二
号
中 

６
 

「
事

業
所

番
号

」
欄

に
は

、
埼

玉
県

に
お

い
て

既
に

事
業

所
と

し
て

の
 

 
の

番
号

を
有

す
る

場
合

及
び

他
の

法
律

に
お

い
て

既
に

指
定

を
受

け
て

い
 

６
 

「
事

業
所

番
号

」
欄

に
は

、
埼

玉
県

に
お

い
て

既
に

事
業

所
と

し
て

の
指

定
を

 

 
の

番
号

を
有

す
る

場
合

及
び

他
の

法
律

に
お

い
て

既
に

指
定

を
受

け
て

い
る

場
合

 

」 

申
請

事
務

 

担
当

者
 
電

話
番
号
 

氏
名

 

 

 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
対

象
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
行

動
援

護
 

 
 

居
宅

介
護

 
 

 

  

 

特
定

な
し

 
・

 
知

的
障

害
者

 
・

 
障

害
児

 
・

 
精

神
障

害
者

 

特
定

な
し

 
・

 
身

体
障

害
者

 
・

 
知

的
障

害
者

 
・

 
障

害
児

 
・

 
精

神
障

害
者

 
 

 

 

指
定

を
受

け
、

番
号

が
付

番
さ

れ
て

い
る

場
合

に
、

そ
の

事
業

所
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

る
場

合
は

、
別

紙
に

そ
の

全
て

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

受
け

、
番

号
が

付
番

さ
れ

て
い

る
場

合
に

、
そ

の
事

業
所

番
号

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

複
数

 

は
、

別
紙

に
そ

の
全

て
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

「 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
二
号



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
様
式
の
備
考
５
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
二
号
の
付
表
一
―
二
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
対

象
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 

行
動

援
護

 
 

 

同
行

援
護

 

重
度

訪
問

介
護

 

居
宅

介
護

 

特
定

な
し

・
知

 

特
定

な
し

・
身

 

特
定

な
し

・
身

 

特
定

な
し

・
身

 

 

を 
  

 
 

「 

的
障

害
者

・
障

害
児

・
精

神
障

害
者

・
難

病
等

対
象

者
 

体
障

害
者

・
難

病
等

対
象

者
 

体
障

害
者

・
知

的
障

害
者

・
精

神
障

害
者

・
難

病
等

対
象

者
 

体
障

害
者

・
知

的
障

害
者

・
障

害
児

・
精

神
障

害
者

・
難

病
等

対
象

者
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
対

象
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
行

動
援

護
 

 

居
宅

介
護

 
 

  

特
定

な
し

 
・

 
知

的
障

害
者

 
・

 
障

害
児

 
・

精
神

障
害

者
 

特
定

な
し

 
・

 
身

体
障

害
者

 
・

 
知

的
障

害
者

 
・

 
障

害
児

 
・

 
精

神
障

害
者

 
 

 

  

」 を 「 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
対

象
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 

行
動

援
護

 
 

 

同
行

援
護

 

重
度

訪
問

介
護

 

居
宅

介
護

 

特
定

な
し
・
知

的

特
定

な
し
・
身

体

特
定

な
し
・
身

体

特
定

な
し
・
身

体
 

障
害

者
・

障
害

児
・

精
神

障
害

者
・

難
病

等
対

象
者

 

障
害

者
・

難
病

等
対

象
者

 

障
害

者
・

知
的

障
害

者
・

精
神

障
害

者
・

難
病

等
対

象
者

 

障
害

者
・

知
的

障
害

者
・

障
害

児
・

精
神

障
害

者
・

難
病

等
対

象
者

 
 

 
 

 

 

」 

」 

に
改
め
る
。 

た
だ

し
、

「
主

た
る

対
象

者
」

欄
は

、
該

当
す

る
事

項
に

○
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

 

様
式
第
二
号
の
付
表
三
及
び
付
表
三
―
二
中 

「 

 精
神
障

害
者
 

  

 」 

を 

「 

 精
神
障
害

 

「 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
二
号
の
付
表
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

」 

に
改
め
る
。 

 者

 難
病
等
対
象
者
 



付表５ 短期入所事業所の指定に係る記載事項 

 受 付 番 号  

事業所の種別 併設型 ・ 空床利用型 ・ 単独型     

事
業
所 

フリガ  

名  称  

所 在 地 
（郵便番号   －    ） 

埼玉県 

連 絡 先 電話番号  ＦＡＸ番号  

管
理
者 

フリガ

ナ 
 

住 所 

（郵便番号   －    ） 

氏 名  

同一敷地内の他の事業所

又は施設の従業者との兼

務（兼務の場合記入） 

事 業 所 等 の 名 称  

兼 務 す る 職 種 及 び 

勤 務 時 間 等 

 

 

当該事業の実施について定めてある定款・寄附行為等又は条例等 第  条 第  項 第  号 

本体施設     

 

 

 

 

名   称  本 体 施 設 入 所 定 員 数 

（本体施設が入所の場合） 
人 

施設種別等  

併設型の場合    

  短期入所利用定員数 人 前 年 度 の 平 均 利 用 者 数  人 

空床利用型の場合 前 年 度 の 平 均 利 用 者 数 人 

単独型の場合 

 

短期入所利用定員数 人 前 年 度 の 平 均 利 用 者 数 人 

１ 室 の 最 大 定 員 人 利用者 1 人当たりの最小床面積 ㎡ 

障 害 者 支 援 施 設 

等 と の 連 携 体 制 

施 設 等 名 称  

施 設 種 別 等  

支援体制の概

要 
 

従 業 者 の 職 種 ・ 員 数 
医   師 看 護 職 員 理 学 療 法 士 作 業 療 法 士 生 活 支 援 員 

専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 

 
従業者数 

常 勤（人）           

 非常勤（人）           

 常勤換算後の人数（人）      



 備考 

  １ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。 

  ２ 「受付番号」及び「基準上の必要人数」欄には、記載しないでください。 

  ３ 新設の場合には、「前年度の平均利用者数」欄は推定数を記入してください。 

  ４ 従業者の職種は例示ですので、必要な職種を記載してください。 

  ５ 「※兼務」欄には、本体施設との兼務を行う職員について記載してください。 

  ６ 「主な掲示事項」欄には、その内容を簡潔に記載してください。 

  ７ 「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容について記載してくださ 

   い。 

  ８ 事業所の案内図は、最寄り駅やバス停、近隣の同一法人経営施設等との位置関係が分かるものを添付して 

   ください。 

  ９ 主たる対象者を特定する場合は、「主たる対象者を特定する理由書」も併せて添付してください。 

 

 

 

 基準上の必要人数（人）      

 
 

サービス管理責任者    その他の従事者 

 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 

 
従業者数 

常 勤（人）           

 非常勤（人）           

 常勤換算後の人数（人）      

 基準上の必要人数（人）      

主 な 掲 示 事 項  

 主 た る 対 象 者 特定なし・身体障害者・知的障害者・障害児・精神障害者・難病等対象者 

 利 用 料  

 そ の 他 の 費 用  

 

その他参考となる事項 

第三者評価の実施状況 している・していない  

 苦情解決の措置概要 窓口(連絡先)  担当者  

 そ の 他  

協 力 医 療 機 関 名  称  主な診療科名  

添 付 書 類 

別添のとおり（定款、寄附行為等及び登記事項証明書又は条例等、事業所平

面図・案内図、建物の構造概要、経歴書（管理者）、運営規程、利用者からの

苦情を解決するために講ずる措置の概要、勤務体制・形態一覧表、資産状況

（貸借対照表・資金収支計算書・財産目録）、設備・備品等一覧表、協力医療

機関との契約内容が分かるもの、指定事業者欠格条項に該当しない旨の誓約

書） 



 

様
式
第
二
号
の
付
表
七
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
ケ
ア
ホ
ー
ム
）・
共
同
生
活
援
助
事
業
所
（
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



付表７ 共同生活援助事業所（グループホーム）の指定に係る記載事項 その１     
 

 備考 

  １ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。 

  ２ 「受付番号」及び「基準上の必要人数」欄には、記載しないでください。 

  ３ 主たる事業所とは、複数の共同生活住居がある場合、当該事業所からいずれの共同生活住居に対しても、お 

   おむね３０分程度で移動可能な範囲にある事業所をいいます。 

  ４ 「※兼務」欄は、２以上の障害福祉サービス等を兼務する職員について記載してください。 

  ５ 事業所の案内図は、最寄り駅やバス停、近隣の同一法人経営施設等との位置関係が分かるものを添付してく 

   ださい。 
 

 受付番号  
       

主
た
る
事
業
所 

フリガナ  
名  称  

所 在 地 
（郵便番号   －    ） 
埼玉県 

連 絡 先 電話番号  ＦＡＸ番号  

管
理
者 

フリガナ  
住  所 

（郵便番号   －    ） 
氏  名  
同一敷地内の他の事業所、
施設又は医療機関の従業者
との兼務（兼務の場合記入） 

事業所等の名称  
兼務する職種及び 
勤 務 時 間 等 

 
 

当該事業の実施について定めてある定款・寄附行為等又は条例等 第  条 第  項 第  号 

サービス管理責任者 
フリガナ  

住  所 
（郵便番号   －    ） 

氏  名  

従業者の職種・員数 
世話人 生活支援員 サービス管理責任者 

専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 
 

従業者数 
常 勤（人）       

 非常勤（人）       
 常勤換算後の人数（人）    
 基準上の必要人数（人）    

サービスの提供形態 
（該当部分に○） 

介護サービス包括型  生活支援員の外部委託の予定  有（月   時間） ・ 無 

外部サービス利用型  受託居宅介護サービス事業者が事業を行う事業所
の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所

別 紙 の 
と お り 

障害者支援施設等との連携体制等 
連携施設の種別・名称  
支 援 体 制 の 概 要  

そ の 他 参 考 と な る 事 項 

利 用 定 員 数 人 
第三者評価の実施状況 している・していない  
苦情解決の措置概要 窓口(連絡先)  担当者  
そ の 他  

協 力 医 療 機 関 名 称  主 な 診 療 科 名  
協 力 歯 科 医 療 機 関 名 称  

添 付 書 類 

別添のとおり（定款、寄附行為等及び登記事項証明書又は条例等、事業所平面
図・案内図、建物の構造概要、経歴書（管理者、サービス管理責任者）、運営
規程、利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要、勤務体制・形態
一覧表、資産状況（貸借対照表・資金収支計算書・財産目録）、設備・備品等
一覧表、協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約内容が分かるもの、指定
事業者欠格条項に該当しない旨の誓約書、外部委託する居宅介護事業所との契
約内容が分かるもの） 
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付表７ 共同生活援助事業所（グループホーム）の指定に係る記載事項 その３     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ
テ
ラ
イ
ト
型
住
居 

フ リ ガ ナ  

名   称  

所 在 地 
（郵便番号   －    ） 

  埼玉県 

サテライト型住居に供する建物形態 

 

①住居区分 一戸建て・アパート・マンション・その他（     ） 

②建物所有者名  

③賃貸借契約の内容 
ア 敷金    イ 礼金    ウ 家賃（月額） 

エ 契約期間    オ 賃貸料がない理由 

④住居の利用定員数        人 

⑤居室の最小床面積        ㎡ 

本体住居の名称  

本体住居との距離        ㎞ 

利用者が本体住居への連絡に使用する

通信機器 

 

 

主たる対象者 身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病等対象者 

利用料  

その他の費用  

サ
テ
ラ
イ
ト
型
住
居 

フ リ ガ ナ  

名   称  

所 在 地 
（郵便番号   －    ） 

  埼玉県 

サテライト型住居に供する建物形態 

 

①住居区分 一戸建て・アパート・マンション・その他（     ） 

②建物所有者名  

③賃貸借契約の内容 
ア 敷金    イ 礼金    ウ 家賃（月額） 

エ 契約期間    オ 賃貸料がない理由 

④住居の利用定員数        人 

⑤居室の最小床面積        ㎡ 

本体住居の名称  

本体住居との距離        ㎞ 

利用者が本体住居への連絡に使用する

通信機器 
 

主たる対象者 身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病等対象者 

利用料  

その他の費用  

 備考 

  １ 「その他の費用」欄には、入居者が分担して負担することとなる経費（家賃、光熱水費、食材料費、日用 

   品費等）について記載してください。 

  ２ 主たる対象者を特定する場合は、「主たる対象者を特定する理由書」も併せて添付してください。 
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よ
う
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改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



付表７―２ 共同生活援助事業所（地域移行型ホーム）の指定に係る記載事項 その１ 
 

 備考 

  １ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。 

  ２ 「受付番号」及び「基準上の必要人数」欄には、記載しないでください。 

  ３ 主たる事業所とは、複数の共同生活住居がある場合、当該事業所からいずれの共同生活住居に対しても、お 

   おむね３０分程度で移動可能な範囲にある事業所をいいます。 

  ４ 「※兼務」欄は、２以上の障害福祉サービス等を兼務する職員について記載してください。 

  ５ 事業所の案内図は、最寄り駅やバス停、近隣の同一法人経営施設等との位置関係が分かるものを添付してく 

   ださい。 
 

 受付番号  
       

主
た
る
事
業
所 

フリガナ  
名  称  

所 在 地 
（郵便番号   －    ） 
埼玉県 

連 絡 先 電話番号  ＦＡＸ番号  

管
理
者 

フリガナ  
住  所 

（郵便番号   －    ） 
氏  名  
同一敷地内の他の事業所、
施設又は医療機関の従業者
との兼務（兼務の場合記入） 

事業所等の名称  
兼務する職種及び 
勤 務 時 間 等 

 
 

当該事業の実施について定めてある定款・寄附行為等又は条例等 第  条 第  項 第  号 

サービス管理責任者 
フリガナ  

住  所 
（郵便番号   －    ） 

氏  名  

従業者の職種・員数 
世話人 生活支援員 サービス管理責任者 

専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 
 

従業者数 
常 勤（人）       

 非常勤（人）       
 常勤換算後の人数（人）    
 基準上の必要人数（人）    

サービスの提供形態 
（該当部分に○） 

介護サービス包括型  生活支援員の外部委託の予定  有（月   時間） ・ 無 

外部サービス利用型  受託居宅介護サービス事業者が事業を行う事業所
の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所

別 紙 の 
と お り 

同一敷地内にある入所施設又は 
病 院 の 名 称 及 び 所 在 地  

障害者支援施設等との連携体制等
連携施設の種別・名称  
支 援 体 制 の 概 要  

そ の 他 参 考 と な る 事 項 

利 用 定 員 数 人 
第三者評価の実施状況 している・していない  
苦情解決の措置概要 窓口(連絡先)  担当者  
そ の 他  

協 力 医 療 機 関 名 称  主 な 診 療 科 名  

協 力 歯 科 医 療 機 関 名 称  

添 付 書 類 

別添のとおり（定款、寄附行為等及び登記事項証明書又は条例等、事業所平面
図・案内図、建物の構造概要、経歴書（管理者、サービス管理責任者）、運営
規程、利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要、勤務体制・形態
一覧表、資産状況（貸借対照表・資金収支計算書・財産目録）、設備・備品等
一覧表、協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約内容が分かるもの、指定
事業者欠格条項に該当しない旨の誓約書、入所定員又は精神病床数の減少計画
書等、外部委託する居宅介護事業所との契約内容が分かるもの） 



 

様
式
第
二
号
の
付
表
七
―
二
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
地
域
移
行
型
ホ
ー
ム
）
・
共
同
生
活
援

助
事
業
所
（
地
域
移
行
型
ホ
ー
ム
）
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項
そ
の
二
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改
め
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「 

 
 

」
を
「 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

  

共
同

生
活

介
護

事
業

 

所
（

地
域

移
行

型
ホ

ー
ム

）
・

 

 
知

的
障

害
者

 
・

 
精

神
障

害
者

 

 
 

 
 

 
 

 
 

㎡
 

 

」
を
削
り
、 

「 

」 

を 「 

 

主
た

る
対

象
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
体

的
に

運
営

す
る

サ
テ

ラ
イ

ト
型

住
居

の
利

用
者

か
ら

連
絡

を
 

一
体

的
に

運
営

す
る

サ
テ

ラ
イ

ト
型

住
居

 

 
⑥

入
居

者
１

人
当

た
り

の
居

室
の

最
小

 

 
床

面
積

 

身
体

障
害

者
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
・

 
知

的
障

害
者

 
・

 
精

神
障

害
者

 
・

 
難

病
等

対
象

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受
け

る
通

信
機

器
 

 ㎡
 

 

か
所

 

 」 
に 

 

主
た

る
対

象
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
⑥

入
居

者
１

人
当

た
り

の
居

室
の

最

小
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

そ
の

他
の

 
そ

の
他

 



付表７－２ 共同生活援助事業所（地域移行型ホーム）の指定に係る記載事項 その３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ
テ
ラ
イ
ト
型
住
居 

フ リ ガ ナ  

名   称  

所 在 地 
（郵便番号   －    ） 

  埼玉県 

サテライト型住居に供する建物形態 

 

①住居区分 一戸建て・アパート・マンション・その他（     ） 

②建物所有者名  

③賃貸借契約の内容 
ア 敷金    イ 礼金    ウ 家賃（月額） 

エ 契約期間    オ 賃貸料がない理由 

④住居の利用定員数        人 

⑤居室の最小床面積        ㎡ 

本体住居の名称  

本体住居との距離        ㎞ 

利用者が本体住居への連絡に使用する

通信機器 

 

 

主たる対象者 身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病等対象者 

利用料  

その他の費用  

サ
テ
ラ
イ
ト
型
住
居 

フ リ ガ ナ  

名   称  

所 在 地 
（郵便番号   －    ） 

  埼玉県 

サテライト型住居に供する建物形態 

 

①住居区分 一戸建て・アパート・マンション・その他（     ） 

②建物所有者名  

③賃貸借契約の内容 
ア 敷金    イ 礼金    ウ 家賃（月額） 

エ 契約期間    オ 賃貸料がない理由 

④住居の利用定員数        人 

⑤居室の最小床面積        ㎡ 

本体住居の名称  

本体住居との距離        ㎞ 

利用者が本体住居への連絡に使用する

通信機器 
 

主たる対象者 身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病等対象者 

利用料  

その他の費用  

 備考 

  １ 「その他の費用」欄には、入居者が分担して負担することとなる経費（家賃、光熱水費、食材料費、日用 

   品費等）について記載してください。 

  ２ 主たる対象者を特定する場合は、「主たる対象者を特定する理由書」も併せて添付してください。 
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及
び
付
表
七
―
三
共
同

生
活
介
護
事
業
所
（
経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
）
・
共
同
生
活
援
助
事
業
所
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）

の
指
定
に
係
る
記
載
事
項
そ
の
二
を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
二
号
の
付
表
八
そ
の
一
中 

 精
神
障

害
者
 

  

 
を 

」 

「 

「 

」 

様
式
第
二
号
の
付
表
九
及
び
付
表
九
―
二
中 

「 

を 

」 に
改
め
る
。 

に
改
め
る
。 

 精
神
障

害
者
 

 難
病
等
 

 

 対
象
者
 

 

  

 

  

  

主
た

る
対

象
者

 

 

 

   

 

   

 

 知  特
 

 
 

的
障
害
者
 

 

定
な

し
 

 

精
神
障
害
者
 

 

細
分

な
し

 

身
体

障
害

者
 

   

肢
体
不

自
由
 

   

視
覚

障
害

 

   

聴
覚
・

言
語
 

   

内
部

障
害

 

    

 

 

    

 

 

  

 主
た

る
対

象
者

 

 

 

 

 

 

 

特
定

な
し

 

 

細
分

な
し

 

 

 

肢
体
不

自

 

「 

 

由  
身

体
障

害
者

 

 

視
覚

障
害

 

 

聴
覚
・
言

語
 

 

内
部

障
害

 

 

難
病
等
対
象
者
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様
式
第
二
号
の
付
表
十
一
か
ら
付
表
十
二
―
二
ま
で
の
規
定
中 

 

精
神
障
害

者
 

  

 

 

精
神
障
害
者
 

 

難
病

等
対

象
者
 

 

「 

」 

を 

「 

」 

に
改
め
る
。 

「 

様
式
第
二
号
の
付
表
十
三
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
係
る
多
機
能
型
に
よ
る
事
業
を 

実
施
す
る
場
合
の
記
載
事
項
（
総
括
表
）
そ
の
一
中 

 

細
分

な
し

 

身
体

障
 

 

肢
体
不
自
由
 

 

視
覚

障

様
式
第
二
号
の
付
表
十
及
び
付
表
十
―
二
中 

「 

を 

」 

に
改
め
る
。 

  

 

  

  

主
た

る
対

象
者

 

 

 

   

 

   

 

 知  特
 

 

 

的
障
害
者
 

 

定
な

し
 

 

精
神
障
害
者
 

 

細
分

な
し

 

身
体

障
害

者
 

   

肢
体
不

自
由
 

   

視
覚

障
害

 

   

聴
覚
・

言
語
 

   

内
部

障
害

 

    

 

 

    

 

  
主

た
る

対
象

者
 

 

知
的
障
害
者
 

 

精
神
障
害
者
 

 

 

 

「 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 」 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

様
式
第
二
号
の
付
表
十
四
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に

改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ

く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用

紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

      

 

害
 

害
者

 

 

聴
覚
・
言
語
 

 

内
部

障
害

 

 

知
的

障
害

者
 

 

精
神

障
害

者
 

 」 を 

「 

」 

障
害

支
援

区
分

 

精
神

障
害

者
 

精
神

障
害

者
 

・
 

難
病

等
対

象
者

 

 

細
分

な
し

 

 肢

 

体
不
自
由
 

 
身

体
障

害
者

  

視
覚

障
害

 

 

聴
覚
・
言
語
 

 

内
部

障
害

 

 

知
的
障
害
者

 

 

精
神
障
害
者

 

 

難
病
等
対
象
者
 

 

障
害

程
度

区
分

 



規 
 

則 

 
衛
生
試
験
検
査
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

衛
生
試
験
検
査
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

衛
生
試
験
検
査
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

            

「
あ

て
先

」
 
「

宛
先

」
 

様
式
第
一
号
（
四
）
中 

を 

に
、 

を 「
 

「
 

硝
酸

態
窒

素
及

び
亜

硝
 

理
 

化
 

学
 

ア
ン

モ
ニ

ア
 

塩
化

物
イ

 

有
機

物
（

全
有

機
炭

素
（

Ｔ
 

pＨ
 

臭
 

味
 

色
 

濁
 

残
留

塩
 

理
 

化
 

学
 

㎎
／

ℓ
 

㎎
／

ℓ
 

㎎
／

ℓ
 

 
 

 
 

値
 

酸
態

窒
素

Ｏ
Ｃ

）
の

量
）

 

態
窒

素
 

オ
ン

 

㎎
／

ℓ
 

気
 

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
（

 
 

 
 

 
 

 
）

 

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
（

 
 

）・
検

査
不

能
 

度
 

度
 

度
 

度
 

水
 

源
 

地
下

水
 

・
 

表
流

水
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

）
 

用
 

途
 

飲
 

用
 

・
飲

用
以

外
 

消
毒

設
備

 
有

 
・

 
無

 
素

 
㎎

／
ℓ

 
」

 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
三
号



   

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
（

 
 

）・
検

査
不

能
 

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
（

 
 

 
 

 
  

）
 

様
式
第
二
号
（
四
）
及
び
様
式
第
二
号
（
五
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

に
改
め
る
。 

」 

濁
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

度
 

色
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

度
 

臭
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
気

 

硝
酸

態
窒

素
及

び
亜

硝
酸

態
窒

素
 

塩
化

物
イ

オ
ン

 

有
機

物
（

全
有

機
炭

素
（

Ｔ
Ｏ

Ｃ
）

の
量

）
 

pＨ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
  値

 

味
 

残
留

塩
素

 

㎎
／

ℓ
 

㎎
／

ℓ
 

㎎
／

ℓ
 

㎎
／

ℓ
 

度
 

度
 

水
 

源
 

用
 

途
 

地
下

水
 

そ
の

他
 

飲
 

用

消
毒

設
備

 

ア
ン

モ
ニ

ア
態

窒
素

 

亜
硝

酸
態

窒
素

 

㎎
／

ℓ
 

㎎
／

ℓ
 

 
・

 
飲

用
以

外
 

 
・

 
表

流
水

 

（
 

 
 

 
）

 

・
 

無
 

有
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第２号（４）（第３条関係） 
受 付 年 月 日   年  月  日 受 付 番 号  

試 験 等 成 績 書              
年   月   日  

       様 

埼玉県        所長 □印   

 試験成績は、下記のとおりです。 
記 

検 体 の 種 類 
１ 上水道  ２ 簡易水道  ３ 専用水道  ４ 簡易専用水道 
５ 埼玉県自家用水道条例(昭和３２年埼玉県条例第２号)第２条に規定する自家用水 
道  ６ 井戸水  ７ その他（                    ） 

水 源 の 種 類 １ 井戸水  ２ 表流水  ３ 伏流水  ４ その他（   ） 

水 源 の 名 称  

採水場所（所在地）  

採 水 者 氏 名                     （所属） 

採 水 年 月 日      年   月   日 

天 候  採水日の前日           採水日 

採水時の気温及び水温  気温   ℃           水温   ℃ 

項 目 名 成  績 基 準 値 項 目 名 成  績 基 準 値 

一 般 細 菌 
１mℓ中集落
数 

１mℓの検水で
形成される集落
数が100以下 

アルミニウム及びそ
の化合物 

㎎／ℓ 0.2㎎／ℓ以下 

大 腸 菌 不検出・検出 
検出されないこ
と。 

鉄及びその化合物   ㎎／ℓ 0.3mg／ℓ以下 

カドミウム及びその
化合物 

㎎／ℓ 0.003㎎／ℓ以下 銅及びその化合物 ㎎／ℓ 1.0㎎／ℓ以下 

水銀及びその化合物 ㎎／ℓ 
0.0005㎎／ℓ以
下 

ナトリウム及びその
化合物 

㎎／ℓ 200㎎／ℓ以下 

セレン及びその化合
物 

㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下 
マンガン及びその化
合物 

㎎／ℓ 0.05㎎／ℓ以下 

鉛及びその化合物 ㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下 塩 化 物 イ オ ン ㎎／ℓ 200㎎／ℓ以下 

砒
ひ

素及びその化合物 ㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下 
カルシウム、マグネ
シウム等(硬度) 

㎎／ℓ 300㎎／ℓ以下 

六価クロム化合物 ㎎／ℓ 0.05㎎／ℓ以下 蒸 発 残 留 物 ㎎／ℓ 500㎎／ℓ以下 

亜 硝 酸 態 窒 素 ㎎／ℓ 0.04㎎／ℓ以下 陰イオン界面活性剤 ㎎／ℓ 0.2㎎／ℓ以下 

シアン化物イオン及
び塩化シアン 

㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下 ジ ェ オ ス ミ ン ㎎／ℓ 
0.00001㎎／ℓ
以下 

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素 

㎎／ℓ 10㎎／ℓ以下 
２－メチルイソボル
ネオール 

㎎／ℓ 
0.00001㎎／ℓ
以下 

フッ素及びその化合
物 

㎎／ℓ 0.8㎎／ℓ以下 非イオン界面活性剤 ㎎／ℓ 0.02㎎／ℓ以下 

ホウ素及びその化合
物 

㎎／ℓ 1.0㎎／ℓ以下 フ ェ ノ ー ル 類 ㎎／ℓ 
フェノールとし
て0.005㎎／ℓ
以下 

四 塩 化 炭 素 ㎎／ℓ 0.002㎎／ℓ以下 
有機物（全有機炭素
（ＴＯＣ）の量） 

㎎／ℓ ３㎎／ℓ以下 

１,４－ジオキサン ㎎／ℓ 0.05㎎／ℓ以下 ｐ Ｈ     値  5.8以上8.6以下 

シス－１,２－ジク
ロロエチレン及びト
ランス－１,２－ジ
クロロエチレン 

㎎／ℓ 0.04㎎／ℓ以下 

臭 気  
異常でないこ
と。 

色 度 度 ５度以下 

濁 度 度 ２度以下 

ジ ク ロ ロ メ タ ン ㎎／ℓ 0.02㎎／ℓ以下    

テトラクロロエチレ
ン 

㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下 アンモニア態窒素 ㎎／ℓ  

トリクロロエチレン ㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下   

ベ ン ゼ ン ㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下    

亜鉛及びその化合物 ㎎／ℓ 1.0㎎／ℓ以下    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備       考  

試 験 年 月 日         年  月  日から      年  月  日まで 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（５）（第３条関係） 
受 付 年 月 日   年  月  日 受 付 番 号  

試 験 等 成 績 書              
年   月   日  

       様 
埼玉県        所長 □印   

 試験（検査）成績は、下記のとおりです。 
記 

検 体 の 種 類 
１ 上水道  ２ 簡易水道  ３ 専用水道  ４ 簡易専用水道  ５ 埼玉県
自家用水道条例(昭和３２年埼玉県条例第２号)第２条に規定する自家用水道  ６ 
井戸水  ７ その他（                    ） 

水 源 の 種 類 １ 井戸水  ２ 表流水  ３ 伏流水  ４ その他（   ） 

採水場所（所在地）  

採 水 者 氏 名                     （所属） 

採 水 年 月 日      年   月   日 

採水時の気温及び水温  気温   ℃           水温   ℃ 

項 目 名 成  績 基 準 値 項 目 名 成  績 基 準 値 

一 般 細 菌 
１mℓ中集落
数 

１mℓの検水で形
成される集落数
が100以下 

総トリハロメタン ㎎／ℓ 0.1㎎／ℓ以下 

大 腸 菌 不検出・検出 
検出されないこ
と。 

ト リ ク ロ ロ 酢 酸 ㎎／ℓ 0.2㎎／ℓ以下 

カドミウム及びその
化合物 

㎎／ℓ 
0.003㎎／ℓ以
下 

ブロモジクロロメタ
ン 

㎎／ℓ 0.03mg／ℓ以下 

水銀及びその化合物 ㎎／ℓ 0.0005㎎／ℓ以
下 

ブ ロ モ ホ ル ム ㎎／ℓ 0.09㎎／ℓ以下 

セレン及びその化合
物 

㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下 ホルムアルデヒド ㎎／ℓ 0.08㎎／ℓ以下 

鉛及びその化合物 ㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下 亜鉛及びその化合物 ㎎／ℓ 1.0㎎／ℓ以下 

砒
ひ

素及びその化合物 ㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下 
アルミニウム及びそ
の化合物 

㎎／ℓ 0.2㎎／ℓ以下 

六価クロム化合物 ㎎／ℓ 0.05㎎／ℓ以下 鉄及びその化合物 ㎎／ℓ 0.3㎎／ℓ以下 

亜 硝 酸 態 窒 素 ㎎／ℓ 0.04㎎／ℓ以下 銅及びその化合物 ㎎／ℓ 1.0㎎／ℓ以下 

シアン化物イオン及
び塩化シアン 

㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下 
ナトリウム及びその
化合物 

㎎／ℓ 200㎎／ℓ以下 

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素 

㎎／ℓ 10㎎／ℓ以下 
マンガン及びその化
合物 

㎎／ℓ 0.05㎎／ℓ以下 

フッ素及びその化合
物 

㎎／ℓ 0.8㎎／ℓ以下 塩 化 物 イ オ ン ㎎／ℓ 200㎎／ℓ以下 

ホウ素及びその化合
物 

㎎／ℓ 1.0㎎／ℓ以下 
カルシウム、マグネ
シウム等(硬度) 

㎎／ℓ 300㎎／ℓ以下 

四 塩 化 炭 素 ㎎／ℓ 
0.002㎎／ℓ以
下 

蒸 発 残 留 物 ㎎／ℓ 500㎎／ℓ以下 

１,４－ジオキサン ㎎／ℓ 0.05㎎／ℓ以下 陰イオン界面活性剤 ㎎／ℓ 0.2㎎／ℓ以下 

シス－１,２－ジク
ロロエチレン及びト
ランス－１,２－ジ
クロロエチレン 

㎎／ℓ 0.04㎎／ℓ以下 
ジ ェ オ ス ミ ン ㎎／ℓ 

0.00001㎎／ℓ
以下 

２－メチルイソボル
ネオール 

㎎／ℓ 
0.00001㎎／ℓ
以下 

ジ ク ロ ロ メ タ ン ㎎／ℓ 0.02㎎／ℓ以下 非イオン界面活性剤 ㎎／ℓ 0.02㎎／ℓ以下 

テトラクロロエチレ
ン 

㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下 フ ェ ノ ー ル 類 ㎎／ℓ 
フェノールとして
0.005㎎／ℓ以下 

トリクロロエチレン ㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下 
有機物（全有機炭素
（ＴＯＣ）の量） 

㎎／ℓ ３㎎／ℓ以下 

ベ ン ゼ ン ㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下 p Ｈ     値 5.8以上8.6以下 

塩 素 酸 ㎎／ℓ 0.6㎎／ℓ以下 味 
異常でないこ
と。 

ク ロ ロ 酢 酸 ㎎／ℓ 0.02㎎／ℓ以下 臭 気  
異常でないこ
と。 

ク ロ ロ ホ ル ム ㎎／ℓ 0.06㎎／ℓ以下 色 度 度 ５度以下 

ジ ク ロ ロ 酢 酸 ㎎／ℓ 0.04㎎／ℓ以下 濁 度 度 ２度以下 

ジブロモクロロメタ 
ン 

㎎／ℓ 0.1㎎／ℓ以下    

 



 
臭 素 酸 ㎎／ℓ 0.01㎎／ℓ以下 残 留 塩 素 ㎎／ℓ   

判        定  

備        考  

試験（検査）年月日         年  月  日から     年  月  日まで 

注 残留塩素は、水道法（昭和３２年法律第１７７号）の水質基準項目ではなく、同
法第２２条で衛生上の措置として規定されている。 

 

 



 

様
式
第
二
号
（
八
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第２号（８）（第３条関係） 

受 付 年 月 日     年  月  日 受 付 番 号  

試 験 等 成 績 書              
年  月  日  

 
       様 
 

埼玉県     所長 □印   

 
 試験（検査）成績は、下記のとおりです。 

記 

検 体 の 種 類 
１ 上水道  ２ 簡易水道  ３ 専用水道  ４ 簡易専用水道  ５ 小規模受
水槽水道  ６ 埼玉県自家用水道条例（昭和３２年埼玉県条例第２号）第２条に規定
する自家用水道  ７ 井戸水  ８ 浄水器等を通した水  ９その他（    ） 

試 験（検 査）目 
的 

１ 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２０条第１項の規定による水質検査 
２ 埼玉県自家用水道条例第６条第１項の規定による水質検査 
３ 法令以外の水質検査（                     ） 

採 水 場 所  

採 水 者 氏 名  

採 水 年 月 日     年  月  日 

天 候  採水日の前日              採水日 

採水時の気温及び水
温 

 気温   ℃              水温   ℃ 

項              目 成         績 水道法に基づく水質基準 

理 
 
 

 
 
 

 
 

化 
 
 
 

 
 
 
 

学 

ア ン モ ニ ア 態 窒 素          ㎎／ℓ  

亜 硝 酸 態 窒 素          ㎎／ℓ 0.04㎎／ℓ以下であること。 

硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素          ㎎／ℓ 10㎎／ℓ以下であること。 

塩 化 物 イ オ ン          ㎎／ℓ 200㎎／ℓ以下であること。 

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の
量） 

         ㎎／ℓ ３㎎／ℓ以下であること。 

ｐ Ｈ     値  5.8以上8.6以下であること。 

臭 気 異常なし･異常あり(     ) 異常でないこと。 

味 異常なし･異常あり(   )･検査不能 異常でないこと。 

色 度            度 ５度以下であること。 

濁 度            度 ２度以下であること。 

残 留 塩 素          ㎎／ℓ  

細 

菌 

一 般 細 菌   １mℓ中集落数 
１mℓ検水で形成される集落数
が100以下であること。 

大 腸 菌 不 検 出 ・ 検   出 検出されないこと。 

判                定 
（水質基準全５１項目のうち、１１項目に対する検査成績である。） 

試  験 （検  査） 年 月 日      年   月   日から    年   月   日まで 

指 導 事 項          
１ 水道水に切り替えること            。 ２ 消毒設備を設けること。 
３ 水槽の清掃をすること。 
４ その他（                      ） 

指 導 年 月 日         年    月    日 

 注 １ アンモニア態窒素は、水道法の水質基準の項目ではなく、し尿汚染の指標と
して位置付けられている。 

   ２ 残留塩素は、水道法の水質基準の項目ではなく、同法第２２条で衛生上の措
置として規定されている。 

 



           
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
衛
生
試
験
検
査
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所 

 

 

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   し
て

、
0.02mg/ℓ

以
下

 

ニ
ッ

ケ
ル

及
び

そ
の

化
合

物
 

ニ
ッ

ケ
ル

の
量

に
関

 

」
に
、 

」 

を 

「 

「 

に
、「 

ニ
ッ

ケ
ル

及
び

 

亜
 
 
 
 
硝

 
 
 

酸

㎎
／

ℓ
 

㎎
／

ℓ
 

そ
の

化
合

物
 

  態
窒

素
 

 
 
ニ

ッ
ケ

ル
の

量
に

関
し

て
、

0
.01mg／

ℓ
以

下
※

 

 
 0.05mg／

ℓ
以

下
※

 

㎎
/ℓ

 

」 
0.2㎎

／
ℓ

」
 

0.4㎎
／

ℓ
」

 

を
「 

に
改
め
る
。 

0.015㎎
／

ℓ
 

0.02㎎
／

ℓ
 

様
式
第
二
号
（
九
）
中
「 

」
を
「 



規 
 

則 

 
埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
管
理
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
中
「
九
七
〇
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
、
四
四
〇
」
を
「
二
、
五
一
〇
」
に
、
「
四
、

四
〇
〇
」
を
「
四
、
五
三
〇
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

      

埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号



規 
 

則 

 
埼
玉
県
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
号
中
「
若
し
く
は
寄
附
行
為
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
、
収
支
計
算
書
」
を

削
る
。 

 

別
表
第
一
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

名
称 

単
位 

利
用
料
金
の
上
限
額

（
円
）(
一
回
に
つ
き)

 

備
考 

 
 

講
演
台 

一
式 
八
三
〇 

脇
台
付
き 

 
 

司
会
者
台 

一
台 

四
〇
〇  

 
 

長
机 

同 

二
七
〇  

 
 

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
用
机 

同 

二
七
〇  

 
 

椅
子 

一
脚 

一
三
〇  

 
 

ピ
ア
ノ
椅
子 

同 

一
三
〇  

 
 

コ
ン
ト
ラ
バ
ス
用
椅
子 

同 

一
三
〇  

 
 

指
揮
者
台 

一
式 

二
七
〇 

譜
面
台
付
き 

 
 

譜
面
台 

一
台 

一
三
〇  

 
 

ラ
ン
プ
付
譜
面
台
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

一
九
〇  

 
 

音
響
反
射
板
（
同
） 

一
式 

七
、
一
二
〇  

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

二
、
八
五
〇  

 
 

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
ピ
ッ
ト
（
大
ホ
ー

ル
） 

大
迫ぜ

り
（
同
） 

同 

 

同 

四
、
二
七
〇  

五
、
七
〇
〇    

 
 

小
迫ぜ

り
（
同
） 

同 

四
、
二
七
〇  

 
 

ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ス
テ
ー
ジ
（
同
） 

松
羽
目 

同 同 

四
、
二
七
〇 

一
、
四
二
〇  

竹
羽
目
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

一
、
四
二
〇 

組
立
て
料
及
び 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
五
号



 
 

 
 

 

取
壊
し
料
を
含

ま
な
い
。 

 
 

び
よ
う
ぶ 

一
双 

二
、
一
二
〇 

金
、
銀
、
鳥
の

子 

 
 

毛
せ
ん
（
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
） 

一
枚 

四
〇
〇  

 
 

同
（
五
・
四
メ
ー
ト
ル
、
三
・
六

メ
ー
ト
ル
） 

同 

二
七
〇  

 
 

長
布
団 

同 

一
三
〇  

 
 

所
作
台
（
大
ホ
ー
ル
） 

一
式 

九
、
九
七
〇  

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

五
、
七
〇
〇  

 
 

脇
花
道
（
大
ホ
ー
ル
） 
同 

四
、
二
七
〇  

 
 

早
変
わ
り
ブ
ー
ス
（
同
） 
同 

二
、
八
五
〇  

 

舞
台

設
備 

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
台
（
Ａ
セ
ッ
ト
）

（
同
） 

同 

七
、
一
二
〇 

四
段 

 
 

同
（
Ｂ
セ
ッ
ト
）
（
同
） 

同 
七
、
八
二
〇 

変
型
平
台
及
び

蹴
込
み
パ
ネ
ル

付
き 

 
 

平
台
（
二
・
七
メ
ー
ト
ル
） 

一
枚 

四
〇
〇  

 
 

同
（
一
・
八
メ
ー
ト
ル
） 

同 

二
七
〇  

 
  

同
（
一
・
二
メ
ー
ト
ル
、
〇
・
九

メ
ー
ト
ル
） 

同 

一
三
〇  

 
 

箱
足
・
中
足
・
高
足 

一
組 

一
三
〇 

平
台
一
枚
に
つ

き 

 
 

上
敷
（
一
九
・
八
メ
ー
ト
ル
） 

一
枚 

四
〇
〇  

 
 

同
（
九
・
九
メ
ー
ト
ル
） 

同 

二
七
〇  

 
 

同
（
五
・
四
メ
ー
ト
ル
） 

同 

一
九
〇  

 
 

同
（
二
・
七
メ
ー
ト
ル
） 

同 

一
三
〇  

 
 

地
が
す
り
（
縦
九
メ
ー
ト
ル
横
二

〇
メ
ー
ト
ル
、
縦
六
・
六
メ
ー
ト

ル
横
二
八
メ
ー
ト
ル
）
（
大
ホ
ー

ル
） 

同 

二
、
八
五
〇  

 
 

同
（
縦
四
・
五
メ
ー
ト
ル
横
二
〇

メ
ー
ト
ル
）
（
同
） 

同 

一
、
四
二
〇  

 
 

同
（
縦
六
・
六
メ
ー
ト
ル
横
一
〇

同 

八
三
〇  



メ
ー
ト
ル
）
（
小
ホ
ー
ル
） 

 
 

し
や
幕 

一
張 

二
、
一
二
〇 

白
、
黒 

 
 

紅
白
幕
・
浅
黄
幕
・
大
黒
幕 

同 

一
、
四
二
〇  

 
 

大
太
鼓 

一
式 

一
、
四
二
〇  

 
 

平
太
鼓 

同 

七
〇
〇  

 
 

旗
パ
ネ
ル 

一
枚 

二
七
〇 

国
旗
、
県
旗 

 
 

バ
レ
エ
用
シ
ー
ト
（
大
ホ
ー
ル
） 

一
式 

四
、
二
七
〇  

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

二
、
一
二
〇  

 
 

節
台 

同 

八
三
〇  

 
 

高
座
用
座
布
団 

一
枚 

一
三
〇  

 
 

拡
声
装
置
（
大
ホ
ー
ル
） 
一
式 

五
、
七
〇
〇 

調
整
卓
、
出
力

制
御
卓
、
入
力

架
、
出
力
架
、

電
源
架
、
サ
イ

ド
ス
ピ
ー
カ
ー
、

プ
ロ
セ
ニ
ア
ム

ス
ピ
ー
カ
ー
、

固
定
型
跳
ね
返

り
ス
ピ
ー
カ
ー 

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

三
、
五
五
〇 

同 

 
  

音
響
Ａ
セ
ッ
ト
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

九
、
九
七
〇 

拡
声
装
置
（
一

式
）
、
マ
イ
ク

ロ
ホ
ン
（
三
本
） 

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

五
、
七
〇
〇 

拡
声
装
置
（
一

式
）
、
マ
イ
ク

ロ
ホ
ン
（
二
本
） 

 
 

音
響
Ｂ
セ
ッ
ト
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

一
四
、
一
九
〇 

拡
声
装
置
（
一

式
）
、
マ
イ
ク

ロ
ホ
ン
（
五

本
）
、
移
動
型

跳
ね
返
り
ス
ピ

ー
カ
ー
（
二
台
） 

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

一
一
、
四
〇
〇 

拡
声
装
置
（
一

式
）
、
マ
イ
ク



ロ
ホ
ン
（
四

本
）
、
移
動
型

跳
ね
返
り
ス
ピ

ー
カ
ー
（
二
台
） 

 

音
響

設
備 

音
響
Ｃ
セ
ッ
ト
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

二
一
、
二
二
〇 

拡
声
装
置
（
一

式
）
、
マ
イ
ク

ロ
ホ
ン
（
一
〇

本
）
、
移
動
型

跳
ね
返
り
ス
ピ

ー
カ
ー
（
二
台
） 

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 
同 

一
六
、
九
〇
〇 

拡
声
装
置
（
一

式
）
、
マ
イ
ク

ロ
ホ
ン
（
八

本
）
、
移
動
型

跳
ね
返
り
ス
ピ

ー
カ
ー
（
二
台
） 

 
 

客
席
内
ミ
キ
サ
ー
台
（
大
ホ
ー
ル
） 

一
台 

七
〇
〇  

 
 

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン 

一
本 

一
、
六
九
〇  

 
 

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ス
テ
レ
オ
マ
イ
ク 

同 

二
、
一
二
〇  

 
 

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
装
置 

一
チ
ャ

ン
ネ
ル 

二
、
八
五
〇  

 
 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
マ
イ
ク
装
置 

一
式 

七
〇
〇 

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

を
含
ま
な
い
。 

 
 

三
点
つ
り
マ
イ
ク
装
置 

同 

一
、
四
二
〇 

同 

 
 

二
点
つ
り
マ
イ
ク
装
置
（
大
ホ
ー

ル
） 

同 

七
〇
〇 

同 

 
 

カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー 

一
台 

一
、
四
二
〇  

 
 

Ｃ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー 

同 

七
〇
〇  

 
 

Ｍ
Ｄ
レ
コ
ー
ダ
ー 

同 

一
、
四
九
〇  

 
 

移
動
型
ス
テ
ー
ジ
ス
ピ
ー
カ
ー 

同 

一
、
四
二
〇  

 
 

移
動
型
跳
ね
返
り
ス
ピ
ー
カ
ー 

同 

七
〇
〇  

 
 

エ
コ
ー
マ
シ
ン 

同 

一
、
四
二
〇  

 
 

マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド
（
大
型
） 

一
本 

二
七
〇  

 
 

同
（
中
型
、
小
型
、
卓
上
用
） 

同 

一
三
〇  



 
 

調
光
装
置
（
大
ホ
ー
ル
） 

一
式 

七
、
一
二
〇 

調
光
卓
、
Ｃ
Ｒ

Ｔ
キ
ー
ボ
ー
ド

卓 

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

四
、
二
七
〇 

調
光
卓 

 
 

照
明
Ａ
セ
ッ
ト
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

二
八
、
三
五
〇 

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ

ト
（
二
列
）
、

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
（
三
五
台
）
、

調
光
装
置 

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

一
四
、
二
四
〇 

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ

ト
（
一
列
）
、

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
（
二
〇
台
）
、

調
光
装
置 

 
 

照
明
Ｂ
セ
ッ
ト
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 
四
一
、
五
五
〇 

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ

ト
（
二
列
）
、

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
（
七
五
台
）
、

調
光
装
置 

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

二
四
、
一
四
〇 

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ

ト
（
二
列
）
、

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
（
四
五
台
）
、

調
光
装
置 

 
 

照
明
Ｃ
セ
ッ
ト
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

六
〇
、
四
四
〇 

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ

ト
（
三
列
）
、

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
（
一
二
五

台
）
、
調
光
装

置 

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

三
九
、
八
一
〇 

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ

ト
（
二
列
）
、

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
（
八
〇
台
）
、



ロ
ア
ー
大
ホ
リ

ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト

（
一
列
）
、
調

光
装
置 

 
      

照
明

設
備 

照
明
Ｄ
セ
ッ
ト
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

一
〇
六
、
八
五
〇 

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ

ト
（
四
列
）
、

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
（
二
〇
〇

台
）
、
大
ホ
リ

ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト

（
一
列
）
、
調

光
装
置 

 
 

照
明
Ｅ
セ
ッ
ト
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

二
九
、
三
七
〇 

ム
ー
ビ
ン
グ
ラ

イ
ト
（
二
〇
台
） 

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 
七
、
七
七
〇 

ム
ー
ビ
ン
グ
ラ

イ
ト
（
八
台
） 

 
 

フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
大
ホ
ー
ル
） 

一
列 

一
、
四
二
〇  

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

七
〇
〇  

 
 

花
道
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

七
〇
〇  

 
 

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト
（
同
） 

同 

一
、
四
二
〇  

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

七
〇
〇  

 
 

ア
ッ
パ
ー
大
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト

（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

四
、
二
七
〇  

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

二
、
一
二
〇  

 
 

ロ
ア
ー
大
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト
（
大

ホ
ー
ル
） 

同 

二
、
八
五
〇  

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

一
、
四
二
〇  

 
 

ロ
ア
ー
中
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト
（
大

ホ
ー
ル
） 

同 

二
、
四
一
〇  

 
 

音
響
反
射
板
ラ
イ
ト
（
同
） 

同 

二
、
一
二
〇  

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

七
〇
〇  

 
 

ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
大
ホ
ー

ル
） 

一
台 

四
、
二
七
〇  

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

二
、
一
二
〇  



 
 

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
一
・
五
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
上
） 

同 

七
〇
〇  

 
 

同
（
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
一
・
五

キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
） 

同 

五
五
〇  

 
 

同
（
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
） 

同 

四
〇
〇  

 
 

ス
ト
リ
ッ
プ
ラ
イ
ト
（
一
二
灯
） 

同 

四
〇
〇  

 
 

同
（
八
灯
） 

同 

二
七
〇  

 
 

同
（
四
灯
） 

同 

一
三
〇  

 
 

ム
ー
ビ
ン
グ
ラ
イ
ト
（
大
ホ
ー
ル
） 

同 

五
、
九
二
〇  

 
 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

同 

二
、
二
二
〇  

 
 

波
の
エ
フ
ェ
ク
ト
マ
シ
ン 
同 

二
七
〇  

 
 

ス
ト
ロ
ボ 
同 

七
〇
〇  

 
 

エ
フ
ェ
ク
ト
マ
シ
ン 

同 

八
三
〇  

 
 

種
板 

一
枚 

一
三
〇 

エ
フ
ェ
ク
ト
マ

シ
ン
用 

 
 

先
玉 

一
個 
一
三
〇  

 
 

ミ
ラ
ー
ボ
ー
ル 

一
台 

八
三
〇  

 
 

ア
イ
リ
ス
シ
ャ
ッ
タ
ー 

同 

一
三
〇  

 
 

バ
ー
ン
ド
ア 

同 

一
三
〇  

 
 

ス
モ
ー
ク
マ
シ
ン 

同 

八
三
〇 

フ
ァ
ン
付
き 

 
 

カ
ラ
ー
ス
ク
ロ
ー
ラ
ー 

一
式 

五
、
七
五
〇 

灯
体
を
含
ま
な

い
。 

 

ピ
ア

ノ 

グ
ラ
ン
ド
フ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
（
ス

タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
Ｄ
） 

同
（
ベ
ー
ゼ
ン
ド
ル
フ
ァ
ー
２
９

０
）
（
大
ホ
ー
ル
） 

同
（
ヤ
マ
ハ
Ｃ
ＦⅢ

）
（
同
） 

グ
ラ
ン
ド
セ
ミ
コ
ン
サ
ー
ト
（
ヤ

マ
ハ
Ｓ
―
４
０
０
Ｂ
）
（
小
ホ
ー

ル
） 

グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
（
ヤ
マ
ハ
Ｃ
３

Ａ
）
（
練
習
室
） 

一
台 

 

一
四
、
一
九
〇 

調
律
料
を
含
ま

な
い
。 

同 

 

同 同 

  

同 

 

 

同 

 

一
四
、
一
九
〇 

 

同 同 

  

同 

 

七
、
一
二
〇 

四
、
二
七
〇   

二
、
八
五
〇  

 

 

三
五
ミ
リ
映
写
機
（
大
ホ
ー
ル
） 

 

一
式 

二
、
一
二
〇 

上
映
一
〇
分
に 

つ
き
、
ス
ク
リ 



 
 

 

一
六
ミ
リ
映
写
機
（
同
） 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ

ー ス
ラ
イ
ド
映
写
機 

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
（
大
ホ
ー
ル
） 

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
固
定

式
）
（
大
ホ
ー
ル
） 

同
（
同
）
（
小
ホ
ー
ル
） 

同
（
移
動
式
・
短
距
離
用
） 

ス
ク
リ
ー
ン
（
大
ホ
ー
ル
） 

同
（
小
ホ
ー
ル
） 

ホ
ワ
イ
エ
モ
ニ
タ
ー
（
大
ホ
ー
ル
）  

同 同 同 

 

同 同 同 

 

同 同 同 同 同 

 

二
、
一
二
〇 

一
、
四
二
〇 

二
、
八
五
〇  

三
、
五
五
〇 

二
五
、
四
二
〇 

六
二
、
七
〇
〇  

二
九
、
七
四
〇 

二
、
七
一
〇 

一
、
四
二
〇 

七
〇
〇 

一
四
、
三
一
〇 

ー
ン
を
含
む
。 

同 同 ス
ク
リ
ー
ン
を

含
む
。 

同 

 

ス
ク
リ
ー
ン
を

含
む
。 

同 同 

 

映
写

設
備 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

通
訳

設
備 

同
時
通
訳
設
備
（
小
ホ
ー
ル
） 

同
時
通
訳
用
レ
シ
ー
バ
ー
（
同
） 

一
式 

一
個 

一
四
、
一
九
〇 

二
七
〇   

  

そ
の

他 

シ
ャ
ワ
ー 

仮
設
電
話 

一
式 

一
台 

七
〇
〇 

一
、
四
二
〇  

  

別
表
第
二
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

名
称 

単
位 

利
用
料
金
の
上
限
額

（
円
）(

一
回
に
つ
き)

 

備
考 

 

音
響

設
備 

拡
声
装
置 

Ｂ
Ｇ
Ｍ
装
置 

 

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
装
置 

 

一
式 

同 

 

一
チ
ャ

ン
ネ
ル 

一
台 

同 

四
、
二
七
〇 

七
〇
〇  

一
、
四
二
〇  

一
、
四
二
〇  

拡
声
装
置
を
含

ま
な
い
。 

   

カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー 

Ｍ
Ｄ
レ
コ
ー
ダ
ー 

 

一
、
四
九
〇  

 

 

一
六
ミ
リ
映
写
機 

一
式 

二
、
八
五
〇 

ス
ク
リ
ー
ン
を

含
む
。 

 

ス
ラ
イ
ド
映
写
機 

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
移
動 

式
・
短
距
離
用
） 

同 同 

一
、
四
二
〇 

二
、
七
一
〇 

同 同 

映
写

設
備 



 

通
訳

設
備 

同
時
通
訳
装
置 

同
時
通
訳
用
レ
シ
ー
バ
ー 

一
式 

一
個 

一
四
、
一
九
〇 

二
七
〇  

そ
の

他 

ス
テ
ー
ジ 

金
び
よ
う
ぶ 

国
旗 

卓
上
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト 

レ
ー
ザ
ー
ポ
イ
ン
タ
ー 

つ
い
立
て 

ピ
ア
ノ
（
ヤ
マ
ハ
Ｃ
３
Ａ
） 

仮
設
電
話 

一
台 

一
双 

一
本 

一
台 

四
〇
〇 

二
、
一
二
〇 

一
三
〇 

四
〇
〇 

二
、
一
二
〇 

七
〇
〇 

二
、
八
五
〇 

一
、
四
二
〇  

  
 

 

一
本 

一
枚 

 
 

 

一
台 

同 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

埼
玉
県
彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
管
理
規
則
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
百
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
又
は
Ｈ
Ｄ
映
像
収
録
シ
ス
テ
ム
用
レ
ン
ズ
」
を
「
、
Ｈ
Ｄ
映
像
収

録
シ
ス
テ
ム
用
レ
ン
ズ
又
は
Ｈ
Ｄ
映
像
収
録
シ
ス
テ
ム
用
マ
ッ
ト
ボ
ッ
ク
ス
、
フ
ォ
ロ
ー
フ
ォ
ー

カ
ス
及
び
テ
ー
プ
レ
ス
収
録
機
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
号
の
表
音
響
設
備
の
項
中
「
六
一
〇
」
を
「
六
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
照
明
設
備
の

項
中
「
八
三
〇
」
を
「
八
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
映
像
設
備
の
項
中
「
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
、

〇
二
〇
」
に
、
「
八
〇
〇
」
を
「
八
一
〇
」
に
、
「
一
、
一
二
〇
」
を
「
一
、
一
五
〇
」
に
、
「
六

四
〇
」
を
「
六
五
〇
」
に
、
「
七
四
〇
」
を
「
七
五
〇
」
に
、
「
六
九
〇
」
を
「
七
一
〇
」
に
改

め
る
。 

別
表
第
二
号
の
表
舞
台
設
備
の
項
中
「
い
す
」
を
「
椅
子
」
に
、
「
三
六
〇
」
を
「
三
七
〇
」

に
、
「
七
五
〇
」
を
「
七
七
〇
」
に
改
め
、
同
表
音
響
設
備
の
項
中
「
二
五
、
八
〇
〇
」
を
「
二

六
、
五
〇
〇
」
に
、
「
五
、
八
九
〇
」
を
「
六
、
〇
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
照
明
設
備
の
項
中
「
一

七
〇
」
を
「
一
八
〇
」
に
改
め
、
同
表
映
像
設
備
の
項
中
「
九
九
〇
」
を
「
一
、
〇
二
〇
」
に
、

「
八
二
〇
」
を
「
八
四
〇
」
に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
項
中
「
五
三
〇
」
を
「
五
四
〇
」
に
、
「
四

四
〇
」
を
「
四
五
〇
」
に
、
「
二
一
、
六
〇
〇
」
を
「
二
二
、
二
〇
〇
」
に
、
「
一
八
、
四
〇
〇
」

を
「
一
九
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
号
の
表
舞
台
設
備
の
項
中
「
い
す
」
を
「
椅
子
」
に
、
「
六
九
〇
」
を
「
七
〇
〇
」

に
、
「
四
、
九
八
〇
」
を
「
五
、
一
二
〇
」
に
、
「
三
二
〇
」
を
「
三
三
〇
」
に
改
め
、
同
表
音

響
設
備
の
項
中
「
二
、
八
八
〇
」
を
「
二
、
九
六
〇
」
に
、
「
三
、
一
九
〇
」
を
「
三
、
二
八
〇
」

に
、
「
二
、
三
一
〇
」
を
「
二
、
三
七
〇
」
に
、
「
一
、
三
八
〇
」
を
「
一
、
四
一
〇
」
に
、
「
一
、

一
五
〇
」
を
「
一
、
一
八
〇
」
に
改
め
、
同
表
照
明
設
備
の
項
中
「
一
、
〇
三
〇
」
を
「
一
、
〇

五
〇
」
に
、
「
四
〇
〇
」
を
「
四
一
〇
」
に
改
め
、
同
表
映
像
設
備
の
項
中
「
二
、
七
〇
〇
」
を

「
二
、
七
八
〇
」
に
、
「
五
、
九
四
〇
」
を
「
六
、
一
〇
〇
」
に
、
「
六
九
〇
」
を
「
七
一
〇
」

に
、
「
四
、
三
五
〇
」
を
「
四
、
四
七
〇
」
に
、
「
五
、
二
三
〇
」
を
「
五
、
三
七
〇
」
に
、
「
八

二
〇
」
を
「
八
四
〇
」
に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
項
中
「
一
、
五
七
〇
」
を
「
一
、
六
二
〇
」
に

埼
玉
県
規
則
第
二
十
六
号



改
め
る
。 

別
表
第
四
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                              

別
表
第
四
号
の
表
の
備
考
第
二
号
及
び
第
三
号
中「
又
は
Ｈ
Ｄ
映
像
収
録
シ
ス
テ
ム
用
レ
ン
ズ
」

を
「
、
Ｈ
Ｄ
映
像
収
録
シ
ス
テ
ム
用
レ
ン
ズ
又
は
Ｈ
Ｄ
映
像
収
録
シ
ス
テ
ム
用
マ
ッ
ト
ボ
ッ
ク
ス
、

                          

映
像 

設
備 

名 
 

 
 

 
 

称 
Ｖ
Ｔ
Ｒ
六 

Ｖ
Ｔ
Ｒ
五 

Ｖ
Ｔ
Ｒ
四 

Ｖ
Ｔ
Ｒ
三 

Ｖ
Ｔ
Ｒ
二 

Ｖ
Ｔ
Ｒ
一 

デ
ィ
ス
ク
レ
コ
ー
ダ
ー 

同 レ
ス
収
録
機 

ー
フ
ォ
ー
カ
ス
及
び
テ
ー
プ 

マ
ッ
ト
ボ
ッ
ク
ス
、
フ
ォ
ロ 

Ｈ
Ｄ
映
像
収
録
シ
ス
テ
ム
用 

同 ン
ズ
セ
ッ
ト
） 

レ
ン
ズ
（
ロ
ン
グ
ズ
ー
ム
レ 

Ｈ
Ｄ
映
像
収
録
シ
ス
テ
ム
用 

同 レ
ン
ズ
セ
ッ
ト
） 

レ
ン
ズ
（
シ
ョ
ー
ト
ズ
ー
ム 

Ｈ
Ｄ
映
像
収
録
シ
ス
テ
ム
用 

同 ッ
ト
） 

レ
ン
ズ
（
単
焦
点
レ
ン
ズ
セ 

Ｈ
Ｄ
映
像
収
録
シ
ス
テ
ム
用 

同 Ｈ
Ｄ
映
像
収
録
シ
ス
テ
ム 

ス
テ
ム 

移
動
式
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
シ 

同 同 同 同 同 同 一
台 

同 

   

同 同 

  

同 同 

  

同 同 

  
同 同 同 

 

一
式 数 

 

量 

単 
 

 
 

 

位 

同 同 同 同 同 同 一
時
間 

一
週
間 

   

一
日 

一
週
間 

  

一
日 

一
週
間 

  
一
日 

一
週
間 

  

一
日 

一
週
間 

一
日 

 

一
時
間 

期
間 

一
〇
〇 

一
八
〇 

五
五
〇 

六
九
〇 

八
四
〇 

一
、
〇
二
〇 

六
六
〇 

二
二
、
六
五
〇    

四
、
五
三
〇 

七
二
、
〇
〇
〇   

一
四
、
四
〇
〇 

五
九
、
〇
〇
〇   

一
一
、
八
〇
〇 

一
三
七
、
五
〇
〇   

二
七
、
五
〇
〇 

二
九
五
、
〇
〇
〇 

五
九
、
〇
〇
〇  

七
一
〇 

使
用
料
（
円
） 

 



フ
ォ
ロ
ー
フ
ォ
ー
カ
ス
及
び
テ
ー
プ
レ
ス
収
録
機
」
に
改
め
る
。 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
別
表
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
（
施
行
日
前
に
発
し
た
納
入

通
知
書
に
よ
り
領
収
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
領
収
し
た

使
用
料
及
び
施
行
日
前
に
発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
施
行
日
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
の
額

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



 

規 
 

則 
 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
の
二
の
表
中
「
五
六
〇
円
」
を
「
五
七
〇
円
」
に
、
「
二
、
六
一
〇
円
」
を
「
二
、
六

八
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
中
「
二
、
四
八
〇
円
」
を
「
二
、
五
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
九
三
〇
円
」
を
「
三
、
〇
一

〇
円
」
に
、
「
三
五
〇
円
」
を
「
三
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
二
〇
円
」
を
「
一
、
三
五
〇
円
」

に
、
「
五
〇
〇
円
」
を
「
五
一
〇
円
」
に
、
「
四
一
〇
円
」
を
「
四
二
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
五

〇
円
」
を
「
一
、
一
八
〇
円
」
に
、
「
五
八
〇
円
」
を
「
五
九
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
九
条
の
二
の
表
及
び
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
（
施
行
日
前
に
発
し
た
納
入
通

知
書
に
よ
り
領
収
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
領
収
し
た
使

用
料
及
び
施
行
日
前
に
発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
施
行
日
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
の
額
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
七
号



規 
 

則 

 
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
の
一
月
前
」
、
「
と
屋
外
広
場
と
」
及
び
「
あ
わ
せ
て
」
を
削
り
、

「
に
あ
っ
て
は
、
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」
に
、
「
期
間
）
」
を
「
期
間
、
多
目
的
ホ
ー
ル
の
二
区

画
を
利
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
利
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
月
の
十
八
月
前
の
月

の
初
日
か
ら
利
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
の
期
間
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
号
中
「
若
し
く
は
寄
附
行
為
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
、
収
支
計
算
書
」
を

削
る
。 

 

別
表
舞
台
設
備
の
項
中
「
六
、
七
〇
〇
」
を
「
六
、
八
〇
〇
」
に
、
「
一
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

ホ
リ
ゾ
ン
ト
幕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
張 

 
 

 
 

 

一
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ス
ク
リ
ー
ン 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
式 

 
 

 
 

一
二
、 

四
〇
〇 

 

一
〇
〇 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〇 

」
に
改
め
、
同
表
音
響
設
備
の
項
中
「
八
、
三
〇
〇
」
を
「
八
、
五
〇
〇
」
に
、
「
九
、
七

〇
〇
」
を
「
九
、
九
〇
〇
」
に
、
「
三
、
六
〇
〇
」
を
「
三
、
七
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
照
明
設

備
の
項
中
「
二
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
〇
、
五
〇
〇
」
に
、
「
四
、
三
〇
〇
」
を
「
四
、
四
〇
〇
」

に
改
め
、
同
表
映
像
設
備
の
項
中
「
五
二
、
五
〇
〇
」
を
「
五
四
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
一
、
〇

〇
〇
」
を
「
二
一
、
六
〇
〇
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

を
「 

ス
ク
リ
ー
ン 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
式 

 
 

 
 

一
二
、
四
〇 

三
、
三
〇
〇
」
に
、 

 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号



規 
 

則 

 
さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
百
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
（
第
五
条
関
係
） 

名 
 

 
 

称 

単
位 
利
用
料
金
の
上
限
額

（
円
）（
一
日
に
つ
き
） 

備 
 

考 

照
明

設
備 

ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
三
キ
ロ

ワ
ッ
ト
） 

一
台 
一
六
、
二
〇
〇 

 
 

シ
ー
リ
ン
グ
用
ラ
イ
ト 

同 

一
、
七
〇
〇 

 
 

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
パ
ー
ラ
イ
ト
） 

同 

一
、
七
〇
〇 

 
 

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
平
凸
レ
ン
ズ
） 

同 

一
、
七
〇
〇 

 
 

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
フ
レ
ネ
ル
レ

ン
ズ
） 

同 

一
、
七
〇
〇 

 
 

ア
ッ
パ
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト 

一
色 

三
、
三
〇
〇 

 
 

ロ
ア
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト 

同 

三
、
三
〇
〇 

 
 

調
光
ユ
ニ
ッ
ト
（
十
二
チ
ャ
ン
ネ

ル
） 

一
台 

一
六
、
二
〇
〇 

 
 

ケ
ー
ブ
ル
（
百
ス
ク
ェ
ア
、
十
メ

ー
ト
ル
） 

一
本 

六
〇
〇 

 
 

ケ
ー
ブ
ル
（
百
ス
ク
ェ
ア
、
二
十

メ
ー
ト
ル
） 

同 

九
〇
〇 

 
 

電
源
車
用
ケ
ー
ブ
ル 

一
式 

三
二
、
四
〇
〇 

 
 

 

常
設
音
響
設
備
（
ス
タ
ジ
ア
ム
） 

一
式 

四
八
六
、
〇
〇
〇 

常
設
音
響
設

備
（
コ
ン
コ

ー
ス
、
楽
屋

等
）
を
含
む
。 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
九
号



常
設
音
響
設
備
（
メ
イ
ン
ア
リ
ー

ナ
） 

同 

三
二
四
、
〇
〇
〇 

同 

常
設
音
響
設
備
（
ホ
ー
ル
） 

同 

一
六
二
、
〇
〇
〇 

同 

常
設
音
響
設
備
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ア
リ
ー
ナ
） 

同 

八
一
、
〇
〇
〇 

 
 

常
設
音
響
設
備
（
コ
ン
コ
ー
ス
、

楽
屋
等
） 

同 

八
一
、
〇
〇
〇 

 
 

常
設
音
響
設
備
（
多
目
的
室
〇
〇

一
） 

同 

二
四
、
三
〇
〇 

 
 

常
設
音
響
設
備
（
多
目
的
室
〇
〇

二
） 

同 

二
四
、
三
〇
〇 

 
 

常
設
音
響
設
備
（
多
目
的
室
〇
〇

三
） 

同 

二
四
、
三
〇
〇 

 
 

移
動
式
調
整
卓
（
二
十
四
チ
ャ
ン

ネ
ル
） 

一
台 

一
六
、
二
〇
〇 

 
 

音
響

設
備 

イ
コ
ラ
イ
ザ
ー 

同 
八
、
一
〇
〇 

 
 

リ
バ
ー
ブ
（
残
響
装
置
） 

同 

三
、
三
〇
〇 
 

 

 

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク 

一
本 

四
、
九
〇
〇 

 
 

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
マ
イ
ク 

同 

一
、
七
〇
〇 

 
 

コ
ン
デ
ン
サ
ー
マ
イ
ク 

同 

二
、
五
〇
〇 

 
 

マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド 

一
台 

九
〇
〇 

 
 

イ
ン
カ
ム 

同 

三
、
三
〇
〇 

 
 

Ｄ
Ａ
Ｔ
デ
ッ
キ 

同 

三
、
三
〇
〇 

 
 

Ｍ
Ｄ
デ
ッ
キ 

同 

二
、
五
〇
〇 

 
 

Ｃ
Ｄ
デ
ッ
キ 

同 

二
、
五
〇
〇 

 
 

ダ
ブ
ル
カ
セ
ッ
ト
デ
ッ
キ 

同 

二
、
五
〇
〇 

 
 

マ
ル
チ
ケ
ー
ブ
ル
（
十
六
チ
ャ
ン

ネ
ル
、
十
メ
ー
ト
ル
） 

一
本 

一
、
七
〇
〇 

 
 

マ
ル
チ
ケ
ー
ブ
ル
（
十
六
チ
ャ
ン

ネ
ル
、
三
十
メ
ー
ト
ル
） 

同 

一
、
七
〇
〇 

 
 

マ
ル
チ
ケ
ー
ブ
ル
（
十
六
チ
ャ
ン

ネ
ル
、
五
十
メ
ー
ト
ル
） 

同 

一
、
七
〇
〇 

 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ア
リ
ー
ナ
ワ
ゴ
ン 

一
式 

八
、
一
〇
〇 

 

ス
テ
ー
ジ
ス
ピ
ー
カ
ー 

同 

三
二
、
四
〇
〇 

 
 



コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ア
リ
ー
ナ
ス
テ
ー

ジ
ス
ピ
ー
カ
ー 

同 

三
二
、
四
〇
〇 

 
 

映
像

設
備 

簡
易
ス
タ
ジ
オ
設
備 

一
式 

一
六
二
、
〇
〇
〇 

 
 

ス
ポ
ー
ツ
用
端
末
装
置 

一
台 

四
八
、
六
〇
〇 

 
 

ア
リ
ー
ナ
ビ
ジ
ョ
ン
Ａ 

一
式 

三
二
四
、
〇
〇
〇 

 
 

ア
リ
ー
ナ
ビ
ジ
ョ
ン
Ｂ 

同 

三
二
四
、
〇
〇
〇 

 
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ア
リ
ー
ナ
ビ
ジ
ョ

ン 

同 

三
二
四
、
〇
〇
〇 

 
 

プ
ラ
ズ
マ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ 

同 

八
一
、
〇
〇
〇 

  
 

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
七
十

イ
ン
チ
） 

一
台 

二
四
三
、
〇
〇
〇 

 
 

モ
ニ
タ
ー
（
四
十
八
イ
ン
チ
） 
同 

三
、
三
〇
〇 

 
 

中
継
車
用
電
源
盤 

一
式 

八
一
、
〇
〇
〇 

 
 

マ
イ
ク
ロ
波
送
信
用
延
長
回
線 

同 

二
七
、
〇
〇
〇 

 
 

ス
ポ

ー
ツ

設
備 

フ
ッ
ト
サ
ル
ゴ
ー
ル 

一
組 
二
四
、
三
〇
〇 

 
 

ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
用
備

品 

一
式 

五
六
七
、
〇
〇
〇 

 
 

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
コ
ー
ト
用
床

材 

一
面 

四
五
三
、
六
〇
〇 

 
 

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ゴ
ー
ル 

一
組 

二
四
三
、
〇
〇
〇 

 
 

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
専
用
得
点
盤 

一
面 

九
七
、
二
〇
〇 

 
 

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
用
備
品 

一
式 

八
一
、
〇
〇
〇 

 
 

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
コ
ー
ト
用
床
材 

一
面 

五
六
七
、
〇
〇
〇 

 
 

多
目
的
ス
ポ
ー
ツ
用
床
材 

一

平

方

メ

ー

ト

ル 

五
〇
〇 

 
 

選
手
用
ベ
ン
チ 

一
台 

九
〇
〇 

 
 

      

仮
設
ス
テ
ー
ジ 

一
台 

四
、
九
〇
〇 

 
 

人
工
芝 

一
式 

二
、
四
三
〇
、
〇
〇
〇 

設
営
料
及
び

撤
去
料
を
含

む
。 

可
動
間
仕
切
幕 

一
張 

一
六
二
、
〇
〇
〇 

 
 

袖
幕 

同 

八
、
一
〇
〇 

  
 



   
イ
ベ

ン
ト

設
備 

黒
幕 

同 

四
八
、
六
〇
〇 

  
 

ホ
リ
ゾ
ン
ト
幕 

同 

八
一
、
〇
〇
〇 

  
 

ロ
ー
マ
ン
シ
ェ
ー
ド
幕 

同 

一
六
、
二
〇
〇 

 
 

天
井
フ
ッ
ク
（
つ
り
下
げ
荷
重
一

ト
ン
以
上
五
ト
ン
未
満
） 

 
 

八
一
、
〇
〇
〇 

 
 

天
井
フ
ッ
ク
（
つ
り
下
げ
荷
重
五

ト
ン
以
上
十
ト
ン
未
満
） 

 
 

一
六
二
、
〇
〇
〇 

 
 

天
井
フ
ッ
ク
（
つ
り
下
げ
荷
重
十

ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
） 

 
 

三
二
四
、
〇
〇
〇 

 
 

天
井
フ
ッ
ク
（
つ
り
下
げ
荷
重
三

十
ト
ン
以
上
） 

 
 

つ
り
下
げ
荷
重
十
ト
ン

以
上
三
十
ト
ン
未
満
の

料
金
に
十
ト
ン
増
す
ご

と
に
八
一
、
〇
〇
〇
円

を
加
え
た
額 

 
 

養
生
用
シ
ー
ト 

一
本 
三
、
三
〇
〇 

 
 

床
養
生
用
ベ
ニ
ヤ
板 

一
枚 
二
〇
〇 

  
 

そ
の

他 

ア
リ
ー
ナ
用
椅
子 

一
脚 
三
〇
〇 
  

 

人
工
芝
ラ
イ
ン
引
機 

一
台 

四
八
、
六
〇
〇 

  
 

人
工
芝
ラ
イ
ン
リ
ム
ー
バ
ー 

同 

三
、
三
〇
〇 

  
 

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
二
ト
ン
） 

同 

一
六
、
二
〇
〇 

  
 

ラ
ウ
ン
ジ
用
テ
ー
ブ
ル
セ
ッ
ト 

一
式 

一
六
二
、
〇
〇
〇 

 
 

ポ
ー
ル 

一
本 

四
八
、
六
〇
〇 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

 
 

規 
 

則 

 
埼
玉
県
都
市
公
園
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
都
市
公
園
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
都
市
公
園
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
業
と
し
て
写
真
を
撮
影
す
る
場
合
の
項
中
「
三
五
〇
円
」
を
「
三
六
〇

円
」
に
、
「
七
一
〇
円
」
を
「
七
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
業
と
し
て
映
画
等
の
撮
影
を
行
う
場

合
の
項
中
「
一
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
二
八
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二

九
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
は
り
紙
、
は
り
札
そ
の
他
の
広
告
物
の
表
示
を
す
る
場
合
の
項

中
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
〇
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
三
中
「
百
分
の
二
・
一
」

を
「
百
分
の
二
・
一
六
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
第
二
号
イ
中
「
百
分
の
四
・
二
」
を
「
百
分
の
四
・
三
二
」
に
、
「
百
分
の
二
・
一
」

を
「
百
分
の
二
・
一
六
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
千
分
の
八
・
四
」
を
「
千
分
の
八
・
六
四
」
に

改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
五
・
二
五
」
を
「
百
分
の
五
・
四
」
に
、
「
四
万
七
千
九
百
円
」
を

「
四
万
九
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
陸
上
競
技
場
の
項
中
「
五
、
七
五
〇
円
」
を
「
五
、
九
一
〇
円
」
に
、

「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
七
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
双
輪
場
（
自
転
車
競
技
法
に
基

づ
く
自
転
車
競
技
を
行
う
場
合
及
び
同
法
に
基
づ
く
場
外
車
券
売
場
と
し
て
利
用
す
る
場
合
を
除

く
。
）
の
項
中
「
六
、
三
五
〇
円
」
を
「
六
、
五
三
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一

三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
二
号
の
表
中
「
七
、
三
五
〇
円
」
を
「
七
、
五
六
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
七
〇
〇

円
」
を
「
一
五
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
四
二
〇
円
」
を
「
六
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
三
号
の
表
中
「
九
、
九
一
〇
円
」
を
「
一
〇
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
二
〇
、
〇
〇

〇
円
」
を
「
二
〇
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
一
五
〇
円
」
を
「
三
、
二
四
〇
円
」
に
、
「
六
、

四
八
〇
円
」
を
「
六
、
六
六
〇
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
四
号
の
表
中
「
一
六
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
三
二
、
五

〇
〇
円
」
を
「
三
三
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
二
八
〇
円
」
を
「
六
、
四
五
〇
円
」
に
、
「
一

二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
七
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
五
号
の
表
中
「
三
、
三
八
〇
円
」
を
「
三
、
四
七
〇
円
」
に
、
「
六
、
七
六
〇
円
」

埼
玉
県
規
則
第
三
十
号



を
「
六
、
九
五
〇
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
六
号
の
表
硬
式
野
球
場
の
項
中
「
三
、
一
一
〇
円
」
を
「
三
、
一
九
〇
円
」
に
、

「
六
、
二
三
〇
円
」
を
「
六
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
四
六
〇
円
」
を
「
二
、
五
三
〇
円
」
に
、

「
四
、
九
三
〇
円
」
を
「
五
、
〇
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
六
〇
円
」
を
「
一
、
八
一
〇
円
」
に
、

「
三
、
五
二
〇
円
」
を
「
三
、
六
二
〇
円
」
に
、
「
二
、
七
一
〇
円
」
を
「
二
、
七
八
〇
円
」
に
、

「
二
、
一
五
〇
円
」
を
「
二
、
二
一
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
四
〇
円
」
を
「
一
、
五
八
〇
円
」
に

改
め
、
同
表
双
輪
場
の
項
中
「
一
、
七
八
〇
円
」
を
「
一
、
八
三
〇
円
」
に
、
「
三
、
五
七
〇
円
」

を
「
三
、
六
七
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
体
育
館
の
項
中
「
二
、
一
二
〇
円
」
を
「
二
、
一
八
〇
円
」

に
、
「
四
、
二
四
〇
円
」
を
「
四
、
三
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
八
〇
円
」
を
「
一
、
八
三
〇
円
」

に
、
「
三
、
五
七
〇
円
」
を
「
三
、
六
七
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
水
泳
競
技
場
の
項
中
「
五
、
〇

六
〇
円
」
を
「
五
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、

四
六
〇
円
」
を
「
二
、
五
三
〇
円
」
に
、
「
四
、
九
三
〇
円
」
を
「
五
、
〇
七
〇
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
七
号
の
表
中
「
一
、
七
七
〇
円
」
を
「
一
、
八
二
〇
円
」
に
、
「
三
、
五
四
〇
円
」

を
「
三
、
六
四
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 
 

埼
玉
県
い
じ
め
問
題
調
査
審
議
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

千 

葉 

照 

實 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
い
じ
め
問
題
調
査
審
議
会
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例

第
十
七
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
い
じ
め
問
題
調
査
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
組
織
） 

第
二
条 

審
議
会
は
、
委
員
五
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

２ 

審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置

く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
任
命
） 

第
三
条 

委
員
及
び
臨
時
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か

ら
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
。 

 

一 

弁
護
士 

 

二 

医
師
（
精
神
保
健
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

 

三 

心
理
、
福
祉
等
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者 

 

四 

学
識
経
験
の
あ
る
者 

 

（
任
期
） 

第
四
条 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

期
間
と
す
る
。 

２ 

臨
時
委
員
は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
会
長
及
び
副
会
長
） 

第
五
条 

審
議
会
に
、
会
長
及
び
副
会
長
を
置
き
、
委
員
等
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。 

２ 

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。 

３ 

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

 

（
会
議
） 



第
六
条 

審
議
会
の
会
議
は
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
（
第
十
一
条
に
お
い
て
「
教
育
長
」

と
い
う
。
）
が
招
集
し
、
会
長
は
、
そ
の
議
長
と
な
る
。 

２ 
審
議
会
の
会
議
は
、
委
員
等
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

審
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
等
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の

決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

４ 

委
員
等
は
、
審
議
会
の
議
決
に
よ
り
当
該
議
事
に
直
接
の
利
害
関
係
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

た
と
き
は
、
そ
の
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
関
係
者
の
出
席
） 

第
七
条 

審
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
の
出
席
を
求
め
て
、
意
見
を
聴

く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
会
議
の
公
開
） 

第
八
条 

審
議
会
の
会
議
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
出
席
し
た
委
員
等
の
三
分
の
二
以
上
の

多
数
で
議
決
し
た
と
き
は
、
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
議
事
録
） 

第
九
条 

会
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
議
事
録
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

会
議
の
日
時
及
び
場
所 

 

二 

出
席
及
び
欠
席
し
た
委
員
等
の
氏
名 

 

三 

議
決
事
項 

 

四 

表
決
に
お
け
る
賛
否
の
数 

 

五 

議
事
の
経
過 

 

六 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

２ 

議
事
録
に
は
、
会
長
及
び
出
席
し
た
委
員
等
の
う
ち
か
ら
会
長
が
指
名
し
た
一
人
の
委
員
等

が
署
名
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
庶
務
） 

第
十
条 

審
議
会
の
庶
務
は
、
埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
生
徒
指
導
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
十
一
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
定

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 
 

第
九
条
の
二
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条

第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

四 

埼
玉
県
い
じ
め
問
題
調
査
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

松 

岡 
 

 

進 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

７ 

別
表
第
五
の
職
の
欄
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
区
分
が
一
種
及
び
二
種
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る

職
員
の
管
理
職
手
当
の
月
額
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

る
管
理
職
手
当
の
額
か
ら
そ
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生

じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

 

別
表
第
三
各
機
関
共
通
の
項
中

を

主
 
任

「

」

主
 
事

技
 
師

専
門
員

主
 
事

技
 
師

専
門
員

主
 
任

 

主
 
任

主
任
専
門
員

」

主
 
任

主
任
専
門
員

主
 
事

技
 
師

専
門
員

主
 
事

技
 
師

専
門
員

「

に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
別
表
第
一
の
職
の
欄
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
区
分
が
一
種
及
び

二
種
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
の
管
理
職
手
当
の
月
額
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
る
管
理
職
手
当
の
額
か
ら
そ
の
百
分
の
十
に
相
当

す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ

た
額
と
す
る
。 

 

別
表
第
四
イ
（
三
）
の
共
通
の
項
六
級
の
欄
中
「
部
長 

セ
ン
タ
ー
付
」
を
「
副
局
長 

部
長 

 

セ
ン
タ
ー
付
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
六
イ
の
病
院
の
部
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
項
三
級
の
欄
中
「
通
院
治
療
部
長
」
の
下
に
「
副

室
長
」
を
加
え
、
同
部
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
三
級
の
欄
中
「
地
域
連
携
・
相
談
支
援
セ
ン
タ

ー
長
」
を
「
治
験
管
理
室
長 

地
域
連
携
・
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

７ 



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
一
号 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

土 

屋 

綱 

男 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
九
項
を
附
則
第
十
項
と
し
、
附
則
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

９ 

別
表
第
三
の
職
に
欄
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
区
分
が
一
種
及
び
二
種
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る 

 

職
員
の
管
理
職
手
当
の
月
額
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一 

 

日
ま
で
の
間
は
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ 

 

る
管
理
職
手
当
の
額
か
ら
そ
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生 

 

じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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